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自
然
公
園
法
施
行
規
則
及
び
自
然
環
境
保
全
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
案
）
新
旧
対
照
条
文

◎
自
然
公
園
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
四
十
一
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

公
園
事
業
（
第
一
条
―
第
九
条
）

第
一
章

公
園
事
業
（
第
一
条
―
第
九
条
）

第
二
章

保
護
及
び
利
用
（
第
九
条
の
二
―
第
十
五
条
の
三
）

第
二
章

保
護
及
び
利
用
（
第
九
条
の
二
―
第
十
五
条
の
三
）

第
三
章

生
態
系
維
持
回
復
事
業
（
第
十
五
条
の
四
―
第
十
五
条
の
九
）

第
四
章

風
景
地
保
護
協
定
及
び
公
園
管
理
団
体
（
第
十
五
条
の
十
―
第
十
五
条
の

第
三
章

風
景
地
保
護
協
定
及
び
公
園
管
理
団
体
（
第
十
五
条
の
四
―
第
十
五
条
の

十
三
）

七
）

第
五
章

雑
則
（
第
十
六
条
―
第
二
十
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
十
六
条
―
第
二
十
条
）

附
則

附
則

（
国
立
公
園
事
業
の
執
行
の
同
意
又
は
認
可
）

（
執
行
認
可
申
請
書
の
添
付
書
類
等
）

第
一
条

自
然
公
園
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

第
一
条

自
然
公
園
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
二
百
九
十
八
号
。
以
下
「
令

。
）
第
十
条
第
二
項
の
同
意
又
は
同
条
第
三
項
の
認
可
は
、
公
園
施
設
ご
と
に
同
意

」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
執
行
認
可
の
申
請
書
に
添
え
な
け

を
得
、
又
は
認
可
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

れ
ば
な
ら
な
い
書
類
及
び
図
面
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

令
第
一
条
第
七
号
の
施
設
（
以
下
「
運
輸
施
設
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
第
五

号
、
第
六
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。

一

施
設
の
位
置
を
明
ら
か
に
し
た
縮
尺
五
万
分
の
一
以
上
の
地
形
図

二

施
設
の
付
近
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
縮
尺
五
千
分
の
一
以
上
の
概
況
図
及
び
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天
然
色
写
真

三

施
設
の
規
模
及
び
構
造
（
運
輸
施
設
に
あ
つ
て
は
、
当
該
施
設
が
風
景
に
及
ぼ

す
影
響
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
限
る
。
）
を
明
ら
か
に
し
た
縮

尺
千
分
の
一
以
上
の
平
面
図
、
立
面
図
、
断
面
図
、
構
造
図
、
意
匠
配
色
図
及
び

給
排
水
計
画
図

四

工
事
の
施
行
を
要
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
木
竹
の
伐
採
、
修
景
の
た
め
の
植

栽
そ
の
他
当
該
工
事
に
付
随
す
る
工
事
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
及
び
縮
尺

千
分
の
一
以
上
の
図
面

五

工
事
の
施
行
を
要
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
工
事
の
施
行
に
要
す
る
経
費

に
つ
き
、
用
地
費
、
土
木
工
事
費
、
建
築
工
事
費
、
造
園
工
事
費
、
初
度
調
弁
費

、
諸
掛
費
等
の
項
目
ご
と
に
金
額
を
記
載
し
た
書
類

六

施
設
の
管
理
又
は
経
営
に
要
す
る
経
費
に
つ
き
、
収
入
並
び
に
支
出
の
総
額
及

び
そ
の
内
訳
並
び
に
事
業
資
金
の
総
額
に
対
す
る
純
益
の
割
合
を
記
載
し
た
書
類

七

法
人
に
あ
つ
て
は
、
定
款
、
寄
附
行
為
又
は
規
約
及
び
登
記
事
項
証
明
書

八

法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
定
款
、
寄
附
行
為
又
は
規
約

九

法
人
格
の
な
い
組
合
（
以
下
「
組
合
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
組
合
契
約

書
の
写
し

十

国
立
公
園
に
関
す
る
公
園
事
業
（
以
下
「
国
立
公
園
事
業
」
と
い
う
。
）
の
執

行
に
必
要
な
土
地
、
家
屋
そ
の
他
の
物
件
を
当
該
事
業
の
執
行
の
た
め
に
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

十
一

当
該
事
業
の
執
行
に
当
た
つ
て
必
要
と
な
る
資
金
を
調
達
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
を
証
す
る
書
類

十
二

当
該
事
業
の
執
行
に
関
し
土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
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号
）
の
規
定
に
よ
り
土
地
又
は
権
利
を
収
用
し
又
は
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
そ
の
収
用
又
は
使
用
を
必
要
と
す
る
理
由
書

（
国
立
公
園
事
業
の
執
行
の
同
意
又
は
認
可
の
申
請
）

（
供
用
開
始
期
日
の
延
期
の
承
認
申
請
書
）

第
二
条

法
第
十
条
第
四
項
の
執
行
の
同
意
又
は
認
可
の
申
請
は
、
書
面
を
提
出
す
る

第
二
条

令
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
期
日
の
延
期
の
申
請
は
、
次
の
各
号
に
掲

方
法
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
を
も
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の

２

法
第
十
条
第
四
項
第
六
号
に
規
定
す
る
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号

と
す
る
。

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
又
は
組
合
に
あ
つ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の

一

公
園
施
設
の
構
造
（
自
然
公
園
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
二
百
九
十

所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

八
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
七
号
の
施
設
（
以
下
「
運
輸
施
設
」

二

国
立
公
園
事
業
の
種
類

と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
当
該
施
設
が
風
景
に
及
ぼ
す
影
響
を
明
ら
か
に
す
る

三

申
請
に
係
る
施
設

た
め
に
必
要
な
事
項
に
限
る
。
）

四

延
期
の
期
日

二

令
第
一
条
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
公
園
施
設
に
あ
つ
て
は
、
そ
の

五

延
期
を
必
要
と
す
る
理
由

施
設
の
供
用
開
始
の
予
定
年
月
日

三

工
事
の
施
行
を
要
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
施
行
の
予
定
期
間

（
届
出
を
要
す
る
管
理
又
は
経
営
方
法
の
変
更
）

３

法
第
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
環
境
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

第
二
条
の
二

令
第
五
条
に
規
定
す
る
重
要
な
管
理
又
は
経
営
の
方
法
と
し
て
環
境
省

る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
運
輸
施
設
に
関
す
る
国
立
公
園
事
業
に
あ
つ
て
は
、
第

令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

七
号
、
第
八
号
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
書
類
を
、
公
共
団
体
が
執
行
す
る
公
園
施
設

一

施
設
の
管
理
又
は
経
営
を
委
託
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
受
託
者
の
住
所
及
び

に
関
す
る
国
立
公
園
事
業
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
、
第
二
号
、
第
六
号
か
ら
第
八
号

氏
名
（
受
託
者
が
法
人
又
は
組
合
に
あ
つ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び

ま
で
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。

名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
）

一

個
人
に
あ
つ
て
は
、
住
民
票
の
写
し

二

施
設
の
供
用
期
間
が
通
年
で
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
供
用
期
間

二

法
人
に
あ
つ
て
は
、
登
記
事
項
証
明
書

三

施
設
の
占
用
又
は
使
用
に
対
し
料
金
を
徴
収
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
標

三

公
園
施
設
の
位
置
を
明
ら
か
に
し
た
縮
尺
二
万
五
千
分
の
一
以
上
の
地
形
図

準
的
な
額
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四

公
園
施
設
の
付
近
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
縮
尺
五
千
分
の
一
以
上
の
概
況
図

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
適
切
な
公
園
事
業
の
執
行
を
確
保
す
る
た
め

及
び
天
然
色
写
真

特
に
届
出
を
要
す
る
も
の

五

公
園
施
設
の
規
模
及
び
構
造
（
運
輸
施
設
に
あ
つ
て
は
、
当
該
施
設
が
風
景
に

及
ぼ
す
影
響
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
限
る
。
）
を
明
ら
か
に
し

た
縮
尺
千
分
の
一
以
上
の
各
階
平
面
図
、
二
面
以
上
の
立
面
図
、
二
面
以
上
の
断

面
図
、
構
造
図
、
意
匠
配
色
図
及
び
給
排
水
計
画
図
並
び
に
事
業
区
域
内
に
あ
る

公
園
施
設
の
配
置
を
明
ら
か
に
し
た
縮
尺
千
分
の
一
以
上
の
配
置
図

六

法
人
に
あ
つ
て
は
、
定
款
、
寄
附
行
為
又
は
規
約

七

公
園
施
設
の
管
理
又
は
経
営
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
収
入
並
び
に
支
出
の
総

額
及
び
そ
の
内
訳
を
記
載
し
た
書
類
そ
の
他
公
園
施
設
を
適
切
に
管
理
又
は
経
営

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

八

事
業
資
金
を
調
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

九

工
事
の
施
行
を
要
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
木
竹
の
伐
採
、
修
景
の
た
め
の
植

栽
そ
の
他
当
該
工
事
に
付
随
す
る
工
事
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
及
び
縮
尺

千
分
の
一
以
上
の
図
面

十

工
事
の
施
行
を
要
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
工

事
費
概
算
書

十
一

国
立
公
園
事
業
の
執
行
に
必
要
な
土
地
、
家
屋
そ
の
他
の
物
件
を
当
該
事
業

の
執
行
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

十
二

国
立
公
園
事
業
の
執
行
に
関
し
土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百

十
九
号
）
の
規
定
に
よ
り
土
地
又
は
権
利
を
収
用
し
又
は
使
用
す
る
必
要
が
あ
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
収
用
又
は
使
用
を
必
要
と
す
る
理
由
書

４

前
項
の
書
類
の
添
付
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
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（
変
更
の
同
意
又
は
認
可
を
要
し
な
い
軽
微
な
変
更
）

（
施
設
の
変
更
等
の
承
認
申
請
書
）

第
三
条

法
第
十
条
第
六
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
環
境
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更

第
三
条

令
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す

一

法
第
十
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項

る
。

二

公
園
施
設
の
管
理
又
は
経
営
を
委
託
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
受
託
者
の
氏
名

一

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
又
は
組
合
に
あ
つ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の

又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
）

三

公
園
施
設
の
供
用
期
間
が
通
年
で
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
供
用
期
間

二

国
立
公
園
事
業
の
種
類

四

公
園
施
設
の
占
用
又
は
使
用
に
対
し
料
金
を
徴
収
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ

三

変
更
の
内
容

の
標
準
的
な
額

四

変
更
を
必
要
と
す
る
理
由

五

第
二
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

２

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
が
施
設
の
位
置
又
は
施
設
の
規
模
及
び
構
造
に
係
る
と

き
は
、
令
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
前
項
の
申
請
書
に
、
変
更
の
内
容
に
係
る
第
一

条
各
号
に
掲
げ
る
書
類
又
は
図
面
を
添
え
る
も
の
と
す
る
。

（
国
立
公
園
事
業
の
内
容
の
変
更
の
同
意
又
は
認
可
の
申
請
）

（
変
更
の
承
認
を
要
し
な
い
事
項
）

第
四
条

法
第
十
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
同
意
又
は
認
可
の
申
請
は
、
次
の

第
四
条

令
第
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す

の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

る
。

一

建
築
物
の
内
部
の
構
造
の
変
更
で
あ
つ
て
、
軽
易
な
も
の

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

国
立
公
園
の
区
域
の
う
ち
特
別
保
護
地
区
又
は
海
中
公
園
地
区
に
含
ま
れ
な
い

二

変
更
の
内
容

区
域
内
に
あ
つ
て
は
、
第
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
該
当
す
る
も
の

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

三

特
別
保
護
地
区
内
に
あ
つ
て
は
、
第
十
三
条
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
該
当
す
る

四

変
更
を
必
要
と
す
る
理
由

も
の

五

工
事
の
施
行
を
要
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
施
行
の
予
定
期
間

四

海
中
公
園
地
区
内
に
あ
つ
て
は
、
第
十
三
条
の
十
五
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
該
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２

法
第
十
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
環
境
省
令
で
定

当
す
る
も
の

め
る
書
類
は
、
第
二
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
変
更

に
係
る
第
二
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
（
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
変
更
の
同
意
又
は
認
可
を
要
し
な
い
軽
微
な
変
更
の
届
出
）

（
事
業
の
休
止
及
び
廃
止
の
承
認
申
請
書
）

第
五
条

法
第
十
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記

第
五
条

令
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
休
止
又
は
廃
止
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

載
し
た
届
出
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

す
る
。

二

変
更
の
内
容

一

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
又
は
組
合
に
あ
つ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の

三

変
更
し
た
年
月
日

所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
）

四

変
更
を
必
要
と
す
る
理
由

二

国
立
公
園
事
業
の
種
類

三

休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
国
立
公
園
事
業
の
範
囲

四

休
止
の
予
定
期
間
又
は
廃
止
の
予
定
期
日

五

休
止
又
は
廃
止
を
必
要
と
す
る
理
由

（
承
継
の
同
意
又
は
承
認
の
申
請
）

（
地
位
の
承
継
の
承
認
申
請
書
）

第
六
条

法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
継
の
同
意
を
得
よ
う
と
す
る
者
又
は

第
六
条

令
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
継
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
か
つ
、
当
該
当
事
者
が
連
署
し
た
申
請
書
を

環
境
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

環
境
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
法
人
又
は
分
割
に

一

譲
渡
人
及
び
譲
受
人
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
又
は
組
合
に
あ
つ
て
は
、
主
た

よ
り
そ
の
国
立
公
園
事
業
の
全
部
を
承
継
す
る
法
人
（
以
下
「
合
併
法
人
等
」
と

る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
）

い
う
。
）
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

国
立
公
園
事
業
の
種
類
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二

国
立
公
園
事
業
者
で
あ
る
法
人
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

三

譲
渡
に
係
る
国
立
公
園
事
業
の
範
囲

三

公
園
施
設
の
種
類

四

譲
渡
価
格

四

合
併
又
は
分
割
し
た
年
月
日

五

譲
渡
の
予
定
期
日

五

合
併
又
は
分
割
し
た
理
由

六

譲
渡
を
必
要
と
す
る
理
由

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２

令
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を

一

合
併
法
人
等
の
定
款
、
寄
附
行
為
又
は
規
約
及
び
登
記
事
項
証
明
書

添
え
る
も
の
と
す
る
。

二

第
二
条
第
三
項
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
書
類

一

譲
渡
に
関
す
る
契
約
書
の
写
し

三

合
併
契
約
書
及
び
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
国
立
公
園
事
業
者
の
登
記
事
項
証
明

二

譲
受
人
が
現
に
国
立
公
園
事
業
の
執
行
の
認
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
国
立
公

書
又
は
分
割
契
約
書

園
事
業
者
」
と
い
う
。
）
で
な
い
法
人
又
は
組
合
で
あ
る
と
き
は
、
定
款
、
寄
附

３

法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
相
続
の
承
認
の
申
請
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

行
為
又
は
規
約
及
び
登
記
事
項
証
明
書
又
は
組
合
契
約
書
の
写
し

る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

三

譲
受
人
が
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
定
款
、
寄
附
行
為

一

相
続
人
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
被
相
続
人
と
の
続
柄

又
は
規
約

二

被
相
続
人
の
氏
名
、
住
所
及
び
死
亡
年
月
日

三

公
園
施
設
の
種
類

４

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一

第
二
条
第
三
項
第
一
号
、
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
書
類

二

被
相
続
人
と
の
続
柄
を
証
す
る
書
類

三

相
続
人
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
全
員
の
同
意
に
よ
り
国
立

公
園
事
業
を
承
継
す
べ
き
相
続
人
と
し
て
選
定
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

（
国
立
公
園
事
業
の
休
廃
止
の
届
出
）

（
国
立
公
園
事
業
者
が
届
け
出
る
場
合
等
）

第
七
条

法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
国
立
公
園
事
業
を
休
止
又
は
廃
止
し

第
七
条

令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
相
続
、

よ
う
と
す
る
日
の
一
月
前
ま
で
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書

合
併
又
は
分
割
に
よ
り
国
立
公
園
事
業
者
た
る
地
位
を
承
継
し
た
と
き
の
ほ
か
、
次
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を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

一

住
所
又
は
氏
名
（
法
人
又
は
組
合
に
あ
つ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
又

二

公
園
施
設
の
種
類

は
名
称
）
を
変
更
し
た
と
き
。

三

休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
休
止
し
よ
う
と
す
る
国
立
公
園
事
業

二

法
人
を
設
立
し
た
と
き
。

の
範
囲
、
休
止
予
定
期
間
及
び
休
止
期
間
中
の
公
園
施
設
の
管
理
方
法

三

休
止
し
た
施
設
の
供
用
を
再
開
し
た
と
き
。

四

廃
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
予
定
年
月
日
及
び
廃
止
後
の
公

四

令
第
七
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
休
止
又
は
廃
止
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

園
施
設
の
取
扱
い

五

国
立
公
園
事
業
者
た
る
地
位
を
譲
渡
に
よ
り
承
継
し
た
と
き
（
令
第
八
条
第
一

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
第
二
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添

項
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
と
き
を
除
く
。
）
。

付
す
る
も
の
と
す
る
。

２

令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
届
出
の
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
行
う
も
の
と
す
る

。一

相
続
に
よ
る
地
位
の
承
継
の
届
出

当
該
相
続
に
係
る
国
立
公
園
事
業
の
執
行

に
必
要
な
物
件
の
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
の
当
該
事
業
の
執
行
に
必
要
な
物
件

が
承
継
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

二

合
併
に
よ
る
地
位
の
承
継
の
届
出

合
併
後
の
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

三

分
割
に
よ
る
地
位
の
承
継
の
届
出

分
割
後
の
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
及
び

当
該
国
立
公
園
事
業
の
全
部
が
承
継
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

四

法
人
の
設
立
の
届
出

設
立
し
た
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

（
同
意
又
は
認
可
の
失
効
の
届
出
）

（
公
共
団
体
の
行
う
国
立
公
園
事
業
）

第
八
条

法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を

第
八
条

前
各
条
の
規
定
は
、
自
然
公
園
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
一
号
。

記
載
し
た
届
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
共
団
体
が
行
う
国
立
公

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

園
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
条
中
「
執
行
認
可
の
申
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二

公
園
施
設
の
種
類

請
書
」
と
あ
る
の
は
「
執
行
の
協
議
書
」
と
、
「
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
各
号
（
第

三

失
効
し
た
年
月
日

七
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
除
く
。
）
」
と
、
第
二
条
中
「
延
期
の
申
請
」
と
あ
る

四

失
効
し
た
理
由

の
は
「
延
期
の
協
議
の
申
出
」
と
、
同
条
及
び
第
三
条
中
「
申
請
書
」
と
あ
る
の
は

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る

「
協
議
書
」
と
、
第
二
条
第
一
号
及
び
第
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
申
請
者
の
住
所

。

及
び
氏
名
（
法
人
又
は
組
合
に
あ
つ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並

一

第
二
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類

び
に
代
表
者
の
氏
名
）
」
と
あ
る
の
は
「
公
共
団
体
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及

二

他
法
令
の
規
定
に
よ
る
行
政
庁
の
許
可
、
認
可
そ
の
他
の
処
分
が
取
り
消
さ
れ

び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
」
と
、
第
二
条
第
三
号
中
「
申
請
」
と
あ
る
の
は
「

た
こ
と
、
そ
の
他
そ
の
効
力
が
失
わ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

協
議
の
申
出
」
と
、
第
三
条
第
一
項
中
「
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
」
と
あ
る
の

は
「
同
意
を
得
よ
う
と
す
る
者
」
と
、
第
五
条
及
び
第
六
条
第
一
項
中
「
承
認
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
」
と
、
第
五
条
及
び

第
六
条
中
「
申
請
書
」
と
あ
る
の
は
「
届
出
書
」
と
、
前
条
第
五
号
中
「
令
第
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
十

六
条
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
に
届
け
出
た
と
き
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
国
定
公
園
事
業
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

（
国
定
公
園
に
関
す
る
公
園
事
業
）

第
九
条

第
一
条
、
第
二
条
及
び
第
八
条
の
規
定
は
法
第
十
六
条
第
二
項
の
同
意
及
び

第
九
条

第
一
条
か
ら
第
七
条
ま
で
の
規
定
は
法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
国
及

同
条
第
三
項
の
認
可
に
つ
い
て
、
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
、
第
六
条
第
一
項
及
び

び
公
共
団
体
以
外
の
者
が
行
う
国
定
公
園
に
関
す
る
公
園
事
業
の
執
行
に
つ
い
て
、

第
二
項
並
び
に
第
七
条
の
規
定
は
法
第
十
六
条
第
二
項
の
同
意
を
得
た
者
に
つ
い
て

前
条
の
規
定
は
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
以
外
の
公
共
団
体
が
行

、
第
三
条
か
ら
第
七
条
ま
で
の
規
定
は
法
第
十
六
条
第
三
項
の
認
可
を
受
け
た
者
に

う
国
定
公
園
に
関
す
る
公
園
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
条
、
第
二
条
、
第
四
条
、
第
六
条

れ
ら
の
規
定
中
「
環
境
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
読
み
替
え
る
も

及
び
第
七
条
中
「
国
立
公
園
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
国
定
公
園
事
業
」
と
、
第
二
条

の
と
す
る
。

第
三
項
中
「
公
共
団
体
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
以
外
の
公
共
団
体
」
と
、
第
五

条
及
び
第
六
条
中
「
環
境
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
読
み
替
え
る
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も
の
と
す
る
。

（
特
別
地
域
、
特
別
保
護
地
区
及
び
海
域
公
園
地
区
内
に
お
け
る
行
為
の
許
可
申
請

（
特
別
地
域
、
特
別
保
護
地
区
及
び
海
中
公
園
地
区
内
に
お
け
る
行
為
の
許
可
申
請

書
）

書
）

第
十
条

法
第
二
十
条
第
三
項
、
第
二
十
一
条
第
三
項
又
は
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規

第
十
条

法
第
十
三
条
第
三
項
、
第
十
四
条
第
三
項
又
は
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定

定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申

申
請
書
を
、
国
立
公
園
に
あ
つ
て
は
環
境
大
臣
に
、
国
定
公
園
に
あ
つ
て
は
都
道
府

請
書
を
、
国
立
公
園
に
あ
つ
て
は
環
境
大
臣
に
、
国
定
公
園
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県

県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

一

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及

び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
）

二
～
七

（
略
）

二
～
七

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
図
面
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
図
面
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

行
為
の
場
所
を
明
ら
か
に
し
た
縮
尺
二
万
五
千
分
の
一
以
上
の
地
形
図

一

行
為
の
場
所
を
明
ら
か
に
し
た
縮
尺
五
万
分
の
一
以
上
の
地
形
図

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
特
別
地
域
、
特
別
保
護
地
区
及
び
海
域
公
園
地
区
内
の
行
為
の
許
可
基
準
）

（
特
別
地
域
、
特
別
保
護
地
区
及
び
海
中
公
園
地
区
内
の
行
為
の
許
可
基
準
）

第
十
一
条

法
第
二
十
条
第
三
項
第
一
号
、
第
二
十
一
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
十

第
十
一
条

法
第
十
三
条
第
三
項
第
一
号
、
第
十
四
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
十
四

二
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
仮
設
の
建
築
物
（
土
地
に
定
着
す
る
工
作
物

条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
仮
設
の
建
築
物
（
土
地
に
定
着
す
る
工
作
物
の

の
う
ち
、
屋
根
及
び
柱
又
は
壁
を
有
す
る
も
の
を
い
い
、
建
築
設
備
（
当
該
工
作
物

う
ち
、
屋
根
及
び
柱
又
は
壁
を
有
す
る
も
の
を
い
い
、
建
築
設
備
（
当
該
工
作
物
に

に
設
け
る
電
気
、
ガ
ス
、
給
水
、
排
水
、
換
気
、
暖
房
、
冷
房
、
消
火
、
排
煙
若
し

設
け
る
電
気
、
ガ
ス
、
給
水
、
排
水
、
換
気
、
暖
房
、
冷
房
、
消
火
、
排
煙
若
し
く

く
は
汚
物
処
理
の
設
備
又
は
煙
突
、
昇
降
機
若
し
く
は
避
雷
針
を
い
う
。
第
二
十
条

は
汚
物
処
理
の
設
備
又
は
煙
突
、
昇
降
機
若
し
く
は
避
雷
針
を
い
う
。
第
二
十
条
第

第
六
号
イ

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
新
築
、
改
築
又
は
増

一
号
イ

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
新
築
、
改
築
又
は
増
築

(4)

(2)
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築
に
限
る
。
）
に
係
る
法
第
二
十
条
第
四
項
、
第
二
十
一
条
第
四
項
及
び
第
二
十
二

に
限
る
。
）
に
係
る
法
第
十
三
条
第
四
項
、
第
十
四
条
第
四
項
及
び
第
二
十
四
条
第

条
第
四
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
許
可
基
準
」
と

四
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
許
可
基
準
」
と
い
う

い
う
。
）
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
既
存
の
建
築
物
の
改
築
、
既
存
の

。
）
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
既
存
の
建
築
物
の
改
築
、
既
存
の
建
築

建
築
物
の
建
替
え
若
し
く
は
災
害
に
よ
り
滅
失
し
た
建
築
物
の
復
旧
の
た
め
の
新
築

物
の
建
替
え
若
し
く
は
災
害
に
よ
り
滅
失
し
た
建
築
物
の
復
旧
の
た
め
の
新
築
（
申

（
申
請
に
係
る
建
築
物
の
規
模
が
既
存
の
建
築
物
の
規
模
を
超
え
な
い
も
の
又
は
既

請
に
係
る
建
築
物
の
規
模
が
既
存
の
建
築
物
の
規
模
を
超
え
な
い
も
の
又
は
既
存
の

存
の
建
築
物
が
有
し
て
い
た
機
能
を
維
持
す
る
た
め
や
む
を
得
ず
必
要
最
小
限
の
規

建
築
物
が
有
し
て
い
た
機
能
を
維
持
す
る
た
め
や
む
を
得
ず
必
要
最
小
限
の
規
模
の

模
の
拡
大
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
又
は
学
術
研
究
そ
の
他
公
益
上
必
要
で
あ
り
、

拡
大
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
又
は
学
術
研
究
そ
の
他
公
益
上
必
要
で
あ
り
、
か
つ

か
つ
、
申
請
に
係
る
場
所
以
外
の
場
所
に
お
い
て
は
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が

、
申
請
に
係
る
場
所
以
外
の
場
所
に
お
い
て
は
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き

で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
建
築
物
の
新
築
、
改
築
若
し
く
は
増
築
（
以
下
「
既
存
建

な
い
と
認
め
ら
れ
る
建
築
物
の
新
築
、
改
築
若
し
く
は
増
築
（
以
下
「
既
存
建
築
物

築
物
の
改
築
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
第
一
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ

の
改
築
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
第
一
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
基

る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

準
に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

次
に
掲
げ
る
地
域
（
以
下
「
特
別
保
護
地
区
等
」
と
い
う
。
）
内
に
お
い
て
行

二

次
に
掲
げ
る
地
域
（
以
下
「
特
別
保
護
地
区
等
」
と
い
う
。
）
内
に
お
い
て
行

わ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

わ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

イ

特
別
保
護
地
区
、
第
一
種
特
別
地
域
又
は
海
域
公
園
地
区

イ

特
別
保
護
地
区
、
第
一
種
特
別
地
域
又
は
海
中
公
園
地
区

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

三
～
六

（
略
）

三
～
六

（
略
）

２

法
第
二
十
条
第
三
項
第
一
号
、
第
二
十
一
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
十
二
条
第

２

法
第
十
三
条
第
三
項
第
一
号
、
第
十
四
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
十
四
条
第
三

三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
申
請
に
係
る
国
立
公
園
若
し
く
は
国
定
公
園
の
区
域

項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
申
請
に
係
る
国
立
公
園
若
し
く
は
国
定
公
園
の
区
域
内

内
に
お
い
て
公
園
事
業
若
し
く
は
農
林
漁
業
に
従
事
す
る
者
そ
の
他
の
者
で
あ
つ
て

に
お
い
て
公
園
事
業
若
し
く
は
農
林
漁
業
に
従
事
す
る
者
、
昭
和
五
十
年
四
月
一
日

、
申
請
に
係
る
場
所
に
居
住
す
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
住
宅
及
び
昭

（
同
日
後
に
申
請
に
係
る
場
所
が
特
別
地
域
、
特
別
保
護
地
区
又
は
海
中
公
園
地
区

和
五
十
年
四
月
一
日
（
同
日
後
に
申
請
に
係
る
場
所
が
特
別
地
域
、
特
別
保
護
地
区

に
指
定
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
指
定
の
日
。
以
下
「
基
準
日
」
と
い
う
。

又
は
海
域
公
園
地
区
に
指
定
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
指
定
の
日
。
以
下
「

）
に
お
い
て
申
請
に
係
る
場
所
に
現
に
居
住
し
て
い
た
者
そ
の
他
申
請
に
係
る
場
所
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基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
申
請
に
係
る
場
所
に
現
に
居
住
し
て
い
た
者
の
住

に
居
住
す
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
者
の
住
宅
若
し
く
は
住
宅
部
分
を
含
む
建

宅
若
し
く
は
住
宅
部
分
を
含
む
建
築
物
（
基
準
日
以
後
に
そ
の
造
成
に
係
る
行
為
に

築
物
（
基
準
日
以
後
に
そ
の
造
成
に
係
る
行
為
に
つ
い
て
法
第
十
三
条
第
三
項
、
第

つ
い
て
法
第
二
十
条
第
三
項
、
第
二
十
一
条
第
三
項
又
は
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規

十
四
条
第
三
項
又
は
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
（
以
下
「
法
第
十
三
条
第
三
項
等

定
に
よ
る
許
可
の
申
請
を
し
た
分
譲
地
等
（
第
四
項
に
規
定
す
る
分
譲
地
等
を
い
う

の
規
定
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
許
可
の
申
請
を
し
た
分
譲
地
等
（
第
四
項
に
規
定
す

。
）
内
に
設
け
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
新
築
、
改
築
若
し
く
は
増
築
又
は
こ
れ

る
分
譲
地
等
を
い
う
。
）
内
に
設
け
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
新
築
、
改
築
若
し

ら
の
建
築
物
と
用
途
上
不
可
分
で
あ
る
建
築
物
の
新
築
、
改
築
若
し
く
は
増
築
（
前

く
は
増
築
又
は
こ
れ
ら
の
建
築
物
と
用
途
上
不
可
分
で
あ
る
建
築
物
の
新
築
、
改
築

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
に
係
る
許
可
基
準
は
、

若
し
く
は
増
築
（
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
に

前
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
当
該
建
築
物
の
高
さ
（

係
る
許
可
基
準
は
、
前
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
当

避
雷
針
及
び
煙
突
（
寒
冷
地
に
お
け
る
暖
房
用
等
必
要
最
小
限
の
も
の
に
限
る
。
）

該
建
築
物
の
高
さ
（
避
雷
針
及
び
煙
突
（
寒
冷
地
に
お
け
る
暖
房
用
等
必
要
最
小
限

を
除
い
た
建
築
物
の
地
上
部
分
の
最
高
部
と
最
低
部
の
高
さ
の
差
を
い
う
。
以
下
こ

の
も
の
に
限
る
。
）
を
除
い
た
建
築
物
の
地
上
部
分
の
最
高
部
と
最
低
部
の
高
さ
の

の
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
十
三
メ
ー
ト
ル
（
そ
の
高
さ
が

差
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
十
三
メ
ー

現
に
十
三
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
既
存
の
建
築
物
の
改
築
又
は
増
築
に
あ
つ
て
は
、
既

ト
ル
（
そ
の
高
さ
が
現
に
十
三
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
既
存
の
建
築
物
の
改
築
又
は
増

存
の
建
築
物
の
高
さ
）
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
既
存
建

築
に
あ
つ
て
は
、
既
存
の
建
築
物
の
高
さ
）
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る

築
物
の
改
築
等
で
あ
つ
て
、
前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い

。
た
だ
し
、
既
存
建
築
物
の
改
築
等
で
あ
つ
て
、
前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

合
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

法
第
二
十
条
第
三
項
第
一
号
、
第
二
十
一
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
十
二
条
第

３

法
第
十
三
条
第
三
項
第
一
号
、
第
十
四
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
十
四
条
第
三

三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
農
林
漁
業
を
営
む
た
め
に
必
要
な
建
築
物
の
新
築
、

項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
農
林
漁
業
を
営
む
た
め
に
必
要
な
建
築
物
の
新
築
、
改

改
築
又
は
増
築
（
前
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）

築
又
は
増
築
（
前
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
に

に
係
る
許
可
基
準
は
、
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
た

係
る
許
可
基
準
は
、
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
た
だ

だ
し
、
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
行
為
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

し
、
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
行
為
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り

り
で
な
い
。

で
な
い
。

４

法
第
二
十
条
第
三
項
第
一
号
、
第
二
十
一
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
十
二
条
第

４

法
第
十
三
条
第
三
項
第
一
号
、
第
十
四
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
十
四
条
第
三

三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
集
合
別
荘
（
同
一
棟
内
に
独
立
し
て
別
荘
（
分
譲
ホ

項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
集
合
別
荘
（
同
一
棟
内
に
独
立
し
て
別
荘
（
分
譲
ホ
テ
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テ
ル
を
含
む
。
）
の
用
に
供
せ
ら
れ
る
部
分
が
五
以
上
あ
る
建
築
物
を
い
う
。
以
下

ル
を
含
む
。
）
の
用
に
供
せ
ら
れ
る
部
分
が
五
以
上
あ
る
建
築
物
を
い
う
。
以
下
同

同
じ
。
）
、
集
合
住
宅
（
同
一
棟
内
に
独
立
し
て
住
宅
の
用
に
供
せ
ら
れ
る
部
分
が

じ
。
）
、
集
合
住
宅
（
同
一
棟
内
に
独
立
し
て
住
宅
の
用
に
供
せ
ら
れ
る
部
分
が
五

五
以
上
あ
る
建
築
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
保
養
所
の
新
築
、
改
築
若

以
上
あ
る
建
築
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
保
養
所
の
新
築
、
改
築
若
し

し
く
は
増
築
、
分
譲
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
一
連
の
土
地
若
し
く
は
売
却
す
る
こ

く
は
増
築
、
分
譲
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
一
連
の
土
地
若
し
く
は
売
却
す
る
こ
と

と
、
貸
付
け
を
す
る
こ
と
若
し
く
は
一
時
的
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
建

、
貸
付
け
を
す
る
こ
と
若
し
く
は
一
時
的
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
建
築

築
物
が
二
棟
以
上
設
け
ら
れ
る
予
定
で
あ
る
一
連
の
土
地
（
以
下
「
分
譲
地
等
」
と

物
が
二
棟
以
上
設
け
ら
れ
る
予
定
で
あ
る
一
連
の
土
地
（
以
下
「
分
譲
地
等
」
と
い

い
う
。
）
内
に
お
け
る
建
築
物
の
新
築
、
改
築
若
し
く
は
増
築
又
は
こ
れ
ら
の
建
築

う
。
）
内
に
お
け
る
建
築
物
の
新
築
、
改
築
若
し
く
は
増
築
又
は
こ
れ
ら
の
建
築
物

物
と
用
途
上
不
可
分
で
あ
る
建
築
物
の
新
築
、
改
築
若
し
く
は
増
築
（
前
三
項
又
は

と
用
途
上
不
可
分
で
あ
る
建
築
物
の
新
築
、
改
築
若
し
く
は
増
築
（
前
三
項
又
は
次

次
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
に
係
る
許
可
基
準
は

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
に
係
る
許
可
基
準
は
、

、
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す

第
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る

る
。
た
だ
し
、
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
行
為
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は

。
た
だ
し
、
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
行
為
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

こ
の
限
り
で
な
い
。

一
～
十
一

（
略
）

一
～
十
一

（
略
）

５

法
第
二
十
条
第
三
項
第
一
号
、
第
二
十
一
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
十
二
条
第

５

法
第
十
三
条
第
三
項
第
一
号
、
第
十
四
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
十
四
条
第
三

三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
基
準
日
前
に
そ
の
造
成
に
係
る
行
為
に
つ
い
て
法
第

項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
基
準
日
前
に
そ
の
造
成
に
係
る
行
為
に
つ
い
て
法
第
十

二
十
条
第
三
項
、
第
二
十
一
条
第
三
項
又
は
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許

三
条
第
三
項
等
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
を
し
、
若
し
く
は
基
準
日
前
に
そ
の
造

可
の
申
請
を
し
、
若
し
く
は
基
準
日
前
に
そ
の
造
成
に
係
る
行
為
を
完
了
し
、
若
し

成
に
係
る
行
為
を
完
了
し
、
若
し
く
は
基
準
日
以
後
に
そ
の
造
成
に
係
る
行
為
に
つ

く
は
基
準
日
以
後
に
そ
の
造
成
に
係
る
行
為
に
つ
い
て
法
第
二
十
条
第
六
項
、
第
二

い
て
法
第
十
三
条
第
六
項
、
第
十
四
条
第
六
項
若
し
く
は
第
二
十
四
条
第
六
項
の
規

十
一
条
第
六
項
若
し
く
は
第
二
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
分
譲
地

定
（
以
下
「
法
第
十
三
条
第
六
項
等
の
規
定
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
届
出
を
し
た
分

等
内
に
お
け
る
建
築
物
の
新
築
、
改
築
若
し
く
は
増
築
又
は
こ
れ
ら
の
建
築
物
と
用

譲
地
等
内
に
お
け
る
建
築
物
の
新
築
、
改
築
若
し
く
は
増
築
又
は
こ
れ
ら
の
建
築
物

途
上
不
可
分
で
あ
る
建
築
物
の
新
築
、
改
築
若
し
く
は
増
築
（
第
一
項
か
ら
第
三
項

と
用
途
上
不
可
分
で
あ
る
建
築
物
の
新
築
、
改
築
若
し
く
は
増
築
（
第
一
項
か
ら
第

ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
に
係
る
許
可
基
準
は

三
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
に
係
る
許
可
基

、
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
並
び
に
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
の
例

準
は
、
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
並
び
に
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
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に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
行

の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す

為
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

る
行
為
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

６

法
第
二
十
条
第
三
項
第
一
号
、
第
二
十
一
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
十
二
条
第

６

法
第
十
三
条
第
三
項
第
一
号
、
第
十
四
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
十
四
条
第
三

三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
前
各
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
建
築
物
の
新
築
、

項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
前
各
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
建
築
物
の
新
築
、
改

改
築
又
は
増
築
以
外
の
建
築
物
の
新
築
、
改
築
又
は
増
築
に
限
る
。
）
に
係
る
許
可

築
又
は
増
築
以
外
の
建
築
物
の
新
築
、
改
築
又
は
増
築
に
限
る
。
）
に
係
る
許
可
基

基
準
は
、
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
並
び
に
第
四
項
第
七
号
及
び
第
九
号
か

準
は
、
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
並
び
に
第
四
項
第
七
号
及
び
第
九
号
か
ら

ら
第
十
一
号
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
第

第
十
一
号
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二

二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
行
為
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
行
為
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

い
。

。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

７

法
第
二
十
条
第
三
項
第
一
号
、
第
二
十
一
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
十
二
条
第

７

法
第
十
三
条
第
三
項
第
一
号
、
第
十
四
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
十
四
条
第
三

三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
車
道
（
分
譲
地
等
の
造
成
を
目
的
と
し
た
も
の
を
除

項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
車
道
（
分
譲
地
等
の
造
成
を
目
的
と
し
た
も
の
を
除
く

く
。
）
の
新
築
に
限
る
。
）
に
係
る
許
可
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

。
）
の
新
築
に
限
る
。
）
に
係
る
許
可
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

特
別
保
護
地
区
又
は
第
一
項
第
二
号
ロ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
地
域
で
あ
つ

一

特
別
保
護
地
区
又
は
第
一
項
第
二
号
ロ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
地
域
で
あ
つ

(1)

(4)

(1)

(4)

て
、
そ
の
全
部
若
し
く
は
一
部
に
つ
い
て
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
の
指
定
等
が
さ

て
、
そ
の
全
部
若
し
く
は
一
部
に
つ
い
て
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
の
指
定
等
が
さ

れ
て
い
る
こ
と
若
し
く
は
学
術
調
査
の
結
果
等
に
よ
り
、
特
別
保
護
地
区
に
準
ず

れ
て
い
る
こ
と
若
し
く
は
学
術
調
査
の
結
果
等
に
よ
り
、
特
別
保
護
地
区
に
準
ず

る
取
扱
い
が
現
に
行
わ
れ
、
若
し
く
は
行
わ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら

る
取
扱
い
が
現
に
行
わ
れ
、
若
し
く
は
行
わ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
も
の
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
基

れ
る
も
の
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
基

準
に
適
合
す
る
も
の
又
は
砂
防
工
事
等
地
形
若
し
く
は
植
生
の
保
全
に
資
す
る
と

準
に
適
合
す
る
も
の
又
は
砂
防
工
事
等
地
形
若
し
く
は
植
生
の
保
全
に
資
す
る
と

認
め
ら
れ
る
事
業
を
行
う
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
ロ
及
び
ハ
並
び
に
次

認
め
ら
れ
る
事
業
を
行
う
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
ロ
及
び
ハ
並
び
に
次

号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

な
い
。
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イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

当
該
行
為
に
よ
り
生
じ
た
残
土
を
特
別
地
域
、
特
別
保
護
地
区
又
は
海
域
公

ハ

当
該
行
為
に
よ
り
生
じ
た
残
土
を
特
別
地
域
、
特
別
保
護
地
区
又
は
海
中
公

園
地
区
内
に
お
い
て
処
理
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
特
別
地
域
以
外

園
地
区
内
に
お
い
て
処
理
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
特
別
地
域
以
外

の
地
域
に
搬
出
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
第
二

の
地
域
に
搬
出
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
第
二

種
特
別
地
域
又
は
第
三
種
特
別
地
域
内
に
お
い
て
そ
の
風
致
の
維
持
に
支
障
を

種
特
別
地
域
又
は
第
三
種
特
別
地
域
内
に
お
い
て
そ
の
風
致
の
維
持
に
支
障
を

及
ぼ
さ
な
い
方
法
で
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の

及
ぼ
さ
な
い
方
法
で
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

限
り
で
な
い
。

二

（
略
）

二

（
略
）

８

法
第
二
十
条
第
三
項
第
一
号
、
第
二
十
一
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
十
二
条
第

８

法
第
十
三
条
第
三
項
第
一
号
、
第
十
四
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
十
四
条
第
三

三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
車
道
（
分
譲
地
等
の
造
成
を
目
的
と
し
た
も
の
を
除

項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
車
道
（
分
譲
地
等
の
造
成
を
目
的
と
し
た
も
の
を
除
く

く
。
）
の
改
築
又
は
増
築
に
限
る
。
）
に
係
る
許
可
基
準
は
、
前
項
第
一
号
ハ
及
び

。
）
の
改
築
又
は
増
築
に
限
る
。
）
に
係
る
許
可
基
準
は
、
前
項
第
一
号
ハ
及
び
第

第
二
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
当
該
車
道
が
新
た
に
同
項
第
一

二
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
当
該
車
道
が
新
た
に
同
項
第
一
号

号
本
文
に
規
定
す
る
地
域
を
通
過
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
な
い
こ
と
と
す
る
。

本
文
に
規
定
す
る
地
域
を
通
過
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
な
い
こ
と
と
す
る
。

９

法
第
二
十
条
第
三
項
第
一
号
、
第
二
十
一
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
十
二
条
第

９

法
第
十
三
条
第
三
項
第
一
号
、
第
十
四
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
十
四
条
第
三

三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
分
譲
地
等
の
造
成
を
目
的
と
し
た
道
路
又
は
上
下
水

項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
分
譲
地
等
の
造
成
を
目
的
と
し
た
道
路
又
は
上
下
水
道

道
施
設
の
新
築
、
改
築
又
は
増
築
に
限
る
。
）
に
係
る
許
可
基
準
は
、
第
七
項
第
一

施
設
の
新
築
、
改
築
又
は
増
築
に
限
る
。
）
に
係
る
許
可
基
準
は
、
第
七
項
第
一
号

号
ハ
及
び
第
二
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る

ハ
及
び
第
二
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

。一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

関
連
分
譲
地
等
が
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
方
法
で
売
買
さ
れ
る
も
の
で

七

関
連
分
譲
地
等
が
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
方
法
で
売
買
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

購
入
後
に
お
い
て
一
分
譲
区
画
を
保
存
緑
地
と
な
る
部
分
を
除
い
た
面
積
が

ロ

購
入
後
に
お
い
て
一
分
譲
区
画
を
保
存
緑
地
と
な
る
部
分
を
除
い
た
面
積
が
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千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
に
な
る
よ
う
に
分
割
し
て
は
な
ら
な
い
旨
及
び
そ
の
よ

千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
に
な
る
よ
う
に
分
割
し
て
は
な
ら
な
い
旨
及
び
そ
の
よ

う
に
分
割
し
た
場
合
に
は
当
該
分
割
後
の
土
地
に
お
け
る
建
築
物
の
新
築
、
改

う
に
分
割
し
た
場
合
に
は
当
該
分
割
後
の
土
地
に
お
け
る
建
築
物
の
新
築
、
改

築
又
は
増
築
に
つ
い
て
は
法
第
二
十
条
第
三
項
、
第
二
十
一
条
第
三
項
又
は
第

築
又
は
増
築
に
つ
い
て
は
法
第
十
三
条
第
三
項
等
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け

二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
ら
れ
る
見
込
み
の
な
い
旨
を
分

ら
れ
る
見
込
み
の
な
い
旨
を
分
譲
区
画
の
購
入
者
に
書
面
を
も
つ
て
通
知
す
る

譲
区
画
の
購
入
者
に
書
面
を
も
つ
て
通
知
す
る
こ
と
。

こ
と
。

八
・
九

（
略
）

八
・
九

（
略
）

法
第
二
十
条
第
三
項
第
一
号
、
第
二
十
一
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
十
二
条
第

法
第
十
三
条
第
三
項
第
一
号
、
第
十
四
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
十
四
条
第
三

10

10

三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
屋
外
運
動
施
設
の
新
築
、
改
築
又
は
増
築
に
限
る
。

項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
屋
外
運
動
施
設
の
新
築
、
改
築
又
は
増
築
に
限
る
。
）

）
に
係
る
許
可
基
準
は
、
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
並
び
に
前
項
第
一
号
の
規
定

に
係
る
許
可
基
準
は
、
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
並
び
に
前
項
第
一
号
の
規
定
の

の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
十

（
略
）

一
～
十

（
略
）

法
第
二
十
条
第
三
項
第
一
号
、
第
二
十
一
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
十
二
条
第

法
第
十
三
条
第
三
項
第
一
号
、
第
十
四
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
十
四
条
第
三

11

11

三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
風
力
発
電
施
設
の
新
築
、
改
築
又
は
増
築
に
限
る
。

項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
風
力
発
電
施
設
の
新
築
、
改
築
又
は
増
築
に
限
る
。
）

）
に
係
る
許
可
基
準
は
、
第
一
項
第
五
号
及
び
第
六
号
並
び
に
前
項
第
七
号
及
び
第

に
係
る
許
可
基
準
は
、
第
一
項
第
五
号
及
び
第
六
号
並
び
に
前
項
第
七
号
及
び
第
九

九
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

号
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

法
第
二
十
条
第
三
項
第
一
号
、
第
二
十
一
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
十
二
条
第

法
第
十
三
条
第
三
項
第
一
号
、
第
十
四
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
十
四
条
第
三

12

12

三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
前
各
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
工
作
物
の
新
築
、

項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
前
各
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
工
作
物
の
新
築
、
改

改
築
又
は
増
築
以
外
の
仮
設
の
工
作
物
の
新
築
、
改
築
又
は
増
築
に
限
る
。
）
に
係

築
又
は
増
築
以
外
の
仮
設
の
工
作
物
の
新
築
、
改
築
又
は
増
築
に
限
る
。
）
に
係
る

る
許
可
基
準
は
、
第
一
項
第
一
号
及
び
第
六
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と

許
可
基
準
は
、
第
一
項
第
一
号
及
び
第
六
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お

お
り
と
す
る
。

り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

法
第
二
十
条
第
三
項
第
一
号
、
第
二
十
一
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
十
二
条
第

法
第
十
三
条
第
三
項
第
一
号
、
第
十
四
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
十
四
条
第
三

13

13
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三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
前
各
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
工
作
物
の
新
築
、

項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
前
各
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
工
作
物
の
新
築
、
改

改
築
又
は
増
築
以
外
の
工
作
物
の
新
築
、
改
築
又
は
増
築
に
限
る
。
）
に
係
る
許
可

築
又
は
増
築
以
外
の
工
作
物
の
新
築
、
改
築
又
は
増
築
に
限
る
。
）
に
係
る
許
可
基

基
準
は
、
前
項
各
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

準
は
、
前
項
各
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

一

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七

一

当
該
工
作
物
の
地
上
部
分
の
水
平
投
影
外
周
線
が
公
園
事
業
道
路
等
の
路
肩
か

号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
又
は
同
法
第
十
五

ら
二
十
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
て
い
る
こ
と
。

条
第
一
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
を
設
置
す
る
も
の
で
な
い
こ

と
。

二

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

当
該
工
作
物
の
地
上
部
分
の
水
平
投
影
外
周
線
が
公
園
事
業
道
路
等
の
路
肩

か
ら
二
十
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
～
ヘ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）

法
第
二
十
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
及
び
法
第
二
十
一
条
第
三
項
第
一
号

法
第
十
三
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
及
び
法
第
十
四
条
第
三
項
第
一
号
に

14

14

に
掲
げ
る
行
為
（
法
第
二
十
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
に
限
る
。
）
に
係
る

掲
げ
る
行
為
（
法
第
十
三
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
に
限
る
。
）
に
係
る
法

法
第
二
十
条
第
四
項
及
び
第
二
十
一
条
第
四
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次

第
十
三
条
第
四
項
及
び
第
十
四
条
第
四
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
い

の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

ず
れ
か
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

法
第
二
十
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
同
条
第
四
項
の
環
境
省
令
で

15
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

申
請
に
係
る
場
所
以
外
の
場
所
に
お
い
て
は
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

当
該
損
傷
の
対
象
と
な
る
木
竹
の
生
育
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の

で
あ
る
こ
と
。

法
第
二
十
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
行
為
（
露
天
掘
り
で
な
い
方
法
に
よ
る
も

法
第
十
三
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
（
露
天
掘
り
で
な
い
方
法
に
よ
る
も

16

15
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の
に
限
る
。
）
並
び
に
法
第
二
十
一
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
十
二
条
第
三
項
第

の
に
限
る
。
）
並
び
に
法
第
十
四
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
十
四
条
第
三
項
第
一

一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
露
天
掘
り
で
な
い
方
法
に
よ
る
法
第
二
十
条
第
三
項
第
四
号

号
に
掲
げ
る
行
為
（
露
天
掘
り
で
な
い
方
法
に
よ
る
法
第
十
三
条
第
三
項
第
三
号
に

に
掲
げ
る
行
為
に
限
る
。
）
に
係
る
許
可
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

掲
げ
る
行
為
に
限
る
。
）
に
係
る
許
可
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

特
別
保
護
地
区
又
は
海
域
公
園
地
区
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と

一

特
別
保
護
地
区
又
は
海
中
公
園
地
区
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と

。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ

。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

の
限
り
で
な
い
。

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

法
第
二
十
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
行
為
（
露
天
掘
り
に
よ
る
も
の
に
限
る
。

法
第
十
三
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
（
露
天
掘
り
に
よ
る
も
の
に
限
る
。

17

16

）
並
び
に
法
第
二
十
一
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
十
二
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ

）
並
び
に
法
第
十
四
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
十
四
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る

る
行
為
（
露
天
掘
り
に
よ
る
法
第
二
十
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
行
為
に
限
る
。

行
為
（
露
天
掘
り
に
よ
る
法
第
十
三
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
に
限
る
。
）

）
に
係
る
許
可
基
準
は
、
次
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

に
係
る
許
可
基
準
は
、
次
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

一

法
第
二
十
条
第
三
項
、
第
二
十
一
条
第
三
項
又
は
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定

一

法
第
十
三
条
第
三
項
等
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
、
又
は
法
第
十
三
条
第
六

に
よ
る
許
可
を
受
け
、
又
は
法
第
二
十
条
第
六
項
、
第
二
十
一
条
第
六
項
又
は
第

項
等
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て
現
に
露
天
掘
り
に
よ
る
鉱
物
の
掘
採
又
は
土
石

二
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て
現
に
露
天
掘
り
に
よ
る
鉱
物
の
掘

の
採
取
を
行
つ
て
い
る
者
が
そ
の
掘
採
又
は
採
取
を
行
つ
て
い
る
土
地
に
隣
接
し

採
又
は
土
石
の
採
取
を
行
つ
て
い
る
者
が
そ
の
掘
採
又
は
採
取
を
行
つ
て
い
る
土

た
土
地
に
お
い
て
生
業
の
維
持
の
た
め
に
行
う
も
の
（
第
二
号
又
は
第
四
号
の
規

地
に
隣
接
し
た
土
地
に
お
い
て
生
業
の
維
持
の
た
め
に
行
う
も
の
（
第
二
号
又
は

定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合

第
四
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）

法
第
二
十
条
第
三
項
第
五
号
に
掲
げ
る
行
為
及
び
法
第
二
十
一
条
第
三
項
第
一
号

法
第
十
三
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
行
為
及
び
法
第
十
四
条
第
三
項
第
一
号
に

18

17

に
掲
げ
る
行
為
（
法
第
二
十
条
第
三
項
第
五
号
に
掲
げ
る
行
為
に
限
る
。
）
に
係
る

掲
げ
る
行
為
（
法
第
十
三
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
行
為
に
限
る
。
）
に
係
る
法
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法
第
二
十
条
第
四
項
及
び
第
二
十
一
条
第
四
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
第

第
十
三
条
第
四
項
及
び
第
十
四
条
第
四
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
第
十
一

十
一
項
第
二
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

項
第
二
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

特
別
保
護
地
区
又
は
次
に
掲
げ
る
地
域
で
あ
つ
て
、
そ
の
全
部
若
し
く
は
一
部

三

特
別
保
護
地
区
又
は
次
に
掲
げ
る
地
域
で
あ
つ
て
、
そ
の
全
部
若
し
く
は
一
部

に
つ
い
て
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
の
指
定
等
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
若
し
く
は
学
術

に
つ
い
て
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
の
指
定
等
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
若
し
く
は
学
術

調
査
の
結
果
等
に
よ
り
、
特
別
保
護
地
区
に
準
ず
る
取
扱
い
が
現
に
行
わ
れ
、
若

調
査
の
結
果
等
に
よ
り
、
特
別
保
護
地
区
に
準
ず
る
取
扱
い
が
現
に
行
わ
れ
、
若

し
く
は
行
わ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
支
障
を
及
ぼ
す
お

し
く
は
行
わ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
支
障
を
及
ぼ
す
お

そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
基
準
日
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
地
域
に

そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
基
準
日
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
地
域
に

お
い
て
法
第
二
十
条
第
三
項
、
第
二
十
一
条
第
三
項
又
は
第
二
十
二
条
第
三
項
の

お
い
て
法
第
十
三
条
第
三
項
等
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
、
又
は
法
第
十
三
条

規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
、
又
は
法
第
二
十
条
第
六
項
、
第
二
十
一
条
第
六
項
又

第
六
項
等
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て
現
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ

は
第
二
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て
現
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で

、
従
来
の
行
為
の
規
模
を
超
え
な
い
程
度
で
行
わ
れ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
こ
の

あ
り
、
か
つ
、
従
来
の
行
為
の
規
模
を
超
え
な
い
程
度
で
行
わ
れ
る
も
の
に
あ
つ

限
り
で
な
い
。

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

法
第
二
十
条
第
三
項
第
六
号
に
掲
げ
る
行
為
及
び
法
第
二
十
一
条
第
三
項
第
一
号

法
第
十
三
条
第
三
項
第
五
号
に
掲
げ
る
行
為
及
び
法
第
十
四
条
第
三
項
第
一
号
に

19

18

に
掲
げ
る
行
為
（
法
第
二
十
条
第
三
項
第
六
号
に
掲
げ
る
行
為
に
限
る
。
）
に
係
る

掲
げ
る
行
為
（
法
第
十
三
条
第
三
項
第
五
号
に
掲
げ
る
行
為
に
限
る
。
）
に
係
る
法

法
第
二
十
条
第
四
項
及
び
第
二
十
一
条
第
四
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次

第
十
三
条
第
四
項
及
び
第
十
四
条
第
四
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と

の
と
お
り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
汚
水
又
は
廃
水
が
法
第
二
十
条
第
三
項
第
六
号
又
は
第
二
十
一
条
第
三
項

二

当
該
汚
水
又
は
廃
水
が
法
第
十
三
条
第
三
項
第
五
号
又
は
第
十
四
条
第
三
項
第

第
一
号
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
指
定
し
た
湖
沼
又
は
湿
原
の
水
質
の
維
持
に

一
号
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
指
定
し
た
湖
沼
又
は
湿
原
の
水
質
の
維
持
に
著

著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

法
第
二
十
条
第
三
項
第
七
号
に
掲
げ
る
行
為
並
び
に
法
第
二
十
一
条
第
三
項
第
一

法
第
十
三
条
第
三
項
第
六
号
に
掲
げ
る
行
為
並
び
に
法
第
十
四
条
第
三
項
第
一
号

20

19
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号
及
び
第
二
十
二
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
法
第
二
十
条
第
三
項
第
七

及
び
第
二
十
四
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
法
第
十
三
条
第
三
項
第
六
号
に

号
に
掲
げ
る
行
為
に
限
る
。
）
に
係
る
許
可
基
準
は
、
次
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

掲
げ
る
行
為
に
限
る
。
）
に
係
る
許
可
基
準
は
、
次
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

法
第
二
十
条
第
三
項
第
八
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
同
条
第
四
項
の
環
境
省
令
で

法
第
十
三
条
第
三
項
第
七
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
同
条
第
四
項
の
環
境
省
令
で

21

20

定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
域
住
民
の
日
常
生
活
の
維
持

定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
域
住
民
の
日
常
生
活
の
維
持

の
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
若
し
く
は
農
林
漁
業
に
付
随
し
て
行
わ
れ
る
も

の
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
若
し
く
は
農
林
漁
業
に
付
随
し
て
行
わ
れ
る
も

の
で
あ
つ
て
第
五
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
又
は
公
益

の
で
あ
つ
て
第
五
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
又
は
公
益

上
必
要
で
あ
つ
て
第
三
号
及
び
第
五
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す

上
必
要
で
あ
つ
て
第
三
号
及
び
第
五
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

廃
棄
物
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

二

廃
棄
物
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第

る
廃
棄
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
集
積
し
、
又
は
貯
蔵
す
る
も
の
で
な
い
こ

百
三
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
廃
棄
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を

と
。

集
積
し
、
又
は
貯
蔵
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

三
～
十
一

（
略
）

三
～
十
一

（
略
）

法
第
二
十
条
第
三
項
第
九
号
に
掲
げ
る
行
為
、
法
第
二
十
一
条
第
三
項
第
一
号
に

法
第
十
三
条
第
三
項
第
八
号
に
掲
げ
る
行
為
、
法
第
十
四
条
第
三
項
第
一
号
に
掲

22

21

掲
げ
る
行
為
（
法
第
二
十
条
第
三
項
第
九
号
に
掲
げ
る
行
為
に
限
る
。
）
及
び
法
第

げ
る
行
為
（
法
第
十
三
条
第
三
項
第
八
号
に
掲
げ
る
行
為
に
限
る
。
）
及
び
法
第
二

二
十
二
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
許
可
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す

十
四
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
許
可
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る

る
。

。

一

（
略
）

一

（
略
）

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

海
域
公
園
地
区

ロ

海
中
公
園
地
区

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）
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法
第
二
十
条
第
三
項
第
十
号
に
掲
げ
る
行
為
及
び
法
第
二
十
一
条
第
三
項
第
一
号

法
第
十
三
条
第
三
項
第
九
号
に
掲
げ
る
行
為
及
び
法
第
十
四
条
第
三
項
第
一
号
に

23

22

に
掲
げ
る
行
為
（
法
第
二
十
条
第
三
項
第
十
号
に
掲
げ
る
行
為
に
限
る
。
）
に
係
る

掲
げ
る
行
為
（
法
第
十
三
条
第
三
項
第
九
号
に
掲
げ
る
行
為
に
限
る
。
）
に
係
る
法

法
第
二
十
条
第
四
項
及
び
第
二
十
一
条
第
四
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次

第
十
三
条
第
四
項
及
び
第
十
四
条
第
四
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と

の
と
お
り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

法
第
二
十
条
第
三
項
第
十
一
号
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
同
条
第
四

法
第
十
三
条
第
三
項
第
十
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
同
条
第
四
項

24

23

項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

法
第
二
十
条
第
三
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
同
条
第
四
項
の
環
境
省
令

25
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

一

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

災
害
復
旧
の
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

法
第
二
十
条
第
三
項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
同
条
第
四
項
の
環
境
省
令

26
で
定
め
る
基
準
は
、
第
二
十
四
項
第
一
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
法
第
二
十
条

第
三
項
第
十
四
号
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
動
物
が
家
畜
で
あ
る
場
合

に
お
け
る
当
該
家
畜
で
あ
る
動
物
の
放
牧
に
あ
つ
て
は
、
当
該
放
牧
が
反
復
継
続
し

て
行
わ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
と
す
る
。

法
第
二
十
条
第
三
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
行
為
及
び
法
第
二
十
一
条
第
三
項
第
一

法
第
十
三
条
第
三
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
行
為
及
び
法
第
十
四
条
第
三
項
第
一
号

27

24

号
に
掲
げ
る
行
為
（
法
第
二
十
条
第
三
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
行
為
に
限
る
。
）
に

に
掲
げ
る
行
為
（
法
第
十
三
条
第
三
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
行
為
に
限
る
。
）
に
係

係
る
法
第
二
十
条
第
四
項
及
び
第
二
十
一
条
第
四
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は

る
法
第
十
三
条
第
四
項
及
び
第
十
四
条
第
四
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
そ

、
そ
の
周
辺
の
風
致
又
は
景
観
と
著
し
く
不
調
和
で
あ
る
色
彩
に
変
更
す
る
も
の
で

の
周
辺
の
風
致
又
は
景
観
と
著
し
く
不
調
和
で
あ
る
色
彩
に
変
更
す
る
も
の
で
な
い

な
い
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
殊
な
用
途
の
物
の
色
彩
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
こ

こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
殊
な
用
途
の
物
の
色
彩
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

の
限
り
で
な
い
。

り
で
な
い
。
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法
第
二
十
条
第
三
項
第
十
六
号
及
び
第
十
七
号
に
掲
げ
る
行
為
並
び
に
法
第
二
十

法
第
十
三
条
第
三
項
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
に
掲
げ
る
行
為
並
び
に
法
第
十
四

28

25

一
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
法
第
二
十
条
第
三
項
第
十
六
号
に
掲
げ
る
行

条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
法
第
十
三
条
第
三
項
第
十
三
号
に
掲
げ
る
行
為

為
に
限
る
。
）
に
係
る
法
第
二
十
条
第
四
項
及
び
第
二
十
一
条
第
四
項
の
環
境
省
令

に
限
る
。
）
に
係
る
法
第
十
三
条
第
四
項
及
び
第
十
四
条
第
四
項
の
環
境
省
令
で
定

で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

め
る
基
準
は
、
次
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

一

申
請
に
係
る
場
所
以
外
の
場
所
に
お
い
て
は
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で

一

申
請
に
係
る
場
所
以
外
の
場
所
に
お
い
て
は
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
行
為
（
法
第
二
十
条
第
三
項
第
十
六
号
に
掲
げ
る
行
為
に

き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
行
為
（
法
第
十
三
条
第
三
項
第
十
三
号
に
掲
げ
る
行
為
に

限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る

限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

こ
と
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

法
第
二
十
一
条
第
三
項
第
二
号
、
第
七
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
同

法
第
十
四
条
第
三
項
第
二
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
同
条

29

26

条
第
四
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
四
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

第
二
十
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一

第
二
十
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

法
第
二
十
一
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
許
可
基
準
は

法
第
十
四
条
第
三
項
第
三
号
及
び
令
第
十
八
条
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
許

30

27

、
次
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

可
基
準
は
、
次
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

一

第
二
十
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一

第
二
十
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

法
第
二
十
一
条
第
三
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
及
び
第
十
号
並
び
に
第
二
十
二

法
第
十
四
条
第
三
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
及
び
第
九
号
並
び
に
第
二
十
四
条

31

28

条
第
三
項
第
五
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
法
第
二
十
一
条
第
四
項
及
び

第
三
項
第
五
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
法
第
十
四
条
第
四
項
及
び
第
二
十
四
条
第
四

第
二
十
二
条
第
四
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
第
二
十
四
項
第
一
号
の
規
定

項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
第
二
十
三
項
第
一
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か

の
例
に
よ
る
ほ
か
、
当
該
行
為
が
反
復
継
続
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
と
す

、
当
該
行
為
が
反
復
継
続
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
と
す
る
。

る
。
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法
第
二
十
二
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
同
条
第
四
項
の
環
境
省
令

法
第
二
十
四
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
同
条
第
四
項
の
環
境
省
令

32

29

で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

第
二
十
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一

第
二
十
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

捕
獲
し
若
し
く
は
殺
傷
し
、
又
は
採
取
し
若
し
く
は
損
傷
し
よ
う
と
す
る
動
植

二

捕
獲
し
若
し
く
は
殺
傷
し
、
又
は
採
取
し
若
し
く
は
損
傷
し
よ
う
と
す
る
動
植

物
が
申
請
に
係
る
海
域
公
園
地
区
に
お
い
て
絶
滅
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る

物
が
申
請
に
係
る
海
中
公
園
地
区
に
お
い
て
絶
滅
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る

こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
動
植
物
の
保
護
増
殖
を
目
的
と
し
、
か
つ
、
当
該
海
域
公

こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
動
植
物
の
保
護
増
殖
を
目
的
と
し
、
か
つ
、
当
該
海
中
公

園
地
区
に
お
け
る
当
該
動
植
物
の
保
存
に
資
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

園
地
区
に
お
け
る
当
該
動
植
物
の
保
存
に
資
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

法
第
二
十
二
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
同
条
第
四
項
の
環
境
省
令

法
第
二
十
四
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
同
条
第
四
項
の
環
境
省
令

33

30

で
定
め
る
基
準
は
、
第
二
十
二
項
第
三
号
及
び
第
二
十
四
項
第
一
号
の
規
定
の
例
に

で
定
め
る
基
準
は
、
第
二
十
一
項
第
三
号
及
び
第
二
十
三
項
第
一
号
の
規
定
の
例
に

よ
る
。

よ
る
。

法
第
二
十
二
条
第
三
項
第
六
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
同
条
第
四
項
の
環
境
省
令

法
第
二
十
四
条
第
三
項
第
六
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
同
条
第
四
項
の
環
境
省
令

34

31

で
定
め
る
基
準
は
、
第
二
十
四
項
第
一
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
当
該
汚
水
又

で
定
め
る
基
準
は
、
第
二
十
三
項
第
一
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
当
該
汚
水
又

は
廃
水
が
海
域
公
園
地
区
の
水
質
の
維
持
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い

は
廃
水
が
海
中
公
園
地
区
の
水
質
の
維
持
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い

も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

令
第
十
八
条
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
許
可
基
準
は
、
第
二
十
三
項
第
一
号

32
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

そ
の
自
然
的
、
社
会
経
済
的
条
件
か
ら
判
断
し
て
前
各
項
に
規
定
す
る
基
準
の
全

そ
の
自
然
的
、
社
会
経
済
的
条
件
か
ら
判
断
し
て
前
各
項
に
規
定
す
る
基
準
の
全

35

33

部
又
は
一
部
を
適
用
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
、
国
立
公
園
に
あ
つ
て
は
環
境
大

部
又
は
一
部
を
適
用
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
、
国
立
公
園
に
あ
つ
て
は
環
境
大

臣
が
、
国
定
公
園
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
知
事
が
認
め
て
指
定
し
た
特
別
地
域
、
特

臣
が
、
国
定
公
園
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
知
事
が
認
め
て
指
定
し
た
特
別
地
域
、
特

別
保
護
地
区
又
は
海
域
公
園
地
区
内
の
区
域
及
び
当
該
区
域
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る

別
保
護
地
区
又
は
海
中
公
園
地
区
内
の
区
域
及
び
当
該
区
域
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る

法
第
二
十
条
第
三
項
各
号
、
第
二
十
一
条
第
三
項
各
号
又
は
第
二
十
二
条
第
三
項
各

法
第
十
三
条
第
三
項
各
号
、
第
十
四
条
第
三
項
各
号
又
は
第
二
十
四
条
第
三
項
各
号

号
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当

に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

該
基
準
の
特
例
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

基
準
の
特
例
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。



- 24 -

法
第
二
十
条
第
三
項
各
号
、
第
二
十
一
条
第
三
項
各
号
及
び
第
二
十
二
条
第
三
項

法
第
十
三
条
第
三
項
各
号
、
第
十
四
条
第
三
項
各
号
及
び
第
二
十
四
条
第
三
項
各

36

34

各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
許
可
基
準
は
、
前
各
項
に
規
定
す
る
基
準
の
ほ
か
、
次

号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
許
可
基
準
は
、
前
各
項
に
規
定
す
る
基
準
の
ほ
か
、
次
の

の
と
お
り
と
す
る
。

と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

申
請
に
係
る
行
為
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
予
測
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
行
為
と
密

三

申
請
に
係
る
行
為
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
予
測
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
行
為
と
密

接
不
可
分
な
関
係
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
行
為
に
つ
い
て
法
第
二
十
条
第
三
項

接
不
可
分
な
関
係
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
行
為
に
つ
い
て
法
第
十
三
条
第
三
項

、
第
二
十
一
条
第
三
項
又
は
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
が

等
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
、
当
該
申
請
に
対
し
て
不
許
可

あ
つ
た
場
合
に
、
当
該
申
請
に
対
し
て
不
許
可
の
処
分
が
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
こ

の
処
分
が
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
こ
と
が
確
実
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

と
が
確
実
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

（
土
地
所
有
者
等
と
の
協
議
）

（
土
地
所
有
者
等
と
の
協
議
）

第
十
一
条
の
二

法
第
二
十
条
第
三
項
第
十
六
号
及
び
第
二
十
一
条
第
三
項
第
一
号
（

第
十
一
条
の
二

法
第
十
三
条
第
三
項
第
十
三
号
及
び
第
十
四
条
第
三
項
第
一
号
（
法

法
第
二
十
条
第
三
項
第
十
六
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
区
域
の
指
定
に
当
た
つ

第
十
三
条
第
三
項
第
十
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
区
域
の
指
定
に
当
た
つ
て

て
は
、
そ
の
区
域
内
の
土
地
に
つ
い
て
所
有
権
、
地
上
権
又
は
賃
借
権
（
臨
時
設
備

は
、
そ
の
区
域
内
の
土
地
に
つ
い
て
所
有
権
、
地
上
権
又
は
賃
借
権
（
臨
時
設
備
そ

そ
の
他
一
時
使
用
の
た
め
設
定
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
を
除
く
。
）
を
有
す

の
他
一
時
使
用
の
た
め
設
定
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
を
除
く
。
）
を
有
す
る

る
者
（
以
下
「
土
地
所
有
者
等
」
と
い
う
。
）
の
財
産
権
を
尊
重
し
、
土
地
所
有
者

者
（
以
下
「
土
地
所
有
者
等
」
と
い
う
。
）
の
財
産
権
を
尊
重
し
、
土
地
所
有
者
等

等
と
協
議
す
る
こ
と
。

と
協
議
す
る
こ
と
。

（
許
可
に
当
た
つ
て
環
境
大
臣
と
の
協
議
を
要
す
る
国
定
公
園
の
特
別
地
域
に
係
る

（
許
可
に
当
た
つ
て
環
境
大
臣
と
の
協
議
を
要
す
る
国
定
公
園
の
特
別
地
域
に
係
る

行
為
）

行
為
）

第
十
一
条
の
三

法
第
二
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次

第
十
一
条
の
三

法
第
十
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略
）
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イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

法
第
二
十
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
（
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

ニ

法
第
十
三
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
（
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
一
項
の
地
域
森
林
計
画
に
定
め
る
伐
採
に
関

律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
一
項
の
地
域
森
林
計
画
に
定
め
る
伐
採
に
関

す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
法
第
二
十
条
第
三
項
第
四
号

す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
法
第
十
三
条
第
三
項
第
三
号

及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
行
為

及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
行
為

ホ

（
略
）

ホ

（
略
）

四

（
略
）

四

（
略
）

五

指
定
湿
地
又
は
指
定
世
界
遺
産
区
域
内
に
法
第
二
十
条
第
三
項
第
六
号
の
規
定

五

指
定
湿
地
又
は
指
定
世
界
遺
産
区
域
内
に
法
第
十
三
条
第
三
項
第
五
号
の
規
定

に
よ
り
環
境
大
臣
が
指
定
し
た
湖
沼
又
は
湿
原
の
全
部
又
は
一
部
が
含
ま
れ
る
場

に
よ
り
環
境
大
臣
が
指
定
し
た
湖
沼
又
は
湿
原
の
全
部
又
は
一
部
が
含
ま
れ
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
湖
沼
又
は
湿
原
に
係
る
同
号
に
掲
げ
る
行
為

合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
湖
沼
又
は
湿
原
に
係
る
同
号
に
掲
げ
る
行
為

（
特
別
地
域
内
に
お
け
る
許
可
又
は
届
出
を
要
し
な
い
行
為
）

（
特
別
地
域
内
に
お
け
る
許
可
又
は
届
出
を
要
し
な
い
行
為
）

第
十
二
条

法
第
二
十
条
第
九
項
第
四
号
に
規
定
す
る
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、

第
十
二
条

法
第
十
三
条
第
九
項
第
三
号
に
規
定
す
る
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

法
第
二
十
条
第
三
項
の
許
可
を
受
け
た
行
為
又
は
こ
の
条
の
各
号
に
掲
げ
る
行

六

法
第
十
三
条
第
三
項
の
許
可
を
受
け
た
行
為
又
は
こ
の
条
の
各
号
に
掲
げ
る
行

為
を
行
う
た
め
に
必
要
な
工
事
用
の
仮
工
作
物
（
宿
舎
を
除
く
。
）
を
新
築
し
、

為
を
行
う
た
め
に
必
要
な
工
事
用
の
仮
工
作
物
（
宿
舎
を
除
く
。
）
を
新
築
し
、

改
築
し
、
又
は
増
築
す
る
こ
と
。

改
築
し
、
又
は
増
築
す
る
こ
と
。

六
の
二
～
十

（
略
）

六
の
二
～
十

（
略
）

十
の
二

宅
地
又
は
道
路
に
送
水
管
、
ガ
ス
管
、
電
線
等
を
埋
設
す
る
こ
と
。

十
の
二

道
路
に
送
水
管
、
ガ
ス
管
、
電
線
等
を
埋
設
す
る
こ
と
。

十
の
三
・
十
の
四

（
略
）

十
の
三
・
十
の
四

（
略
）

十
の
五

受
信
用
ア
ン
テ
ナ
（
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。

）
を
設
置
す
る
こ
と
。
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十
一
～
十
七

（
略
）

十
一
～
十
七

（
略
）

十
七
の
二

宅
地
の
木
竹
を
損
傷
（
法
第
二
十
条
第
三
項
第
三
号
の
環
境
大
臣
が
指

定
す
る
区
域
内
に
お
い
て
損
傷
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
す
る
こ
と
。

十
七
の
三

自
家
用
の
た
め
に
木
竹
を
損
傷
す
る
こ
と
。

十
七
の
四

生
業
の
維
持
の
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
で
木
竹
を
損
傷
す
る
こ
と
。

十
七
の
五

農
業
を
営
む
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
で
木
竹
を
損
傷
す
る
こ
と
。

十
七
の
六

漁
業
を
営
む
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
で
木
竹
を
損
傷
す
る
こ
と
。

十
七
の
七

枯
損
し
た
木
竹
又
は
危
険
な
木
竹
を
損
傷
す
る
こ
と
。

十
七
の
八

病
害
虫
の
防
除
の
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
で
木
竹
を
損
傷
す
る
こ
と
。

十
七
の
九

災
害
か
ら
の
避
難
、
災
害
復
旧
又
は
防
災
の
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
で

木
竹
を
損
傷
す
る
こ
と
。

十
七
の
十

施
設
又
は
設
備
の
維
持
管
理
を
行
う
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
で
木
竹
を

損
傷
す
る
こ
と
。

十
七
の
十
一

電
線
路
の
維
持
の
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
で
木
竹
を
損
傷
す
る
こ
と

。
十
七
の
十
二

国
立
公
園
に
お
い
て
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保

存
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
環
境
大
臣
の
許
可
に
係
る
木
竹
で
あ
つ
て
、
同
法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る

国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
又
は
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
緊
急
指
定
種
に

係
る
も
の
を
損
傷
す
る
こ
と
。

十
七
の
十
三

国
立
公
園
の
区
域
の
う
ち
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
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き
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
鳥
獣
保
護
区
（
以
下
「
国
指
定
鳥
獣
保
護
区
」
と
い
う

。
）
内
に
お
い
て
、
同
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
が
行
う
保

全
事
業
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得

た
保
全
事
業
と
し
て
木
竹
を
損
傷
す
る
こ
と
。

十
七
の
十
四

国
定
公
園
の
区
域
の
う
ち
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す

る
法
律
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
鳥
獣

保
護
区
（
以
下
「
都
道
府
県
指
定
鳥
獣
保
護
区
」
と
い
う
。
）
内
に
お
い
て
、
同

法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
行
う
保
全
事
業
又
は
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
た
保
全
事

業
と
し
て
木
竹
を
損
傷
す
る
こ
と
。

十
七
の
十
五

環
境
の
保
全
の
た
め
の
意
欲
の
増
進
及
び
環
境
教
育
の
推
進
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
三
十
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
環
境
教

育
を
行
う
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
で
木
竹
を
損
傷
す
る
こ
と
。

十
七
の
十
六

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法

律
第
三
章
の
規
定
に
よ
る
防
除
に
係
る
特
定
外
来
生
物
で
あ
る
木
竹
を
損
傷
す
る

こ
と
。

十
七
の
十
七

国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
法
令
に
基
づ
き
そ
の
任
務
と
さ
れ
て
い
る

遭
難
者
を
救
助
す
る
た
め
の
業
務
（
当
該
業
務
及
び
非
常
災
害
に
対
処
す
る
た
め

の
業
務
に
係
る
訓
練
を
含
む
。
）
、
犯
罪
の
予
防
又
は
捜
査
そ
の
他
の
公
共
の
秩

序
を
維
持
す
る
た
め
の
業
務
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
行
為
を
行
う
た
め
に
必
要

な
範
囲
内
で
木
竹
を
損
傷
す
る
こ
と
。

十
七
の
十
八

土
地
又
は
木
竹
の
所
有
者
又
は
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利

を
有
す
る
者
が
そ
の
所
有
又
は
権
利
に
係
る
土
地
の
維
持
管
理
を
行
う
た
め
に
必
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要
な
範
囲
内
で
木
竹
を
損
傷
す
る
こ
と
（
土
地
又
は
木
竹
の
所
有
者
又
は
使
用
及

び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
を
有
す
る
者
の
同
意
を
得
て
行
う
場
合
を
含
む
。
）

。
十
七
の
十
九

法
令
の
規
定
に
よ
る
検
査
、
調
査
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
行
為
を

行
う
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
で
木
竹
を
損
傷
す
る
こ
と
。

十
八
～
二
十
六
の
十
二

（
略
）

十
八
～
二
十
六
の
十
二

（
略
）

二
十
七

宅
地
内
に
あ
る
植
物
で
、
法
第
二
十
条
第
三
項
第
十
一
号
の
規
定
に
よ
り

二
十
七

宅
地
内
に
あ
る
植
物
で
、
法
第
十
三
条
第
三
項
第
十
号
の
規
定
に
よ
り
環

環
境
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
採
取
し
、
又
は
損
傷
す
る
こ
と
。

境
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
採
取
し
、
又
は
損
傷
す
る
こ
と
。

二
十
七
の
二

国
立
公
園
に
お
い
て
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保

存
に
関
す
る
法
律
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
大
臣
の
許
可
に
係
る
植
物

で
あ
つ
て
、
同
法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
又
は
同

法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
緊
急
指
定
種
に
係
る
も
の
（
同
法
第
五
十
四
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
を
採
取
し
、
又
は
損
傷
す
る

こ
と
。

二
十
七
の
三

農
業
を
営
む
た
め
に
法
第
二
十
条
第
三
項
第
十
二
号
の
規
定
に
よ
り

環
境
大
臣
が
指
定
す
る
植
物
を
植
栽
し
、
又
は
植
物
の
種
子
を
ま
く
こ
と
（
法
第

二
十
条
第
三
項
第
十
二
号
の
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
区
域
内
に
お
い
て
行
う
も
の

に
限
る
。
以
下
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
。

二
十
七
の
四

森
林
の
整
備
及
び
保
全
を
図
る
た
め
に
法
第
二
十
条
第
三
項
第
十
二

号
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
植
物
を
植
栽
し
、
又
は
植
物
の
種
子
を

ま
く
こ
と
。

二
十
七
の
五

環
境
大
臣
が
指
定
す
る
地
域
以
外
の
地
域
に
お
い
て
木
竹
を
植
栽
す

る
こ
と
（
法
第
二
十
条
第
三
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
行
為
に
該
当
す
る
も
の
を
除
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く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
。

二
十
七
の
六

宅
地
内
に
木
竹
を
植
栽
す
る
こ
と
。

二
十
七
の
七

桑
、
茶
、
こ
う
ぞ
、
み
つ
ま
た
、
こ
り
や
な
ぎ
、
桐
、
果
樹
そ
の
他

農
業
用
に
栽
培
す
る
木
竹
又
は
現
存
す
る
木
竹
と
同
一
種
類
の
木
竹
を
植
栽
す
る

こ
と
。

二
十
七
の
八

（
略
）

二
十
七
の
二

（
略
）

二
十
七
の
九

国
立
公
園
に
お
い
て
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保

二
十
七
の
三

国
立
公
園
に
お
い
て
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保

存
に
関
す
る
法
律
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
大
臣
の
許
可
に
係
る
動
物

存
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

で
あ
っ
て
、
同
法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
又
は
同

る
環
境
大
臣
の
許
可
に
係
る
鳥
獣
で
あ
っ
て
、
同
法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る

法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
緊
急
指
定
種
に
係
る
も
の
（
同
法
第
五
十
四
条
第

国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
又
は
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
緊
急
指
定
種
に

二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
を
捕
獲
し
、
若
し
く
は
殺
傷

係
る
も
の
（
同
法
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
係
る
も
の
を
含
む

し
、
又
は
そ
れ
ら
の
卵
を
採
取
し
、
若
し
く
は
損
傷
す
る
こ
と
。

。
）
を
捕
獲
し
、
若
し
く
は
殺
傷
し
、
又
は
そ
れ
ら
の
卵
を
採
取
し
、
若
し
く
は

損
傷
す
る
こ
と
。

二
十
七
の
十

国
立
公
園
に
お
い
て
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法

二
十
七
の
四

国
立
公
園
に
お
い
て
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る

律
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
大
臣
の
許
可
に
係
る
鳥
獣
を
捕
獲
し
、
若

法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
大

し
く
は
殺
傷
し
、
又
は
そ
れ
ら
の
卵
を
採
取
し
、
若
し
く
は
損
傷
す
る
こ
と
。

臣
の
許
可
に
係
る
鳥
獣
を
捕
獲
し
、
若
し
く
は
殺
傷
し
、
又
は
そ
れ
ら
の
卵
を
採

取
し
、
若
し
く
は
損
傷
す
る
こ
と
。

二
十
七
の
十
一

国
立
公
園
の
区
域
の
う
ち
国
指
定
鳥
獣
保
護
区
内
に
お
い
て
、
同

二
十
七
の
五

国
立
公
園
の
区
域
の
う
ち
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す

法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
が
行
う
保
全
事
業
又
は
同
条
第
三

る
法
律
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
鳥
獣
保
護

項
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
た
保
全
事
業
と
し
て
鳥

区
（
以
下
「
国
指
定
鳥
獣
保
護
区
」
と
い
う
。
）
内
に
お
い
て
、
同
法
第
二
十
八

獣
を
捕
獲
し
、
若
し
く
は
殺
傷
し
、
又
は
そ
れ
ら
の
卵
を
採
取
し
、
若
し
く
は
損

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
が
行
う
保
全
事
業
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に

傷
す
る
こ
と
。

よ
り
環
境
大
臣
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
た
保
全
事
業
と
し
て
鳥
獣
を
捕
獲
し

、
若
し
く
は
殺
傷
し
、
又
は
そ
れ
ら
の
卵
を
採
取
し
、
若
し
く
は
損
傷
す
る
こ
と
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。

二
十
七
の
十
二

国
立
公
園
の
区
域
の
う
ち
都
道
府
県
指
定
鳥
獣
保
護
区
内
に
お
い

二
十
七
の
六

国
立
公
園
の
区
域
の
う
ち
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す

て
、
同
法
第
二
十
八
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
に
協
議
し
、
そ
の

る
法
律
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
鳥
獣

同
意
を
得
た
保
全
事
業
と
し
て
鳥
獣
を
捕
獲
し
、
若
し
く
は
殺
傷
し
、
又
は
そ
れ

保
護
区
（
以
下
「
都
道
府
県
指
定
鳥
獣
保
護
区
」
と
い
う
。
）
内
に
お
い
て
、
同

ら
の
卵
を
採
取
し
、
若
し
く
は
損
傷
す
る
こ
と
。

法
第
二
十
八
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を

得
た
保
全
事
業
と
し
て
鳥
獣
を
捕
獲
し
、
若
し
く
は
殺
傷
し
、
又
は
そ
れ
ら
の
卵

を
採
取
し
、
若
し
く
は
損
傷
す
る
こ
と
。

二
十
七
の
十
三
～
二
十
七
の
十
六

（
略
）

二
十
七
の
七
～
二
十
七
の
十

（
略
）

二
十
七
の
十
七

遭
難
者
の
救
助
に
係
る
業
務
を
行
う
た
め
に
犬
（
法
第
二
十
条
第

三
項
第
十
四
号
の
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
放
つ
こ
と
（
法
第
二
十
条
第
三
項
第
十
四
号
の
環
境
大
臣
が
指
定
す

る
区
域
内
に
お
い
て
放
つ
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
。

二
十
七
の
十
八

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る

法
律
第
三
章
の
規
定
に
よ
る
防
除
に
係
る
特
定
外
来
生
物
で
あ
る
動
物
を
捕
獲
す

る
た
め
に
犬
を
放
つ
こ
と
。

二
十
七
の
十
九

人
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
に
危
害
を
加
え
、
自
然
環
境
保
全
上

の
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
が
な
い
犬
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
。

イ

警
察
犬
、
狩
猟
犬
そ
の
他
こ
れ
ら
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
目

的
の
た
め
に
放
つ
こ
と
。

ロ

野
生
鳥
獣
に
よ
る
人
、
家
畜
、
農
作
物
に
対
す
る
被
害
を
防
ぐ
た
め
に
犬
を

放
つ
こ
と
。

二
十
七
の
二
十

家
畜
を
係
留
放
牧
す
る
こ
と
（
法
第
二
十
条
第
三
項
第
十
四
号
に

掲
げ
る
行
為
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。
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二
十
八
・
二
十
九

（
略
）

二
十
八
・
二
十
九

（
略
）

二
十
九
の
二

農
業
を
営
む
た
め
に
立
ち
入
る
こ
と
。

二
十
九
の
二

農
業
を
営
む
た
め
に
通
常
行
わ
れ
る
行
為
の
た
め
に
立
ち
入
る
こ
と

。

二
十
九
の
三
～
二
十
九
の
十
三

（
略
）

二
十
九
の
三
～
二
十
九
の
十
三

（
略
）

二
十
九
の
十
四

土
地
又
は
木
竹
の
所
有
者
又
は
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権

二
十
九
の
十
四

土
地
又
は
木
竹
の
所
有
者
又
は
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権

利
を
有
す
る
者
が
そ
の
所
有
又
は
権
利
に
係
る
土
地
に
お
け
る
行
為
を
行
う
た
め

利
を
有
す
る
者
が
そ
の
所
有
又
は
権
利
に
係
る
土
地
に
お
け
る
行
為
を
行
う
た
め

に
立
ち
入
る
こ
と
（
土
地
又
は
木
竹
の
所
有
者
又
は
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す

に
立
ち
入
る
こ
と
。

る
権
利
を
有
す
る
者
の
同
意
を
得
て
行
う
場
合
を
含
む
。
）
。

二
十
九
の
十
五

法
第
二
十
条
第
三
項
第
十
六
号
又
は
第
二
十
一
条
第
三
項
第
一
号

二
十
九
の
十
五

法
第
十
三
条
第
三
項
第
十
三
号
又
は
第
十
四
条
第
三
項
第
一
号
（

（
法
第
二
十
条
第
三
項
第
十
六
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
環
境

法
第
十
三
条
第
三
項
第
十
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
環
境
大

大
臣
が
指
定
す
る
区
域
内
に
存
す
る
施
設
の
維
持
管
理
を
行
う
た
め
に
立
ち
入
る

臣
が
指
定
す
る
区
域
内
に
存
す
る
施
設
の
維
持
管
理
を
行
う
た
め
に
立
ち
入
る
こ

こ
と
。

と
。

二
十
九
の
十
六

法
第
二
十
条
第
三
項
第
十
六
号
又
は
第
二
十
一
条
第
三
項
第
一
号

二
十
九
の
十
六

法
第
十
三
条
第
三
項
第
十
三
号
又
は
第
十
四
条
第
三
項
第
一
号
（

（
法
第
二
十
条
第
三
項
第
十
六
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
環
境

法
第
十
三
条
第
三
項
第
十
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
環
境
大

大
臣
が
指
定
す
る
区
域
の
隣
接
地
に
お
い
て
、
法
第
二
十
条
第
三
項
若
し
く
は
第

臣
が
指
定
す
る
区
域
の
隣
接
地
に
お
い
て
、
法
第
十
三
条
第
三
項
若
し
く
は
第
十

二
十
一
条
第
三
項
の
許
可
を
受
け
た
行
為
又
は
こ
の
条
の
各
号
若
し
く
は
第
十
三

四
条
第
三
項
の
許
可
を
受
け
た
行
為
又
は
こ
の
条
の
各
号
若
し
く
は
第
十
三
条
各

条
各
号
に
規
定
す
る
行
為
を
行
う
た
め
、
や
む
を
得
ず
通
過
す
る
目
的
で
立
ち
入

号
に
規
定
す
る
行
為
を
行
う
た
め
、
や
む
を
得
ず
通
過
す
る
目
的
で
立
ち
入
る
こ

る
こ
と
。

と
。

二
十
九
の
十
七
～
二
十
九
の
二
十
六

（
略
）

二
十
九
の
十
七
～
二
十
九
の
二
十
六

（
略
）

二
十
九
の
二
十
七

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
二
条

二
十
九
の
二
十
七

土
地
改
良
法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
土
地
改
良
施

第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
土
地
改
良
施
設
の
管
理
の
た
め
に
車
馬
若
し
く
は
動

設
の
管
理
の
た
め
に
車
馬
若
し
く
は
動
力
船
を
使
用
し
、
又
は
航
空
機
を
着
陸
さ

力
船
を
使
用
し
、
又
は
航
空
機
を
着
陸
さ
せ
る
こ
と
。

せ
る
こ
と
。

二
十
九
の
二
十
八
・
二
十
九
の
二
十
九

（
略
）

二
十
九
の
二
十
八
・
二
十
九
の
二
十
九

（
略
）
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二
十
九
の
三
十

国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
法
令
に
基
づ
き
そ
の
任
務
と
さ
れ
て
い

二
十
九
の
三
十

国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
法
令
に
基
づ
き
そ
の
任
務
と
さ
れ
て
い

る
遭
難
者
を
救
助
す
る
た
め
の
業
務(

当
該
業
務
及
び
非
常
災
害
に
対
処
す
る
た

る
遭
難
者
を
救
助
す
る
た
め
の
業
務(

当
該
業
務
及
び
非
常
災
害
に
対
処
す
る
た

め
の
業
務
に
係
る
訓
練
を
含
む
。)

、
犯
罪
の
予
防
又
は
捜
査
そ
の
他
の
公
共
の

め
の
業
務
に
係
る
訓
練
を
含
む
。)

、
犯
罪
の
予
防
又
は
捜
査
そ
の
他
の
公
共
の

秩
序
を
維
持
す
る
た
め
の
業
務
、
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
業
務
、
水
路

秩
序
を
維
持
す
る
た
め
の
業
務
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
業
務
、
水
路
業

業
務
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
業
務
を
行
う
た
め
に
車
馬
若
し
く
は
動
力
船
を
使

務
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
業
務
を
行
う
た
め
に
車
馬
若
し
く
は
動
力
船
を
使
用

用
し
、
又
は
航
空
機
を
着
陸
さ
せ
る
こ
と
。

し
、
又
は
航
空
機
を
着
陸
さ
せ
る
こ
と
。

三
十

環
境
大
臣
の
指
定
す
る
地
域
以
外
の
地
域
に
お
い
て
木
竹
を
植
栽
す
る
こ
と

。
三
十
一

宅
地
内
に
木
竹
を
植
栽
す
る
こ
と
。

三
十
二

桑
、
茶
、
こ
う
ぞ
、
み
つ
ま
た
、
こ
り
や
な
ぎ
、
桐
、
果
樹
そ
の
他
農
業

用
に
栽
培
す
る
木
竹
又
は
現
存
す
る
木
竹
と
同
一
種
類
の
木
竹
を
植
栽
す
る
こ
と

。
三
十
三

家
畜
を
係
留
放
牧
す
る
こ
と
。

三
十
・
三
十
一

（
略
）

三
十
四
・
三
十
五

（
略
）

（
許
可
に
当
た
つ
て
環
境
大
臣
と
の
協
議
を
要
す
る
国
定
公
園
の
特
別
保
護
地
区
に

（
許
可
に
当
た
つ
て
環
境
大
臣
と
の
協
議
を
要
す
る
国
定
公
園
の
特
別
保
護
地
区
に

係
る
行
為
）

係
る
行
為
）

第
十
二
条
の
二

法
第
二
十
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、

第
十
二
条
の
二

法
第
十
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次

次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

指
定
湿
地
内
又
は
指
定
世
界
遺
産
区
域
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
法
第
二
十
一
条

二

指
定
湿
地
内
又
は
指
定
世
界
遺
産
区
域
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
法
第
十
四
条
第

第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
（
前
号
及
び
次
号
に
掲
げ
る
行
為
を
除
く
。
）

三
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
（
前
号
及
び
次
号
に
掲
げ
る
行
為
を
除
く
。
）
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三

指
定
湿
地
又
は
指
定
世
界
遺
産
区
域
内
に
法
第
二
十
一
条
第
三
項
第
一
号
の
規

三

指
定
湿
地
又
は
指
定
世
界
遺
産
区
域
内
に
法
第
十
四
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定

定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
指
定
し
た
湖
沼
又
は
湿
原
の
全
部
又
は
一
部
が
含
ま
れ
る

に
よ
り
環
境
大
臣
が
指
定
し
た
湖
沼
又
は
湿
原
の
全
部
又
は
一
部
が
含
ま
れ
る
場

場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
号
に
掲
げ
る
行
為
の
う
ち
当
該
湖
沼
又
は
湿
原
に
係
る
法

合
に
あ
つ
て
は
、
同
号
に
掲
げ
る
行
為
の
う
ち
当
該
湖
沼
又
は
湿
原
に
係
る
法
第

第
二
十
条
第
三
項
第
六
号
の
規
定
に
係
る
も
の

十
三
条
第
三
項
第
五
号
の
規
定
に
係
る
も
の

（
特
別
保
護
地
区
内
に
お
け
る
許
可
又
は
届
出
を
要
し
な
い
行
為
）

（
特
別
保
護
地
区
内
に
お
け
る
許
可
又
は
届
出
を
要
し
な
い
行
為
）

第
十
三
条

法
第
二
十
一
条
第
八
項
第
四
号
に
規
定
す
る
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は

第
十
三
条

法
第
十
四
条
第
八
項
第
三
号
に
規
定
す
る
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

第
十
二
条
第
六
号
の
三
、
第
九
号
、
第
十
七
号
、
第
二
十
二
号
の
二
、
第
二
十

一

第
十
二
条
第
六
号
の
三
、
第
九
号
、
第
十
七
号
、
第
二
十
二
号
の
二
、
第
二
十

二
号
の
四
、
第
二
十
二
号
の
八
か
ら
第
二
十
二
号
の
十
一
ま
で
、
第
二
十
四
号
（

二
号
の
四
、
第
二
十
二
号
の
八
か
ら
第
二
十
二
号
の
十
一
ま
で
、
第
二
十
四
号
（

道
路
標
識
、
区
画
線
及
び
道
路
標
示
に
関
す
る
命
令
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
・

道
路
標
識
、
区
画
線
及
び
道
路
標
示
に
関
す
る
命
令
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
・

建
設
省
令
第
三
号
）
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
二
十
六
号
、
第
二
十

建
設
省
令
第
三
号
）
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
二
十
六
号
、
第
二
十

七
号
の
二
、
第
二
十
七
号
の
八
か
ら
第
二
十
七
号
の
十
六
ま
で
、
第
二
十
九
号
か

七
号
の
二
か
ら
第
二
十
七
号
の
十
ま
で
、
第
二
十
九
号
か
ら
第
二
十
九
号
の
十
八

ら
第
二
十
九
号
の
十
八
ま
で
又
は
第
二
十
九
号
の
二
十
九
に
掲
げ
る
行
為

ま
で
又
は
第
二
十
九
号
の
二
十
九
に
掲
げ
る
行
為

二
・
二
の
二

（
略
）

二
・
二
の
二

（
略
）

三

認
定
保
護
増
殖
事
業
等
の
実
施
の
た
め
に
動
物
を
放
つ
こ
と
。

四

国
立
公
園
に
お
い
て
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す

る
法
律
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
捕
獲
し
た
鳥

獣
又
は
採
取
し
た
鳥
類
の
卵
で
あ
つ
て
、
同
法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
内

希
少
野
生
動
植
物
種
又
は
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
緊
急
指
定
種
に
係
る

も
の
（
同
法
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
係
る
も
の
を
含
む
。
）

を
当
該
捕
獲
又
は
採
取
を
し
た
場
所
に
放
つ
こ
と
。

五

国
立
公
園
に
お
い
て
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
九
条
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第
一
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
捕
獲
し
た
鳥
獣
又
は
採
取
し

た
鳥
類
の
卵
を
当
該
捕
獲
又
は
採
取
を
し
た
場
所
に
放
つ
こ
と
。

六

国
立
公
園
の
区
域
の
う
ち
国
指
定
鳥
獣
保
護
区
内
に
お
い
て
、
鳥
獣
の
保
護
及

び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
が

行
う
保
全
事
業
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
に
協
議
し
、
そ
の
同

意
を
得
た
保
全
事
業
と
し
て
捕
獲
し
た
鳥
獣
又
は
採
取
し
た
鳥
類
の
卵
を
当
該
捕

獲
又
は
採
取
を
し
た
場
所
に
放
つ
こ
と
。

七

国
立
公
園
の
区
域
の
う
ち
都
道
府
県
指
定
鳥
獣
保
護
区
内
に
お
い
て
、
鳥
獣
の

保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
八
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ

り
環
境
大
臣
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
た
保
全
事
業
と
し
て
捕
獲
し
た
鳥
獣
又

は
採
取
し
た
鳥
類
の
卵
を
当
該
捕
獲
又
は
採
取
を
し
た
場
所
に
放
つ
こ
と
。

八

国
定
公
園
に
お
い
て
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
九
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
て
捕
獲
し
た
鳥
獣
又
は
採

取
し
た
鳥
類
の
卵
を
当
該
捕
獲
又
は
採
取
を
し
た
場
所
に
放
つ
こ
と
。

九

国
定
公
園
の
区
域
の
う
ち
都
道
府
県
指
定
鳥
獣
保
護
区
内
に
お
い
て
、
鳥
獣
の

保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
都
道
府
県
が
行
う
保
全
事
業
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事

に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
た
保
全
事
業
と
し
て
捕
獲
し
た
鳥
獣
又
は
採
取
し
た

鳥
類
の
卵
を
当
該
捕
獲
又
は
採
取
を
し
た
場
所
に
放
つ
こ
と
。

十

遭
難
者
の
救
助
に
係
る
業
務
を
行
う
た
め
に
犬
を
放
つ
こ
と
。

十
の
二

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第

三
章
の
規
定
に
よ
る
防
除
に
係
る
特
定
外
来
生
物
で
あ
る
動
物
を
捕
獲
す
る
た
め

に
犬
を
放
つ
こ
と
。
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十
の
三

人
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
に
危
害
を
加
え
、
自
然
環
境
保
全
上
の
問
題

を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
が
な
い
犬
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
。

イ

警
察
犬
そ
の
他
こ
れ
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
目
的
の
た
め
に

放
つ
こ
と
。

ロ

野
生
鳥
獣
に
よ
る
人
、
家
畜
、
農
作
物
に
対
す
る
被
害
を
防
ぐ
た
め
に
犬
を

放
つ
こ
と
。

十
一

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定

す
る
漁
業
権
（
同
条
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
種
共
同
漁
業
又
は
同
項
第

五
号
に
規
定
す
る
第
五
種
共
同
漁
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
存
す
る
水
面
に

お
い
て
、
漁
業
の
免
許
を
受
け
た
者
が
当
該
漁
業
権
に
係
る
水
産
動
植
物
を
放
ち

、
植
栽
し
又
は
ま
く
こ
と
。

十
二

水
産
資
源
保
護
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
三
百
十
三
号
）
第
二
十
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
人
工
ふ
化
放
流
に
関
す
る
計
画
又
は

道
県
知
事
が
定
め
る
人
工
ふ
化
放
流
に
関
す
る
計
画
に
基
づ
き
さ
け
又
は
ま
す
を

放
流
す
る
こ
と
。

十
三

特
別
保
護
地
区
内
で
捕
獲
し
た
動
物
又
は
採
取
し
た
動
物
の
卵
を
捕
獲
又
は

採
取
後
直
ち
に
当
該
捕
獲
又
は
採
取
を
し
た
場
所
に
放
つ
こ
と
。

十
四

道
路
、
社
寺
境
内
地
等
に
お
い
て
清
掃
の
た
め
に
行
う
法
第
二
十
一
条
第
三

二
の
三

道
路
、
社
寺
境
内
地
等
に
お
い
て
清
掃
の
た
め
に
行
う
法
第
十
四
条
第
三

項
第
六
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
行
為

項
第
六
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
行
為

十
五

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三

三

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三
章

章
の
規
定
に
よ
る
防
除
に
係
る
特
定
外
来
生
物
で
あ
る
木
竹
以
外
の
植
物
を
採
取

の
規
定
に
よ
る
防
除
に
係
る
特
定
外
来
生
物
で
あ
る
木
竹
以
外
の
植
物
を
採
取
し

し
、
若
し
く
は
損
傷
し
、
又
は
落
葉
若
し
く
は
落
枝
を
採
取
す
る
こ
と
。

、
若
し
く
は
損
傷
し
、
又
は
落
葉
若
し
く
は
落
枝
を
採
取
す
る
こ
と
。

十
六

認
定
保
護
増
殖
事
業
等
の
実
施
の
た
め
に
木
竹
以
外
の
植
物
を
植
栽
し
、
又
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は
植
物
の
種
子
を
ま
く
こ
と
。

十
七

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三

四

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三
章

章
の
規
定
に
よ
る
防
除
に
係
る
特
定
外
来
生
物
で
あ
る
動
物
を
捕
獲
し
、
若
し
く

の
規
定
に
よ
る
防
除
に
係
る
特
定
外
来
生
物
で
あ
る
動
物
を
捕
獲
し
、
若
し
く
は

は
殺
傷
し
、
又
は
当
該
動
物
の
卵
を
採
取
し
、
若
し
く
は
損
傷
す
る
こ
と
。

殺
傷
し
、
又
は
当
該
動
物
の
卵
を
採
取
し
、
若
し
く
は
損
傷
す
る
こ
と
。

十
八

森
林
の
保
護
管
理
及
び
森
林
施
業
を
目
的
と
す
る
調
査
の
た
め
に
動
力
船
を

五

森
林
の
保
護
管
理
及
び
森
林
施
業
を
目
的
と
す
る
調
査
の
た
め
に
動
力
船
を
使

使
用
し
、
又
は
航
空
機
を
着
陸
さ
せ
る
こ
と
。

用
し
、
又
は
航
空
機
を
着
陸
さ
せ
る
こ
と
。

十
九

漁
業
を
営
む
た
め
に
動
力
船
を
使
用
す
る
こ
と
。

六

漁
業
を
営
む
た
め
に
動
力
船
を
使
用
す
る
こ
と
。

二
十

漁
業
取
締
の
た
め
に
動
力
船
を
使
用
し
、
又
は
航
空
機
を
着
陸
さ
せ
る
こ
と

七

漁
業
取
締
の
た
め
に
動
力
船
を
使
用
し
、
又
は
航
空
機
を
着
陸
さ
せ
る
こ
と
。

。
二
十
一

河
川
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
河
川
そ
の
他
の
公
共
の
用
に
供
す
る

八

河
川
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
河
川
そ
の
他
の
公
共
の
用
に
供
す
る
水
路

水
路
の
管
理
又
は
そ
の
指
定
を
目
的
と
す
る
調
査
（
同
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定

の
管
理
又
は
そ
の
指
定
を
目
的
と
す
る
調
査
（
同
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る

す
る
河
川
区
域
の
指
定
、
同
法
第
五
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
河
川
保
全
区

河
川
区
域
の
指
定
、
同
法
第
五
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
河
川
保
全
区
域
の

域
の
指
定
又
は
同
法
第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
河
川
予
定
地
の
指
定
を

指
定
又
は
同
法
第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
河
川
予
定
地
の
指
定
を
目
的

目
的
と
す
る
調
査
を
含
む
。
）
の
た
め
に
動
力
船
を
使
用
し
、
又
は
航
空
機
を
着

と
す
る
調
査
を
含
む
。
）
の
た
め
に
動
力
船
を
使
用
し
、
又
は
航
空
機
を
着
陸
さ

陸
さ
せ
る
こ
と
。

せ
る
こ
と
。

二
十
二

砂
防
法
第
一
条
に
規
定
す
る
砂
防
設
備
の
管
理
若
し
く
は
維
持
又
は
同
法

九

砂
防
法
第
一
条
に
規
定
す
る
砂
防
設
備
の
管
理
若
し
く
は
維
持
又
は
同
法
第
二

第
二
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
土
地
の
監
視
の
た
め
に
動
力
船
を
使
用
し
、

条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
土
地
の
監
視
の
た
め
に
動
力
船
を
使
用
し
、
又
は

又
は
航
空
機
を
着
陸
さ
せ
る
こ
と
。

航
空
機
を
着
陸
さ
せ
る
こ
と
。

二
十
三

海
岸
法
第
三
条
に
規
定
す
る
海
岸
保
全
区
域
の
管
理
の
た
め
に
動
力
船
を

十

海
岸
法
第
三
条
に
規
定
す
る
海
岸
保
全
区
域
の
管
理
の
た
め
に
動
力
船
を
使
用

使
用
し
、
又
は
航
空
機
を
着
陸
さ
せ
る
こ
と
。

し
、
又
は
航
空
機
を
着
陸
さ
せ
る
こ
と
。

二
十
四

地
す
べ
り
等
防
止
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
す
べ
り
防
止
区
域
の

十
一

地
す
べ
り
等
防
止
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
す
べ
り
防
止
区
域
の
管

管
理
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
地
す
べ
り
防
止
区
域
の
指
定
を
目
的
と
す
る
調
査

理
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
地
す
べ
り
防
止
区
域
の
指
定
を
目
的
と
す
る
調
査
の

の
た
め
に
動
力
船
を
使
用
し
、
又
は
航
空
機
を
着
陸
さ
せ
る
こ
と
。

た
め
に
動
力
船
を
使
用
し
、
又
は
航
空
機
を
着
陸
さ
せ
る
こ
と
。
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二
十
五

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
に

十
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
に
規

規
定
す
る
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
管
理
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
急
傾
斜
地

定
す
る
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
管
理
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
急
傾
斜
地
崩

崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
を
目
的
と
す
る
調
査
の
た
め
に
動
力
船
を
使
用
し
、
又
は

壊
危
険
区
域
の
指
定
を
目
的
と
す
る
調
査
の
た
め
に
動
力
船
を
使
用
し
、
又
は
航

航
空
機
を
着
陸
さ
せ
る
こ
と
。

空
機
を
着
陸
さ
せ
る
こ
と
。

二
十
六

土
地
改
良
法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
土
地
改
良
施
設
の
管
理

十
三

土
地
改
良
法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
土
地
改
良
施
設
の
管
理
の

の
た
め
に
動
力
船
を
使
用
し
、
又
は
航
空
機
を
着
陸
さ
せ
る
こ
と
。

た
め
に
動
力
船
を
使
用
し
、
又
は
航
空
機
を
着
陸
さ
せ
る
こ
と
。

二
十
七

国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
法
令
に
基
づ
き
そ
の
任
務
と
さ
れ
て
い
る
遭
難

十
四

国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
法
令
に
基
づ
き
そ
の
任
務
と
さ
れ
て
い
る
遭
難
者

者
を
救
助
す
る
た
め
の
業
務
（
当
該
業
務
及
び
非
常
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
業

を
救
助
す
る
た
め
の
業
務
（
当
該
業
務
及
び
非
常
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
業
務

務
に
係
る
訓
練
を
含
む
。
）
、
犯
罪
の
防
止
又
は
捜
査
そ
の
他
の
公
共
の
秩
序
を

に
係
る
訓
練
を
含
む
。
）
、
犯
罪
の
防
止
又
は
捜
査
そ
の
他
の
公
共
の
秩
序
を
維

維
持
す
る
た
め
の
業
務
、
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
業
務
、
水
路
業
務
そ

持
す
る
た
め
の
業
務
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
業
務
、
水
路
業
務
そ
の
他

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
業
務
を
行
う
た
め
に
動
力
船
を
使
用
し
、
又
は
航
空
機
を

こ
れ
ら
に
類
す
る
業
務
を
行
う
た
め
に
動
力
船
を
使
用
し
、
又
は
航
空
機
を
着
陸

着
陸
さ
せ
る
こ
と
。

さ
せ
る
こ
と
。

十
五

認
定
保
護
増
殖
事
業
等
の
実
施
の
た
め
に
木
竹
以
外
の
植
物
を
植
栽
し
、
又

は
植
物
の
種
子
を
ま
く
こ
と
。

十
六

認
定
保
護
増
殖
事
業
等
の
実
施
の
た
め
に
動
物
を
放
つ
こ
と
。

十
七

国
立
公
園
に
お
い
て
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関

す
る
法
律
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
捕
獲
し
た

鳥
獣
又
は
採
取
し
た
鳥
類
の
卵
で
あ
つ
て
、
同
法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国

内
希
少
野
生
動
植
物
種
又
は
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
緊
急
指
定
種
に
係

る
も
の
（
同
法
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
係
る
も
の
を
含
む
。

）
を
当
該
捕
獲
又
は
採
取
を
し
た
場
所
に
放
つ
こ
と
。

十
八

国
立
公
園
に
お
い
て
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
九

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
捕
獲
し
た
鳥
獣
又
は
採
取
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し
た
鳥
類
の
卵
を
当
該
捕
獲
又
は
採
取
を
し
た
場
所
に
放
つ
こ
と
。

十
九

国
立
公
園
の
区
域
の
う
ち
国
指
定
鳥
獣
保
護
区
内
に
お
い
て
、
鳥
獣
の
保
護

及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国

が
行
う
保
全
事
業
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
に
協
議
し
、
そ
の

同
意
を
得
た
保
全
事
業
と
し
て
捕
獲
し
た
鳥
獣
又
は
採
取
し
た
鳥
類
の
卵
を
当
該

捕
獲
又
は
採
取
を
し
た
場
所
に
放
つ
こ
と
。

二
十

国
立
公
園
の
区
域
の
う
ち
都
道
府
県
指
定
鳥
獣
保
護
区
内
に
お
い
て
、
鳥
獣

の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
八
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に

よ
り
環
境
大
臣
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
た
保
全
事
業
と
し
て
捕
獲
し
た
鳥
獣

又
は
採
取
し
た
鳥
類
の
卵
を
当
該
捕
獲
又
は
採
取
を
し
た
場
所
に
放
つ
こ
と
。

二
十
一

国
定
公
園
に
お
い
て
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第

九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
て
捕
獲
し
た
鳥
獣
又

は
採
取
し
た
鳥
類
の
卵
を
当
該
捕
獲
又
は
採
取
を
し
た
場
所
に
放
つ
こ
と
。

二
十
二

国
定
公
園
の
区
域
の
う
ち
都
道
府
県
指
定
鳥
獣
保
護
区
内
に
お
い
て
、

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
都
道
府
県
が
行
う
保
全
事
業
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府

県
知
事
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
た
保
全
事
業
と
し
て
捕
獲
し
た
鳥
獣
又
は
採

取
し
た
鳥
類
の
卵
を
当
該
捕
獲
又
は
採
取
を
し
た
場
所
に
放
つ
こ
と
。

二
十
三

遭
難
者
の
救
助
に
係
る
業
務
を
行
う
た
め
に
犬
を
放
つ
こ
と
。

二
十
四

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規

定
す
る
漁
業
権
（
同
条
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
種
共
同
漁
業
又
は
同
項

第
五
号
に
規
定
す
る
第
五
種
共
同
漁
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
存
す
る
水
面

に
お
い
て
、
漁
業
の
免
許
を
受
け
た
者
が
当
該
漁
業
権
に
係
る
水
産
動
植
物
を
放
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ち
、
植
栽
し
又
は
ま
く
こ
と
。

二
十
五

水
産
資
源
保
護
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
三
百
十
三
号
）
第
二
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
人
工
ふ
化
放
流
に
関
す
る
計
画
又

は
道
県
知
事
が
定
め
る
人
工
ふ
化
放
流
に
関
す
る
計
画
に
基
づ
き
さ
け
又
は
ま
す

を
放
流
す
る
こ
と
。

二
十
六

特
別
保
護
地
区
内
で
捕
獲
し
た
動
物
又
は
採
取
し
た
動
物
の
卵
を
捕
獲
又

は
採
取
後
直
ち
に
当
該
捕
獲
又
は
採
取
を
し
た
場
所
に
放
つ
こ
と
。

二
十
八

（
略
）

二
十
七

（
略
）

（
許
可
に
当
た
つ
て
環
境
大
臣
と
の
協
議
を
要
す
る
国
定
公
園
の
海
域
公
園
地
区
に

係
る
行
為
）

第
十
三
条
の
二

法
第
二
十
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

そ
の
容
積
が
三
万
立
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
工
作
物
の
新
築
、
改
築
又
は
増
築

（
改
築
又
は
増
築
後
に
お
い
て
、
そ
の
容
積
が
三
万
立
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
工

作
物
と
な
る
場
合
に
お
け
る
改
築
又
は
増
築
を
含
む
。
）

二

面
積
が
二
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
る
海
面
の
埋
立
て
若
し
く
は
干
拓
又
は
海
底

の
形
状
の
変
更

三

指
定
湿
地
又
は
指
定
世
界
遺
産
区
域
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
法
第
二
十
二
条
第

三
項
各
号
（
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
行
為

四

海
域
公
園
地
区
の
区
域
内
に
指
定
湿
地
又
は
指
定
世
界
遺
産
区
域
内
の
全
部
又

は
一
部
が
含
ま
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
海
域
公
園
地
区
内
に
お
い
て
行
わ

れ
る
法
第
二
十
二
条
第
三
項
第
六
号
に
掲
げ
る
行
為
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（
海
域
公
園
地
区
内
に
お
け
る
許
可
又
は
届
出
を
要
し
な
い
行
為
）

第
十
三
条
の
三

法
第
二
十
二
条
第
八
項
第
三
号
に
規
定
す
る
環
境
省
令
で
定
め
る
行

為
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

第
十
二
条
第
六
号
の
三
、
第
二
十
二
号
の
二
又
は
第
二
十
二
号
の
八
か
ら
第
二

十
二
号
の
十
一
ま
で
に
掲
げ
る
行
為

二

港
湾
法
第
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
港
湾
施
設
と
み
な
さ
れ
た
外
郭
施
設
又

は
係
留
施
設
で
あ
つ
て
、
海
域
公
園
地
区
が
指
定
さ
れ
、
若
し
く
は
そ
の
区
域
が

拡
張
さ
れ
た
際
現
に
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
又
は
法
第

二
十
二
条
第
三
項
の
許
可
を
受
け
て
設
置
さ
れ
た
も
の
（
法
第
六
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
協
議
を
了
し
て
設
置
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）
を
改
築
し
、
又
は

増
築
す
る
こ
と
（
既
存
の
施
設
の
規
模
と
同
程
度
の
も
の
に
限
る
。
）
。

三

航
路
標
識
そ
の
他
船
舶
の
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
又
は

気
象
、
地
象
若
し
く
は
水
象
の
観
測
に
必
要
な
施
設
を
改
築
し
、
又
は
増
築
す
る

こ
と
。

四

海
底
の
形
状
を
変
更
す
る
お
そ
れ
の
な
い
範
囲
内
で
、
鉱
物
を
掘
採
し
、
又
は

土
石
を
採
取
す
る
こ
と
。

五

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
九
十
六
条
の
規
定
に
基

づ
き
大
学
が
附
置
す
る
臨
海
実
験
所
等
の
研
究
施
設
に
お
け
る
研
究
計
画
又
は
正

規
の
教
育
課
程
（
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
も
の
に
限
る
。
）
に
基
づ
い
て
行

う
法
第
二
十
二
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為

六

藻
場
、
干
潟
等
に
お
け
る
海
底
の
底
質
等
を
改
善
す
る
た
め
の
耕
耘
そ
の
他
海

底
の
形
状
の
変
更
で
、
そ
の
現
状
に
著
し
い
変
更
を
及
ぼ
さ
な
い
も
の
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七

専
ら
海
上
の
航
行
の
用
に
供
す
る
船
舶
を
係
留
す
る
こ
と
。

八

法
令
の
規
定
に
よ
り
航
路
標
識
そ
の
他
船
舶
の
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め

の
施
設
を
係
留
し
、
又
は
気
象
、
地
象
若
し
く
は
水
象
の
観
測
に
必
要
な
機
器
を

係
留
す
る
こ
と
。

九

船
舶
又
は
積
荷
の
急
迫
し
た
危
難
を
避
け
る
た
め
、
必
要
な
応
急
措
置
と
し
て

仮
工
作
物
を
新
築
し
、
又
は
物
を
係
留
す
る
こ
と
。

十

敷
設
又
は
修
理
中
の
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）

第
百
四
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
水
底
線
路
の
位
置
を
示
す
浮
標
を
係
留
す
る
こ

と
。

十
一

水
産
資
源
保
護
法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
護
水
面
の
管
理
計
画
に

基
づ
い
て
行
う
行
為

十
二

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
四
十
二
条
の
規
定
に

よ
る
保
安
規
程
に
基
づ
き
、
電
気
工
作
物
を
点
検
し
、
又
は
検
査
す
る
た
め
に
必

要
な
行
為

十
三

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律

第
百
三
十
六
号
）
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
船
舶
又
は
同
条
第
十
号
に
規
定
す

る
海
洋
施
設
か
ら
汚
水
又
は
廃
水
を
排
出
す
る
こ
と
。

十
四

森
林
施
業
の
た
め
に
動
力
船
を
使
用
す
る
こ
と
。

十
五

漁
港
漁
場
整
備
法
第
四
条
に
規
定
す
る
漁
港
漁
場
整
備
事
業
を
実
施
す
る
た

め
に
動
力
船
を
使
用
す
る
こ
と
。

十
六

漁
港
漁
場
整
備
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
漁
港
管
理
者
が
、
適
正
に
、

漁
港
の
維
持
、
保
全
及
び
運
営
そ
の
他
漁
港
の
維
持
管
理
を
行
う
た
め
に
動
力
船

を
使
用
す
る
こ
と
。
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十
七

遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
九
号
）

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
遊
漁
船
業
の
登
録
を
受
け
た
者
が
、
同
法
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
遊
漁
船
業
を
行
う
た
め
に
動
力
船
を
使
用
す
る
こ
と
。

十
八

港
湾
運
送
事
業
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
四
条
の
規
定

に
よ
り
一
般
港
湾
運
送
事
業
、
は
し
け
運
送
事
業
又
は
い
か
だ
運
送
事
業
の
許
可

を
受
け
た
者
が
そ
れ
ぞ
れ
一
般
港
湾
運
送
事
業
、
は
し
け
運
送
事
業
又
は
い
か
だ

運
送
事
業
を
行
う
た
め
に
動
力
船
を
使
用
す
る
こ
と
。

十
九

港
湾
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
港
湾
区
域
、
同
法
第
三
十
七
条
第
一
項

に
規
定
す
る
港
湾
隣
接
地
域
又
は
同
法
第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道

府
県
知
事
が
公
告
し
た
水
域
に
お
い
て
動
力
船
を
使
用
す
る
こ
と
。

二
十

海
岸
法
第
三
条
に
規
定
す
る
海
岸
保
全
区
域
の
管
理
の
た
め
に
動
力
船
を
使

用
す
る
こ
と
。

二
十
一

美
し
く
豊
か
な
自
然
を
保
護
す
る
た
め
の
海
岸
に
お
け
る
良
好
な
景
観
及

び
環
境
の
保
全
に
係
る
海
岸
漂
着
物
等
の
処
理
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

二
十
一
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
海
岸
漂
着
物
等
及
び

海
域
に
お
け
る
ご
み
そ
の
他
の
汚
物
又
は
不
要
物
の
収
集
又
は
運
搬
を
行
う
た
め

に
動
力
船
を
使
用
す
る
こ
と
。

二
十
二

外
国
船
舶
が
海
洋
法
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
第
十
九
条
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
無
害
通
航
で
あ
る
航
行
と
し
て
動
力
船
を
使
用
す
る
こ
と
。

二
十
三

船
舶
又
は
積
荷
の
急
迫
し
た
危
難
を
避
け
る
た
め
に
動
力
船
を
使
用
す
る

こ
と
。

二
十
四

自
衛
隊
が
そ
の
任
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
動
力
船
を
使
用
す
る
こ
と
。

二
十
五

郵
便
物
の
取
集
、
運
送
及
び
配
達
を
行
う
た
め
に
動
力
船
を
使
用
す
る
こ
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と
。

二
十
六

国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
法
令
に
基
づ
き
そ
の
任
務
と
さ
れ
て
い
る
遭
難

者
を
救
助
す
る
た
め
の
業
務
（
当
該
業
務
及
び
非
常
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
業

務
に
係
る
訓
練
を
含
む
。
）
、
犯
罪
の
予
防
又
は
捜
査
そ
の
他
の
公
共
の
秩
序
を

維
持
す
る
た
め
の
業
務
、
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
業
務
、
水
路
業
務
そ

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
業
務
を
行
う
た
め
に
動
力
船
を
使
用
す
る
こ
と
。

二
十
七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
工
作
物
等
を
修
繕
す
る
た
め
に
必
要
な

行
為

二
十
八

前
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
付
帯
す
る
行
為

（
土
地
所
有
者
等
と
の
協
議
）

（
土
地
所
有
者
等
と
の
協
議
）

第
十
三
条
の
四

（
略
）

第
十
三
条
の
二

（
略
）

（
利
用
調
整
地
区
に
お
け
る
認
定
等
を
要
し
な
い
行
為
）

（
利
用
調
整
地
区
に
お
け
る
認
定
等
を
要
し
な
い
行
為
）

第
十
三
条
の
五

法
第
二
十
三
条
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
環
境
省
令
で
定
め
る
行

第
十
三
条
の
三

法
第
十
五
条
第
三
項
第
五
号
に
規
定
す
る
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為

為
は
、
国
立
公
園
又
は
国
定
公
園
の
利
用
者
以
外
の
者
が
行
う
も
の
で
あ
つ
て
次
に

は
、
国
立
公
園
又
は
国
定
公
園
の
利
用
者
以
外
の
者
が
行
う
も
の
で
あ
つ
て
次
に
掲

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

げ
る
も
の
と
す
る
。

一

特
別
地
域
（
特
別
保
護
地
区
を
除
く
。
）
内
で
行
わ
れ
る
行
為
で
次
に
掲
げ
る

一

特
別
地
域
（
特
別
保
護
地
区
を
除
く
。
）
内
で
行
わ
れ
る
行
為
で
次
に
掲
げ
る

も
の

も
の

イ

第
十
二
条
第
六
号
、
第
六
号
の
二
、
第
七
号
（
港
湾
施
設
及
び
航
路
標
識
そ

イ

第
十
二
条
第
六
号
、
第
六
号
の
二
、
第
七
号
（
港
湾
施
設
及
び
航
路
標
識
そ

の
他
船
舶
の
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
に
係
る
部
分
に
限

の
他
船
舶
の
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
、
第
七
号
の
二
、
第
八
号
、
第
十
号
の
二
、
第
十
号
の
四
、
第
十
四
号

る
。
）
、
第
七
号
の
二
、
第
八
号
、
第
十
号
の
二
、
第
十
号
の
四
、
第
十
四
号

、
第
十
五
号
、
第
十
七
号
、
第
十
七
号
の
七
、
第
十
七
号
の
十
一
か
ら
第
十
七

、
第
十
五
号
、
第
十
七
号
、
第
二
十
四
号
、
第
二
十
六
号
、
第
二
十
六
号
の
二
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号
の
十
四
ま
で
、
第
十
七
号
の
十
六
、
第
二
十
四
号
、
第
二
十
六
号
、
第
二
十

、
第
二
十
七
号
の
三
か
ら
第
二
十
七
号
の
八
ま
で
、
第
二
十
九
号
の
十
三
、
第

六
号
の
二
、
第
二
十
七
号
の
二
、
第
二
十
七
号
の
五
、
第
二
十
七
号
の
九
か
ら

二
十
九
号
の
十
九
、
第
二
十
九
号
の
二
十
八
又
は
第
三
十
号
に
掲
げ
る
行
為

第
二
十
七
号
の
十
四
ま
で
、
第
二
十
九
号
の
十
三
、
第
二
十
九
号
の
十
九
又
は

第
二
十
九
号
の
二
十
八
に
掲
げ
る
行
為

ロ

農
林
漁
業
を
営
む
た
め
に
行
う
第
十
二
条
第
一
号
、
第
四
号
、
第
五
号
、
第

ロ

農
林
漁
業
を
営
む
た
め
に
行
う
第
十
二
条
第
一
号
、
第
四
号
、
第
五
号
、
第

十
九
号
及
び
第
二
十
七
号
の
八
に
掲
げ
る
行
為

十
九
号
及
び
第
二
十
七
号
の
二
に
掲
げ
る
行
為

二

特
別
保
護
地
区
内
で
行
わ
れ
る
行
為
で
次
に
掲
げ
る
も
の

二

特
別
保
護
地
区
内
で
行
わ
れ
る
行
為
で
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

第
十
三
条
第
一
号
（
第
十
二
条
第
二
十
六
号
又
は
第
二
十
七
号
の
九
か
ら
第

イ

第
十
三
条
第
一
号
（
第
十
二
条
第
二
十
六
号
又
は
第
二
十
七
号
の
三
か
ら
第

二
十
七
号
の
十
四
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
号
か
ら
第
九
号
ま
で

二
十
七
号
の
八
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
号
、
第
二
号
の
二
、
第

又
は
第
十
五
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為

三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
又
は
第
十
五
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為

ロ

農
林
漁
業
を
営
む
た
め
に
行
う
第
十
三
条
第
一
号
（
第
十
二
条
第
二
十
七
号

ロ

農
林
漁
業
を
営
む
た
め
に
行
う
第
十
三
条
第
一
号
（
第
十
二
条
第
二
十
七
号

の
八
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
行
為

の
二
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
行
為

三

海
域
公
園
地
区
内
で
行
わ
れ
る
行
為
で
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

第
十
三
条
の
三
第
二
号
、
第
三
号
（
港
湾
施
設
及
び
航
路
標
識
そ
の
他
船
舶

の
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、

第
八
号
（
航
路
標
識
そ
の
他
船
舶
の
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な

施
設
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
九
号
、
第
十
一
号
、
第
十
五
号
か
ら
第
十

八
号
ま
で
又
は
第
二
十
二
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為

ロ

漁
業
を
営
む
た
め
に
行
う
第
十
三
条
の
三
第
四
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
に

掲
げ
る
行
為

四
～
二
十
三

（
略
）

三
～
二
十
二

（
略
）

二
十
四

環
境
省
又
は
都
道
府
県
の
職
員
が
利
用
調
整
地
区
の
巡
視
を
行
う
こ
と
。

二
十
五

（
略
）

二
十
三

（
略
）
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（
立
入
り
の
認
定
の
基
準
）

（
立
入
り
の
認
定
の
基
準
）

第
十
三
条
の
六

法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基

第
十
三
条
の
四

法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準

準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

利
用
調
整
地
区
の
区
域
内
の
風
致
又
は
景
観
の
維
持
と
そ
の
適
正
な
利
用
に
支

一

利
用
調
整
地
区
の
区
域
内
の
風
致
又
は
景
観
の
維
持
と
そ
の
適
正
な
利
用
に
支

障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て
、
国
立
公
園
に
あ
つ
て
は
環
境
大
臣
が

障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て
、
国
立
公
園
に
あ
つ
て
は
環
境
大
臣
が

、
国
定
公
園
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
知
事
が
利
用
調
整
地
区
ご
と
に
定
め
る
人
数

、
国
定
公
園
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
知
事
が
利
用
調
整
地
区
ご
と
に
定
め
る
人
数

又
は
船
舶
（
ろ
か
い
又
は
主
と
し
て
ろ
か
い
を
も
つ
て
運
転
す
る
舟
を
含
む
。
）

の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
。

の
隻
数
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
。

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）

（
立
入
り
の
認
定
の
申
請
）

（
立
入
り
の
認
定
の
申
請
）

第
十
三
条
の
七

法
第
二
十
四
条
第
二
項
（
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

第
十
三
条
の
五

法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
は
、
次
に
掲
げ
る

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書

事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
環
境
大
臣
、
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
認
定
機
関
に
提

を
環
境
大
臣
、
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
認
定
機
関
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る

出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

。一

申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所

一

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名

二

申
請
者
の
監
督
の
下
に
立
ち
入
る
者
の
合
計
の
人
数
（
法
第
二
十
四
条
第
七
項

の
認
定
に
係
る
申
請
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

三
～
七

（
略
）

二
～
六

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
は
申
請
者
が
前
条
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
基
準
を
遵
守
し

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
利
用
者
が
前
条
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
基
準
を
遵
守

て
立
ち
入
る
こ
と
を
約
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
て
立
ち
入
る
こ
と
を
約
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
立
入
認
定
証
の
記
載
事
項
）

（
立
入
認
定
証
の
記
載
事
項
）

第
十
三
条
の
八

法
第
二
十
四
条
第
四
項
（
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

第
十
三
条
の
六

法
第
十
六
条
第
四
項
の
立
入
認
定
証
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

含
む
。
）
の
立
入
認
定
証
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

立
入
り
の
認
定
を
受
け
た
者
の
氏
名

三

立
入
認
定
証
を
受
け
た
者
の
氏
名

四

（
略
）

四

（
略
）

２

環
境
大
臣
、
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
認
定
機
関
は
、
前
項
の
立
入
認
定
証
の
交

２

環
境
大
臣
、
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
認
定
機
関
は
、
前
項
の
立
入
認
定
証
の
交

付
に
際
し
て
、
利
用
者
に
対
し
、
第
十
三
条
の
六
第
四
号
に
規
定
す
る
注
意
事
項
そ

付
に
際
し
て
、
利
用
者
に
対
し
、
第
十
三
条
の
四
第
四
号
に
規
定
す
る
注
意
事
項
そ

の
他
の
利
用
調
整
地
区
の
区
域
内
の
風
致
又
は
景
観
の
維
持
及
び
そ
の
適
正
な
利
用

の
他
の
利
用
調
整
地
区
の
区
域
内
の
風
致
又
は
景
観
の
維
持
及
び
そ
の
適
正
な
利
用

を
図
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
書
類
の
交
付
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ

を
図
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
書
類
の
交
付
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ

り
、
説
明
を
行
う
も
の
と
す
る
。

り
、
説
明
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
立
入
認
定
証
の
再
交
付
）

（
立
入
認
定
証
の
再
交
付
）

第
十
三
条
の
九

法
第
二
十
四
条
第
五
項
（
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

第
十
三
条
の
七

法
第
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
認
定
証
の
再
交
付
の
申
請

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
立
入
認
定
証
の
再
交
付
の
申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
環
境
大
臣
、
都
道
府
県
知
事
又
は
指

記
載
し
た
申
請
書
を
環
境
大
臣
、
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
認
定
機
関
に
提
出
し
て

定
認
定
機
関
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

行
う
も
の
と
す
る
。

一

申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所

一

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名

二

再
交
付
を
必
要
と
す
る
枚
数
（
法
第
二
十
四
条
第
七
項
の
認
定
に
係
る
申
請
を

行
う
場
合
に
限
る
。
）

三
～
五

（
略
）

二
～
四

（
略
）

（
他
の
利
用
者
を
そ
の
監
督
の
下
に
立
ち
入
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
者
の
要
件
）
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第
十
三
条
の
十

法
第
二
十
四
条
第
七
項
に
規
定
す
る
環
境
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、

そ
の
者
の
監
督
の
下
に
立
ち
入
る
者
の
立
入
り
が
、
法
第
二
十
四
条
第
一
項
各
号
の

い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
よ
う
、
必
要
に
応
じ
、
当
該
者
を
監
督
し
、
必
要
な
指
導
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
知
識
及
び
能
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
と
す
る
。

（
指
定
認
定
機
関
の
指
定
の
申
請
等
）

（
指
定
認
定
機
関
の
指
定
の
申
請
等
）

第
十
三
条
の
十
一

法
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
申
請
は
、
次
に
掲

第
十
三
条
の
八

法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
申
請
は
、
次
に
掲
げ
る

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う

事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の

も
の
と
す
る
。

と
す
る
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

一

氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た

る
事
務
所
の
所
在
地
）

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

申
請
者
が
法
第
二
十
五
条
第
三
項
各
号
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
説
明
し

五

申
請
者
が
法
第
十
七
条
第
三
項
各
号
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
説
明
し
た

た
書
類

書
類

六

（
略
）

六

（
略
）

（
認
定
関
係
事
務
の
実
施
に
関
す
る
規
程
の
認
可
の
申
請
等
）

（
認
定
関
係
事
務
の
実
施
に
関
す
る
規
程
の
認
可
の
申
請
等
）

第
十
三
条
の
十
二

法
第
二
十
七
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
は
、
そ

第
十
三
条
の
九

法
第
十
九
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
は
、
そ
の
旨

の
旨
を
記
載
し
た
申
請
書
に
認
定
関
係
事
務
の
実
施
に
関
す
る
規
程
を
添
え
て
、
こ

を
記
載
し
た
申
請
書
に
認
定
関
係
事
務
の
実
施
に
関
す
る
規
程
を
添
え
て
、
こ
れ
を

れ
を
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
二
十
七
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

２

法
第
十
九
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
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を
記
載
し
た
申
請
書
を
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す

記
載
し
た
申
請
書
を
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る

る
。

。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
事
業
計
画
等
の
認
可
の
申
請
等
）

（
事
業
計
画
等
の
認
可
の
申
請
等
）

第
十
三
条
の
十
三

法
第
二
十
七
条
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
は
、
そ

第
十
三
条
の
十

法
第
十
九
条
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
は
、
そ
の
旨

の
旨
を
記
載
し
た
申
請
書
に
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
添
え
て
、
こ
れ
を
環

を
記
載
し
た
申
請
書
に
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
添
え
て
、
こ
れ
を
環
境
大

境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
二
十
七
条
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

２

法
第
十
九
条
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

を
記
載
し
た
申
請
書
を
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す

記
載
し
た
申
請
書
を
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る

る
。

。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
認
定
関
係
事
務
の
休
廃
止
の
許
可
の
申
請
）

（
認
定
関
係
事
務
の
休
廃
止
の
許
可
の
申
請
）

第
十
三
条
の
十
四

法
第
二
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
は
、
次
に
掲

第
十
三
条
の
十
一

法
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
は
、
次
に
掲
げ

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う

る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も

も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

（
認
定
関
係
事
務
の
引
継
ぎ
等
）

（
認
定
関
係
事
務
の
引
継
ぎ
等
）

第
十
三
条
の
十
五

指
定
認
定
機
関
は
、
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
法
第
二
十

第
十
三
条
の
十
二

指
定
認
定
機
関
は
、
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
法
第
十
九

七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
関
係
事
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
自
ら
行
う
場

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
関
係
事
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
自
ら
行
う
場
合

合
、
同
条
第
四
項
の
許
可
を
受
け
て
認
定
関
係
事
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
廃
止

、
同
条
第
四
項
の
許
可
を
受
け
て
認
定
関
係
事
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
廃
止
す
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す
る
場
合
又
は
環
境
大
臣
若
し
く
は
都
道
府
県
知
事
が
法
第
二
十
九
条
第
二
項
若
し

る
場
合
又
は
環
境
大
臣
若
し
く
は
都
道
府
県
知
事
が
法
第
二
十
一
条
第
二
項
若
し
く

く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
し
た
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
し
た
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
認
定
等
に
関
す
る
手
数
料
の
納
付
）

（
認
定
等
に
関
す
る
手
数
料
の
納
付
）

第
十
三
条
の
十
六

法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
国
に

第
十
三
条
の
十
三

法
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
国
に

納
付
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
十
三
条
の
七
又
は
第
十
三
条
の
九
の
申
請
書
に
、
そ

納
付
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
十
三
条
の
五
又
は
第
十
三
条
の
七
の
申
請
書
に
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
額
の
収
入
印
紙
を
は
る
こ
と
に
よ
り
、
指
定

れ
ぞ
れ
当
該
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
額
の
収
入
印
紙
を
は
る
こ
と
に
よ
り
、
指
定

認
定
機
関
に
納
付
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定

認
定
機
関
に
納
付
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
関

関
係
事
務
の
実
施
に
関
す
る
規
程
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
納
付
し
な
け

係
事
務
の
実
施
に
関
す
る
規
程
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
納
付
し
な
け
れ

れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
許
可
に
当
た
つ
て
環
境
大
臣
と
の
協
議
を
要
す
る
国
定
公
園
の
海
中
公
園
地
区
に

係
る
行
為
）

第
十
三
条
の
十
四

法
第
二
十
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

そ
の
容
積
が
三
万
立
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
工
作
物
の
新
築
、
改
築
又
は
増
築

（
改
築
又
は
増
築
後
に
お
い
て
、
そ
の
容
積
が
三
万
立
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
工

作
物
と
な
る
場
合
に
お
け
る
改
築
又
は
増
築
を
含
む
。
）

二

面
積
が
二
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
る
海
面
の
埋
立
て
若
し
く
は
干
拓
又
は
海
底

の
形
状
の
変
更
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三

指
定
湿
地
又
は
指
定
世
界
遺
産
区
域
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
法
第
二
十
四
条
第

三
項
各
号
（
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
行
為

四

海
中
公
園
地
区
の
区
域
内
に
指
定
湿
地
又
は
指
定
世
界
遺
産
区
域
内
の
全
部
又

は
一
部
が
含
ま
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
海
中
公
園
地
区
内
に
お
い
て
行
わ

れ
る
法
第
二
十
四
条
第
三
項
第
六
号
に
掲
げ
る
行
為

（
海
中
公
園
地
区
内
に
お
け
る
許
可
又
は
届
出
を
要
し
な
い
行
為
）

第
十
三
条
の
十
五

法
第
二
十
四
条
第
八
項
第
二
号
に
規
定
す
る
環
境
省
令
で
定
め
る

行
為
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

第
十
二
条
第
六
号
の
三
、
第
二
十
二
号
の
二
又
は
第
二
十
二
号
の
八
か
ら
第
二

十
二
号
の
十
一
ま
で
に
掲
げ
る
行
為

二

航
路
標
識
そ
の
他
船
舶
の
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
又
は

気
象
、
地
象
若
し
く
は
水
象
の
観
測
に
必
要
な
施
設
を
改
築
し
、
又
は
増
築
す
る

こ
と
。

三

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
六
十
一
条
の
規
定
に
基

づ
き
大
学
が
付
置
す
る
臨
海
実
験
所
等
の
研
究
施
設
に
お
け
る
研
究
計
画
又
は
正

規
の
教
育
課
程
（
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
も
の
に
限
る
。
）
に
基
づ
い
て
行

う
法
第
二
十
四
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為

四

専
ら
海
上
の
航
行
の
用
に
供
す
る
船
舶
を
係
留
す
る
こ
と
。

五

法
令
の
規
定
に
よ
り
航
路
標
識
そ
の
他
船
舶
の
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め

の
施
設
を
係
留
し
、
又
は
気
象
、
地
象
若
し
く
は
水
象
の
観
測
に
必
要
な
機
器
を

係
留
す
る
こ
と
。

六

船
舶
又
は
積
荷
の
急
迫
し
た
危
難
を
避
け
る
た
め
、
必
要
な
応
急
措
置
と
し
て
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仮
工
作
物
を
新
築
し
、
又
は
物
を
係
留
す
る
こ
と
。

七

敷
設
又
は
修
理
中
の
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）

第
百
四
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
水
底
線
路
の
位
置
を
示
す
浮
標
を
係
留
す
る
こ

と
。

八

水
産
資
源
保
護
法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
護
水
面
の
管
理
計
画
に
基

づ
い
て
行
う
行
為

九

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
四
十
二
条
の
規
定
に
よ

る
保
安
規
程
に
基
づ
き
、
電
気
工
作
物
を
点
検
し
、
又
は
検
査
す
る
た
め
に
必
要

な
行
為

十

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第

百
三
十
六
号
）
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
船
舶
又
は
同
条
第
十
号
に
規
定
す
る

海
洋
施
設
か
ら
汚
水
又
は
廃
水
を
排
出
す
る
こ
と
。

十
一

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
工
作
物
等
を
修
繕
す
る
た
め
に
必
要
な
行

為
十
二

前
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
付
帯
す
る
行
為

（
普
通
地
域
内
に
お
け
る
行
為
の
届
出
）

（
普
通
地
域
内
に
お
け
る
行
為
の
届
出
）

第
十
三
条
の
十
七

法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
行
為
の
種
類
、

第
十
三
条
の
十
六

法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
行
為
の
種
類
、

場
所
、
施
行
方
法
、
着
手
予
定
日
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出

場
所
、
施
行
方
法
、
着
手
予
定
日
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出

書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も

３

法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
行
為
者
の
住
所
及
び
氏

の
と
す
る
。

名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
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一

行
為
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者

名
）
、
行
為
の
目
的
、
行
為
地
及
び
そ
の
附
近
の
状
況
並
び
に
行
為
の
完
了
予
定
日

の
氏
名

と
す
る
。

二

行
為
の
目
的

三

行
為
地
及
び
そ
の
付
近
の
状
況

四

行
為
の
完
了
予
定
日

（
工
作
物
の
基
準
）

（
工
作
物
の
基
準
）

第
十
四
条

法
第
三
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は

第
十
四
条

法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
域
の
区
分
に
従
い
、
工
作
物
の
種
類
ご
と
に
当
該
各
号
に

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
域
の
区
分
に
従
い
、
工
作
物
の
種
類
ご
と
に
当
該
各
号
に

定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一

海
域
以
外
の
区
域

一

海
面
以
外
の
区
域

イ
～
リ

（
略
）

イ
～
リ

（
略
）

二

海
域
の
区
域
（
次
号
の
区
域
を
除
く
。
）

二

海
面
の
区
域
（
次
号
の
区
域
を
除
く
。
）

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

三

海
域
公
園
地
区
の
周
辺
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
当
該
海
域
公
園
地
区
に
接
続
す
る

三

海
中
公
園
地
区
の
周
辺
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
当
該
海
中
公
園
地
区
に
接
続
す
る

海
域
の
区
域

海
面
の
区
域

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

（
普
通
地
域
内
に
お
け
る
届
出
を
要
し
な
い
行
為
）

（
普
通
地
域
内
に
お
け
る
届
出
を
要
し
な
い
行
為
）

第
十
五
条

法
第
三
十
三
条
第
七
項
第
四
号
に
規
定
す
る
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は

第
十
五
条

法
第
二
十
六
条
第
七
項
第
三
号
に
規
定
す
る
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

第
十
二
条
第
一
号
か
ら
第
十
号
の
五
ま
で
、
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で

一

第
十
二
条
第
一
号
か
ら
第
十
号
の
四
ま
で
、
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で

、
第
二
十
三
号
か
ら
第
二
十
六
号
の
二
ま
で
、
第
二
十
八
号
若
し
く
は
第
二
十
九

、
第
二
十
三
号
か
ら
第
二
十
六
号
の
二
ま
で
、
第
二
十
八
号
若
し
く
は
第
二
十
九
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号
に
掲
げ
る
行
為
又
は
第
十
三
条
の
三
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
六
号
、
第

号
に
掲
げ
る
行
為
又
は
第
十
三
条
の
十
五
第
二
号
、
第
六
号
、
第
八
号
、
第
九
号

九
号
、
第
十
一
号
、
第
十
二
号
若
し
く
は
第
二
十
七
号
に
掲
げ
る
行
為

若
し
く
は
第
十
一
号
に
掲
げ
る
行
為

二
～
十
七

（
略
）

二
～
十
七

（
略
）

（
既
着
手
行
為
等
の
届
出
書
）

（
既
着
手
行
為
等
の
届
出
書
）

第
十
五
条
の
二

法
第
二
十
条
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
、
第
二
十
一
条
第
六
項
若
し

第
十
五
条
の
二

法
第
十
三
条
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
、
第
十
四
条
第
六
項
若
し
く

く
は
第
七
項
又
は
第
二
十
二
条
第
六
項
若
し
く
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、

は
第
七
項
又
は
第
二
十
四
条
第
六
項
若
し
く
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

一

行
為
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及

び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
）

二
～
六

（
略
）

二
～
六

（
略
）

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
第
十
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
図
面
を
添
え
な
け
れ
ば
な

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
第
十
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
図
面
を
添
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
二
十
条
第
七
項
、
第
二
十
一
条
第
七
項
又
は
第
二
十
二
条

ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
十
三
条
第
七
項
、
第
十
四
条
第
七
項
又
は
第
二
十
四
条
第

第
七
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
あ
つ
て
は
、
第
十
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
図
面

七
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
あ
つ
て
は
、
第
十
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
図
面
を

を
添
え
れ
ば
足
り
る
。

添
え
れ
ば
足
り
る
。

（
許
可
の
申
請
書
又
は
届
出
書
の
添
付
図
面
等
の
省
略
等
）

（
許
可
の
申
請
書
又
は
届
出
書
の
添
付
図
面
等
の
省
略
等
）

第
十
五
条
の
三

法
第
二
十
条
第
三
項
、
第
二
十
一
条
第
三
項
若
し
く
は
第
二
十
二
条

第
十
五
条
の
三

法
第
十
三
条
第
三
項
、
第
十
四
条
第
三
項
若
し
く
は
第
二
十
四
条
第

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
行
為
又
は
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
行
為
又
は
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

よ
る
届
出
を
了
し
た
行
為
の
変
更
に
係
る
許
可
の
申
請
又
は
届
出
に
あ
つ
て
は
、
第

る
届
出
を
了
し
た
行
為
の
変
更
に
係
る
許
可
の
申
請
又
は
届
出
に
あ
つ
て
は
、
第
十

十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
又
は
第
十
三
条
の
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
又

条
第
二
項
及
び
第
三
項
又
は
第
十
三
条
の
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
又
は

は
届
出
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
図
面
又
は
書
類
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

届
出
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
図
面
又
は
書
類
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
添

添
付
図
面
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
そ
の
変
更
に
関
す
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
た

付
図
面
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
そ
の
変
更
に
関
す
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
た
も
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も
の
を
添
え
れ
ば
足
り
る
。

の
を
添
え
れ
ば
足
り
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
に
該
当
す
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
二
十
条
第
三
項
、
第
二
十
一
条
第
三
項

３

第
一
項
に
該
当
す
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
十
三
条
第
三
項
、
第
十
四
条
第
三
項
若

若
し
く
は
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
又
は
法
第
二
十
条
第
六

し
く
は
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
又
は
法
第
十
三
条
第
六
項

項
若
し
く
は
第
八
項
、
第
二
十
一
条
第
六
項
、
第
二
十
二
条
第
六
項
若
し
く
は
第
三

若
し
く
は
第
八
項
、
第
十
四
条
第
六
項
、
第
二
十
四
条
第
六
項
若
し
く
は
第
二
十
六

十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
行
為
が
、
軽
易
な
も
の
で
あ
る
こ
と
そ

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
行
為
が
、
軽
易
な
も
の
で
あ
る
こ
と
そ
の
他

の
他
の
理
由
に
よ
り
添
付
図
面
等
の
全
部
を
添
え
る
必
要
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と

の
理
由
に
よ
り
添
付
図
面
等
の
全
部
を
添
え
る
必
要
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は

き
は
、
当
該
添
付
図
面
等
の
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

、
当
該
添
付
図
面
等
の
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
章

生
態
系
維
持
回
復
事
業

（
国
立
公
園
に
お
け
る
生
態
系
維
持
回
復
事
業
の
確
認
）

第
十
五
条
の
四

地
方
公
共
団
体
が
、
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
確
認
を
受
け
る
場
合

は
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
環
境
大
臣
の
確
認
を
受
け
る
も
の
と

す
る
。

一

そ
の
行
う
生
態
系
維
持
回
復
事
業
が
国
立
公
園
に
お
け
る
生
態
系
維
持
回
復
事

業
計
画
に
適
合
す
る
こ
と
。

二

そ
の
行
う
生
態
系
維
持
回
復
事
業
の
内
容
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と

。イ

生
態
系
の
状
況
の
把
握
及
び
監
視

ロ

生
態
系
の
維
持
又
は
回
復
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
動
植
物
の
防
除

ハ

動
植
物
の
生
息
環
境
又
は
生
育
環
境
の
維
持
又
は
改
善

ニ

生
態
系
の
維
持
又
は
回
復
に
必
要
な
動
植
物
の
保
護
増
殖
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ホ

生
態
系
の
維
持
又
は
回
復
に
資
す
る
普
及
啓
発

ヘ

前
各
号
に
掲
げ
る
事
業
に
必
要
な
調
査
等

（
国
立
公
園
に
お
け
る
生
態
系
維
持
回
復
事
業
の
認
定
）

第
十
五
条
の
五

国
及
び
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
が
、
法
第
三
十
九
条
第
三
項
の
認

定
を
受
け
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
環
境
大
臣
の
認
定

を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

一

そ
の
者
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

イ

成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人

ロ

こ
の
法
の
規
定
に
よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行

を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者

二

そ
の
行
う
生
態
系
維
持
回
復
事
業
が
国
立
公
園
に
お
け
る
生
態
系
維
持
回
復
事

業
計
画
に
適
合
す
る
こ
と
。

三

そ
の
行
う
生
態
系
維
持
回
復
事
業
の
内
容
が
前
条
第
二
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

（
生
態
系
維
持
回
復
事
業
の
確
認
又
は
認
定
の
申
請
）

第
十
五
条
の
六

法
第
三
十
九
条
第
四
項
の
生
態
系
維
持
回
復
事
業
の
確
認
又
は
認
定

の
申
請
は
、
書
面
を
提
出
す
る
方
法
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
を

も
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
三
十
九
条
第
四
項
第
四
号
に
規
定
す
る
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
生
態

系
維
持
回
復
事
業
を
行
う
期
間
と
す
る
。

３

法
第
三
十
九
条
第
五
項
に
規
定
す
る
環
境
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
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掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

生
態
系
維
持
回
復
事
業
を
行
う
区
域
を
明
ら
か
に
し
た
縮
尺
二
万
五
千
分
の
一

以
上
の
地
形
図

二

生
態
系
維
持
回
復
事
業
の
実
施
方
法
等
を
記
載
し
た
生
態
系
維
持
回
復
事
業
実

施
計
画
書

４

前
項
の
書
類
の
添
付
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

（
変
更
の
確
認
又
は
認
定
を
要
し
な
い
軽
微
な
変
更
）

第
十
五
条
の
七

法
第
三
十
九
条
第
六
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
環
境
省
令
で
定
め
る

軽
微
な
変
更
は
、
同
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
と
す
る
。

（
生
態
系
維
持
回
復
事
業
の
内
容
の
変
更
の
確
認
又
は
認
定
の
申
請
）

第
十
五
条
の
八

法
第
三
十
九
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
確
認
又
は
認
定
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
環
境
大
臣

に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

氏
名
又
は
名
称
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

変
更
の
内
容

三

変
更
を
必
要
と
す
る
理
由

（
国
定
公
園
に
お
け
る
生
態
系
維
持
回
復
事
業
の
確
認
及
び
認
定
）

第
十
五
条
の
九

第
十
五
条
の
四
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
国
定
公
園
に
お
け
る
生

態
系
維
持
回
復
事
業
の
確
認
及
び
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
環
境
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
「
国
立
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公
園
」
と
あ
る
の
は
「
国
定
公
園
」
と
、
第
十
五
条
の
四
中
「
地
方
公
共
団
体
」
と

あ
る
の
は
「
都
道
府
県
以
外
の
地
方
公
共
団
体
」
と
、
「
法
第
三
十
九
条
第
二
項
」

と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
一
条
第
二
項
」
と
、
第
十
五
条
の
五
中
「
法
第
三
十
九
条

第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
一
条
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
章

風
景
地
保
護
協
定
及
び
公
園
管
理
団
体

第
三
章

風
景
地
保
護
協
定
及
び
公
園
管
理
団
体

（
風
景
地
保
護
協
定
の
基
準
）

（
風
景
地
保
護
協
定
の
基
準
）

第
十
五
条
の
十

法
第
四
十
三
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基

第
十
五
条
の
四

法
第
三
十
一
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基

準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

（
風
景
地
保
護
協
定
の
公
告
）

（
風
景
地
保
護
協
定
の
公
告
）

第
十
五
条
の
十
一

法
第
四
十
四
条
第
一
項
（
法
第
四
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

第
十
五
条
の
五

法
第
三
十
二
条
第
一
項
（
法
第
三
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
公
報
、
掲

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
公
報
、
掲
示

示
そ
の
他
の
方
法
で
行
う
も
の
と
す
る
。

そ
の
他
の
方
法
で
行
う
も
の
と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

（
風
景
地
保
護
協
定
の
締
結
の
公
告
）

（
風
景
地
保
護
協
定
の
締
結
の
公
告
）

第
十
五
条
の
十
二

前
条
の
規
定
は
、
法
第
四
十
六
条
（
法
第
四
十
七
条
に
お
い
て
準

第
十
五
条
の
六

前
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
四
条
（
法
第
三
十
五
条
に
お
い
て
準
用

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
公
園
管
理
団
体
の
指
定
基
準
）

（
公
園
管
理
団
体
の
指
定
基
準
）
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第
十
五
条
の
十
三

法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
園
管
理
団
体
の
指
定
は

第
十
五
条
の
七

法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
園
管
理
団
体
の
指
定
は
、

、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
行
う
も
の
と

次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す

す
る
。

る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

自
然
環
境
に
関
す
る
科
学
的
知
見
を
有
し
て
い
る
こ
と
そ
の
他
法
第
五
十
条
各

二

自
然
環
境
に
関
す
る
科
学
的
知
見
を
有
し
て
い
る
こ
と
そ
の
他
法
第
三
十
八
条

号
に
掲
げ
る
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
技
術
的
な
基
礎
を
有

各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
技
術
的
な
基
礎
を

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

十
分
な
活
動
実
績
を
有
し
て
い
る
こ
と
そ
の
他
法
第
五
十
条
各
号
に
掲
げ
る
業

三

十
分
な
活
動
実
績
を
有
し
て
い
る
こ
と
そ
の
他
法
第
三
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る

務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
人
員
及
び
財
政
的
基
礎
を
有
す
る
も

業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
人
員
及
び
財
政
的
基
礎
を
有
す
る

の
で
あ
る
こ
と
。

も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

営
利
を
目
的
と
し
な
い
こ
と
そ
の
他
法
第
五
十
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
公
正

四

営
利
を
目
的
と
し
な
い
こ
と
そ
の
他
法
第
三
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
公

か
つ
適
確
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

正
か
つ
適
確
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
五
章

雑
則

第
四
章

雑
則

（
証
明
書
の
様
式
）

（
証
明
書
の
様
式
）

第
十
六
条

法
第
十
七
条
第
二
項
、
第
三
十
条
第
二
項
、
第
三
十
五
条
第
三
項
、
第
三

第
十
六
条

法
第
二
十
二
条
第
二
項
、
第
二
十
八
条
第
三
項
、
第
三
十
条
第
三
項
若
し

十
七
条
第
三
項
又
は
第
六
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
の
携
帯
す
る
証

く
は
第
五
十
条
第
四
項
又
は
令
第
十
二
条
第
二
項
（
令
第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
に

明
書
は
、
様
式
第
一
、
様
式
第
二
、
様
式
第
三
、
様
式
第
四
又
は
様
式
第
五
に
よ
る

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
の
携
帯
す
る
証
明
書

。

は
、
様
式
第
一
、
様
式
第
二
、
様
式
第
三
、
様
式
第
四
又
は
様
式
第
五
に
よ
る
。

（
補
償
請
求
書
）

（
補
償
請
求
書
）

第
十
七
条

法
第
六
十
四
条
第
二
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

第
十
七
条

法
第
五
十
二
条
第
二
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
規
定
に
よ
り
補
償
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項

。
）
の
規
定
に
よ
り
補
償
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
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を
記
載
し
た
請
求
書
を
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

を
記
載
し
た
請
求
書
を
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

一

請
求
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及

び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

(

略)

（
延
滞
金
）

（
延
滞
金
）

第
十
八
条

法
第
六
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
延
滞
金
は
、
年
十
・
七
五
パ
ー
セ
ン

第
十
八
条

法
第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
延
滞
金
は
、
年
十
・
七
五
パ
ー
セ
ン

ト
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
額
と
す
る
。

ト
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
額
と
す
る
。

（
環
境
大
臣
と
の
協
議
を
要
す
る
国
定
公
園
に
係
る
国
の
機
関
の
行
な
う
行
為
）

（
環
境
大
臣
と
の
協
議
を
要
す
る
国
定
公
園
に
係
る
国
の
機
関
の
行
な
う
行
為
）

第
十
九
条

法
第
六
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
の

第
十
九
条

法
第
五
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
当
該
行
為
が
行
わ
れ
る
区
域
の
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る

各
号
に
掲
げ
る
当
該
行
為
が
行
わ
れ
る
区
域
の
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

海
域
公
園
地
区

第
十
三
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
行
為

三

海
中
公
園
地
区

第
十
三
条
の
十
四
各
号
に
掲
げ
る
行
為

（
権
限
の
委
任
）

（
権
限
の
委
任
）

第
二
十
条

法
及
び
こ
の
省
令
に
規
定
す
る
環
境
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る

第
二
十
条

法
、
令
及
び
こ
の
省
令
に
規
定
す
る
環
境
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲

も
の
は
、
地
方
環
境
事
務
所
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
号
、
第
十
二
号
、
第

げ
る
も
の
は
、
地
方
環
境
事
務
所
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
号
、
第
十
号
、

十
五
号
、
第
十
六
号
、
第
十
八
号
（
法
第
四
十
条
第
四
号
に
規
定
す
る
権
限
に
限
る

第
十
一
号
及
び
第
二
十
二
号
（
令
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
を
令
第
十
六
条
に
お
い

。
）
及
び
第
十
九
号
に
掲
げ
る
権
限
に
つ
い
て
は
、
環
境
大
臣
が
自
ら
行
う
こ
と
を

て
準
用
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
権
限
に
つ
い
て
は
、
環
境
大
臣
が
自
ら
行

妨
げ
な
い
。

う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
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一

法
第
十
条
第
六
項
、
第
九
項
及
び
第
十
項
に
規
定
す
る
権
限
（
次
の
掲
げ
る
行

為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

イ

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

の
変
更

ロ

特
別
地
域
（
特
別
保
護
地
区
を
除
く
。
）
に
お
い
て
執
行
さ
れ
る
公
園
事
業

に
係
る
施
設
の
位
置
、
規
模
又
は
構
造
の
変
更

ハ

特
別
保
護
地
区
又
は
海
域
公
園
地
区
に
お
い
て
執
行
さ
れ
る
公
園
事
業
に
係

る
施
設
の
構
造
の
変
更
（
施
設
の
位
置
の
変
更
又
は
規
模
の
拡
大
を
伴
う
も
の

を
除
く
。
）

ニ

特
別
保
護
地
区
又
は
海
域
公
園
地
区
に
お
い
て
執
行
さ
れ
る
公
園
事
業
に
係

る
施
設
の
位
置
、
規
模
又
は
構
造
の
変
更
で
あ
つ
て
、
変
更
後
の
施
設
の
水
平

投
影
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
（
ハ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ホ

公
園
施
設
の
管
理
又
は
経
営
の
方
法
の
変
更

ヘ

令
第
一
条
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
公
園
施
設
の
供
用
開
始
の
予

定
年
月
日
の
変
更

ト

工
事
の
施
行
の
予
定
期
間
の
変
更

二

法
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限

三

法
第
十
三
条
に
規
定
す
る
権
限

四

法
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限

五

法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限

六

法
第
二
十
条
第
三
項
（
次
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
六

一

法
第
十
三
条
第
三
項
（
次
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
六

項
か
ら
第
八
項
ま
で
に
規
定
す
る
権
限

項
か
ら
第
八
項
ま
で
に
規
定
す
る
権
限

イ

法
第
二
十
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

イ

法
第
十
三
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
令
附
則
第
三
項
第
一
号
ロ
又
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も
の
に
限
る
。
）

は
ハ
に
掲
げ
る
行
為
（
パ
ラ
ボ
ラ
ア
ン
テ
ナ
の
新
築
又
は
増
築
に
つ
い
て
は
、

高
さ
（
増
築
に
あ
つ
て
は
、
増
築
部
分
の
高
さ
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
十
三
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
を
除
く
。
）
以
外
の
行
為
で
あ
つ
て

、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

そ
の
高
さ
（
増
築
に
あ
つ
て
は
、
増
築
部
分
の
高
さ
を
い
う
。
以
下
こ
の

そ
の
高
さ
又
は
水
平
投
影
面
積
（
増
築
に
あ
つ
て
は
、
増
築
部
分
の
水
平

(1)

(1)

号
、
次
号
イ

に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
水
平
投
影
面
積
（
増
築
に
あ
つ
て

投
影
面
積
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
、
次
号
イ

及
び
第
七
号
イ

に
お
い
て

(1)

(1)

(1)

は
、
増
築
部
分
の
水
平
投
影
面
積
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
、
次
号
イ

及
び

同
じ
。
）
が
、
第
十
一
条
第
三
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
定
め
た

(1)

第
八
号
イ

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
第
十
一
条
第
三
十
五
項
の
規
定
に
よ

基
準
に
適
合
し
た
工
作
物
の
新
築
又
は
増
築

(1)

り
環
境
大
臣
が
定
め
た
基
準
に
適
合
し
た
工
作
物
の
新
築
又
は
増
築

そ
の
高
さ
が
二
十
五
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
水
平
投
影
面

そ
の
高
さ
（
建
築
物
に
あ
つ
て
は
、
建
築
設
備
を
除
い
て
算
定
し
た
高
さ

(2)

(2)

積
が
四
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
工
作
物
の
新
築
又
は
増
築
（

か
ら

を
い
う
。
）
が
十
三
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
水
平
投
影
面
積

(3)

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
工
作
物
の
新
築
又
は
増
築
（

又
は

(6)

(3)

(4)

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

そ
の
水
平
投
影
面
積
が
四
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
道
路
（
法
面
等

そ
の
水
平
投
影
面
積
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
道
路
（
法
面
等

(3)

(3)

道
路
付
帯
施
設
を
含
む
。
）
の
新
築
又
は
増
築

道
路
付
帯
施
設
を
含
む
。
）
の
新
築
又
は
増
築

そ
の
高
さ
（
建
築
設
備
を
除
い
て
算
定
し
た
高
さ
を
い
う
。
）
が
十
三
メ

(4)
ー
ト
ル
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
水
平
投
影
面
積
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
下
で
あ
る
建
築
物
の
新
築
又
は
増
築

電
柱
（
電
話
柱
を
含
む
。
）
の
新
築
又
は
増
築

電
柱
（
電
話
柱
を
含
む
。
）
の
新
築
又
は
増
築

(5)

(4)

住
宅
及
び
仮
工
作
物
の
新
築
又
は
増
築

(6)

工
作
物
の
改
築

工
作
物
の
改
築

(7)

(5)

ロ

法
第
二
十
条
第
三
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為

ロ

法
第
十
三
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為

ハ

法
第
二
十
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
行
為
（
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

ハ

法
第
十
三
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
（
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
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も
の
に
限
る
。
）

も
の
に
限
る
。
）

ボ
ー
リ
ン
グ
機
械
を
用
い
て
行
う
土
石
の
採
取
（
地
熱
開
発
と
し
て
行
う

ボ
ー
リ
ン
グ
機
械
を
用
い
て
行
う
土
石
の
採
取
（
地
熱
開
発
と
し
て
行
う

(1)

(1)

も
の
を
除
く
。
）

も
の
を
除
く
。
）

掘
採
又
は
採
取
す
る
量
が
一
立
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
鉱
物
の
掘
採
又
は
土

掘
採
又
は
採
取
す
る
量
が
一
立
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
鉱
物
の
掘
採
又
は
土

(2)

(2)

石
の
採
取

石
の
採
取

河
川
、
湖
沼
及
び
海
岸
に
た
い
積
し
た
砂
利
の
採
取
（
採
取
の
場
所
が
採

河
川
に
た
い
積
し
た
砂
利
の
採
取
（
採
取
の
場
所
が
採
取
前
の
状
態
に
復

(3)

(3)

取
前
の
状
態
に
復
す
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。

す
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

）
法
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
、
現
に
露
天
掘
り
に
よ

(4)
る
土
石
の
採
取
を
行
つ
て
い
る
者
が
そ
の
採
取
を
行
つ
て
い
る
土
地
に
隣
接

し
た
土
地
に
お
い
て
生
業
の
維
持
の
た
め
に
行
う
土
石
の
採
取

ニ

法
第
二
十
条
第
五
号
に
掲
げ
る
行
為
（
法
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

許
可
を
受
け
、
現
に
水
位
又
は
水
量
に
増
減
を
及
ぼ
し
て
い
る
者
が
水
位
の
変

動
に
つ
い
て
の
計
画
を
変
更
す
る
も
の
に
限
る
。
）

ホ

法
第
二
十
条
第
三
項
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為

ニ

法
第
十
三
条
第
三
項
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為

ヘ

法
第
二
十
条
第
三
項
第
九
号
に
掲
げ
る
行
為
（
埋
立
て
又
は
干
拓
を
す
る
土

ホ

法
第
十
三
条
第
三
項
第
八
号
に
掲
げ
る
行
為
（
埋
立
て
又
は
干
拓
を
す
る
土

地
の
水
平
投
影
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
（
普
通
地
域
に
ま
た
が

地
の
水
平
投
影
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
（
普
通
地
域
に
ま
た
が

つ
て
行
わ
れ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
普
通
地
域
内
の
埋
立
て
又
は
干
拓
の
面
積

つ
て
行
わ
れ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
普
通
地
域
内
の
埋
立
て
又
は
干
拓
の
面
積

を
含
め
た
水
平
投
影
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
）
に
限
る
。
）

を
含
め
た
水
平
投
影
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
）
に
限
る
。
）

ト

法
第
二
十
条
第
三
項
第
十
号
に
掲
げ
る
行
為
（
土
地
の
形
状
を
変
更
す
る
面

ヘ

法
第
十
三
条
第
三
項
第
九
号
に
掲
げ
る
行
為
（
ゴ
ル
フ
コ
ー
ス
の
用
に
供
す

積
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

る
た
め
に
行
う
土
地
の
形
状
の
変
更
で
あ
つ
て
、
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
の
土
地
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

チ

法
第
二
十
条
第
三
項
第
十
一
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為

ト

法
第
十
三
条
第
三
項
第
十
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
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七

法
第
二
十
一
条
第
三
項
（
次
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六

二

法
第
十
四
条
第
三
項
（
次
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六
項

項
及
び
第
七
項
に
規
定
す
る
権
限

及
び
第
七
項
に
規
定
す
る
権
限

イ

法
第
二
十
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

イ

法
第
十
三
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
に
限
る
。
）

も
の
に
限
る
。
）

そ
の
高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
水
平
投
影
面
積

そ
の
水
平
投
影
面
積
が
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
工
作
物
の
新
築
又

(1)

(1)

が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
工
作
物
の
新
築
又
は
増
築
（

に
掲
げ
る

は
増
築

(2)

も
の
を
除
く
。
）

仮
工
作
物
の
新
築
及
び
増
築

(2)

工
作
物
の
改
築

工
作
物
の
改
築

(3)

(2)

第
十
二
条
第
一
号
か
ら
第
六
号
の
二
ま
で
、
第
七
号
か
ら
第
八
号
ま
で
及

第
十
二
条
第
一
号
か
ら
第
六
号
の
二
ま
で
、
第
七
号
か
ら
第
八
号
ま
で
及

(4)

(3)

び
第
十
号
か
ら
第
十
号
の
五
ま
で
に
掲
げ
る
行
為

び
第
十
号
か
ら
第
十
号
の
四
ま
で
に
掲
げ
る
行
為

ロ

法
第
二
十
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為

ロ

法
第
十
三
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為

ハ

法
第
二
十
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
行
為
（
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

ハ

法
第
十
三
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
（
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
に
限
る
。
）

も
の
に
限
る
。
）

掘
採
又
は
採
取
す
る
量
が
一
立
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
鉱
物
の
掘
採
又
は
土

試
験
研
究
又
は
学
術
研
究
を
目
的
と
し
、
か
つ
、
掘
採
又
は
採
取
す
る
量

(1)

(1)

石
の
採
取

が
一
立
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
鉱
物
の
掘
採
又
は
土
石
の
採
取
（
ボ
ー
リ
ン
グ

機
械
を
用
い
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）

河
川
、
湖
沼
又
は
海
岸
に
た
い
積
し
た
砂
利
の
採
取
（
採
取
の
場
所
が
採

(2)
取
前
の
状
態
に
復
す
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。

）

第
十
二
条
第
十
八
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為

(2)

第
十
二
条
第
十
八
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為

(3)
ニ

法
第
二
十
条
第
三
項
第
五
号
に
掲
げ
る
行
為
（
法
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
許
可
を
受
け
、
現
に
水
位
又
は
水
量
に
増
減
を
及
ぼ
し
て
い
る
者
が
水
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位
の
変
動
に
つ
い
て
の
計
画
を
変
更
す
る
も
の
に
限
る
。
）

ニ

法
第
十
三
条
第
三
項
第
五
号
、
第
六
号
及
び
第
十
二
号
、
法
第
十
四
条
第
三

ホ

法
第
二
十
条
第
三
項
第
六
号
、
第
七
号
及
び
第
十
五
号
、
法
第
二
十
一
条
第

項
第
二
号
か
ら
第
九
号
ま
で
並
び
に
令
第
十
八
条
に
掲
げ
る
行
為

三
項
第
二
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為

ホ

第
十
二
条
第
二
十
一
号
、
第
二
十
二
号
及
び
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
行
為

ヘ

第
十
二
条
第
二
十
一
号
、
第
二
十
二
号
及
び
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
行
為

八

法
第
二
十
二
条
第
三
項
（
次
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六

項
及
び
第
七
項
に
規
定
す
る
権
限

イ

法
第
二
十
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
に
限
る
。
）

そ
の
水
平
投
影
面
積
が
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
工
作
物
の
新
築
又

(1)
は
増
築

工
作
物
の
改
築

(2)

第
十
二
条
第
一
号
か
ら
第
六
号
の
二
ま
で
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
の
五

(3)
ま
で
に
掲
げ
る
行
為

ロ

法
第
二
十
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
行
為
（
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
に
限
る
。
）

試
験
研
究
又
は
学
術
研
究
を
目
的
と
し
、
か
つ
、
掘
採
又
は
採
取
す
る
量

(1)
が
一
立
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
鉱
物
の
掘
採
又
は
土
石
の
採
取
（
ボ
ー
リ
ン
グ

機
械
を
用
い
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）

第
十
二
条
第
十
八
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為

(2)
ハ

法
第
二
十
条
第
三
項
第
七
号
並
び
に
第
二
十
二
条
第
三
項
第
二
号
、
第
五
号

か
ら
第
七
号
に
掲
げ
る
行
為

三

法
第
十
五
条
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
権
限

九

法
第
二
十
三
条
第
三
項
第
七
号
に
規
定
す
る
権
限

四

法
第
十
六
条
第
一
項

、
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
に
規
定
す
る
権
限

十

法
第
二
十
四
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
、
第
五
項
、
第
七
項
及
び
第
八
項
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に
規
定
す
る
権
限

五

法
第
十
九
条
第
五
項
に
規
定
す
る
権
限

十
一

法
第
二
十
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
権
限

六

法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限

十
二

法
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限

七

法
第
二
十
四
条
第
三
項
（
次
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六

項
及
び
第
七
項
に
規
定
す
る
権
限

イ

法
第
十
三
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
に
限
る
。
）

そ
の
水
平
投
影
面
積
が
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
工
作
物
の
新
築
又

(1)
は
増
築

工
作
物
の
改
築

(2)

第
十
二
条
第
一
号
か
ら
第
六
号
の
二
ま
で
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
の
四

(3)
ま
で
に
掲
げ
る
行
為

ロ

法
第
十
三
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
（
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
に
限
る
。
）

試
験
研
究
又
は
学
術
研
究
を
目
的
と
し
、
か
つ
、
掘
採
又
は
採
取
す
る
量

(1)
が
一
立
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
鉱
物
の
掘
採
又
は
土
石
の
採
取
（
ボ
ー
リ
ン
グ

機
械
を
用
い
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）

第
十
二
条
第
十
八
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為

(2)
ハ

法
第
十
三
条
第
三
項
第
六
号
並
び
に
第
二
十
四
条
第
三
項
第
二
号
、
第
五
号

及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
行
為

八

法
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
権
限
（
地
方
環
境
事
務
所
長
の
許
可
に
係
る
も
の

十
三

法
第
三
十
二
条
に
規
定
す
る
権
限
（
地
方
環
境
事
務
所
長
の
許
可
に
係
る
も

に
限
る
。
）

の
に
限
る
。
）

九

法
第
二
十
六
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
に
規
定
す
る
権
限

十
四

法
第
三
十
三
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
に
規
定
す
る
権
限

十

法
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限
（
地
方
環
境
事
務
所
長
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十
五

法
第
三
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限
（
地
方
環
境
事
務
所

の
許
可
又
は
処
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

長
の
許
可
又
は
処
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

十
一

法
第
二
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限

十
六

法
第
三
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限

十
七

法
第
三
十
九
条
第
二
項
、
第
三
項
、
第
六
項
及
び
第
九
項
に
規
定
す
る
権
限

十
八

法
第
四
十
条
に
規
定
す
る
権
限

十
九

法
第
四
十
二
条
に
規
定
す
る
権
限

十
二

法
第
五
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限

二
十

法
第
六
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限

十
三

法
第
五
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
権
限
（
次
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
も
の

二
十
一

法
第
六
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
権
限
（
第
一
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲

に
限
る
。
）

げ
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

イ

特
別
地
域
（
特
別
保
護
地
区
を
除
く
。
）
に
お
い
て
執
行
さ
れ
る
公
園
事
業

に
係
る
施
設
の
位
置
、
規
模
又
は
構
造
の
変
更

ロ

特
別
保
護
地
区
又
は
海
中
公
園
地
区
に
お
い
て
執
行
さ
れ
る
公
園
事
業
に
係

る
施
設
の
構
造
の
変
更
（
施
設
の
位
置
の
変
更
又
は
規
模
の
拡
大
を
伴
う
も
の

を
除
く
。
）

ハ

特
別
保
護
地
区
又
は
海
中
公
園
地
区
に
お
い
て
執
行
さ
れ
る
公
園
事
業
に
係

る
施
設
の
位
置
、
規
模
又
は
構
造
の
変
更
で
あ
つ
て
、
変
更
後
の
施
設
の
水
平

投
影
面
積
が
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
（
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ニ

施
設
の
管
理
又
は
経
営
の
方
法
の
概
要
の
変
更

十
四

法
第
五
十
六
条
第
一
項
（
第
一
号
イ
か
ら
ト
ま
で
、
第
二
号
イ
か
ら
ホ
ま
で

二
十
二

法
第
六
十
八
条
第
一
項
（
第
六
号
イ
か
ら
チ
ま
で
、
第
七
号
イ
か
ら
ヘ
ま

及
び
第
七
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
協
議
に
係
る
部
分
に
限
る
。

で
及
び
第
八
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
協
議
に
関
す
る
部
分
に
限

）
、
第
三
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
権
限

る
。
）
、
第
三
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
権
限

十
五

令
第
四
条
第
二
項
（
令
第
六
条
第
二
項
（
令
第
十
六
条
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
に
規
定
す
る
権
限
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十
六

令
第
五
条
（
令
第
十
六
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
に
規
定
す
る
権
限

十
七

令
第
六
条
第
一
項
（
令
第
十
六
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
及
び
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
四
条
第
一
項
（
令
第
十
六

条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
権
限
（
第
十

三
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

十
八

令
第
七
条
（
令
第
十
六
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
に
規
定
す
る
権
限
（
公
園
事
業
の
休
止
の
承
認
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

十
九

令
第
八
条
第
一
項
（
令
第
十
六
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
に
規
定
す
る
権
限
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

イ

譲
受
人
が
法
人
で
あ
る
譲
渡
で
あ
つ
て
、
譲
渡
人
が
当
該
法
人
の
代
表
者
で

あ
る
も
の

ロ

法
人
か
ら
法
人
へ
の
譲
渡
で
あ
つ
て
、
譲
渡
人
と
譲
受
人
と
の
間
に
実
質
的

な
同
一
性
が
認
め
ら
れ
る
も
の

二
十

令
第
九
条
に
規
定
す
る
権
限
（
地
方
環
境
事
務
所
長
の
承
認
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）

二
十
一

令
第
十
一
条
（
令
第
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規

定
す
る
権
限

二
十
二

令
第
十
二
条
第
一
項
（
令
第
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
に
規
定
す
る
権
限

二
十
三

令
附
則
第
四
項
に
規
定
す
る
権
限

二
十
四

第
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
権
限

二
十
三

第
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
権
限

二
十
五

第
十
二
条
第
三
十
四
号
に
規
定
す
る
権
限
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二
十
四

第
十
二
条
第
三
十
号
に
規
定
す
る
権
限

二
十
六

第
十
三
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限

二
十
五

第
十
三
条
の
八
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限

二
十
七

第
十
五
条
第
十
六
号
に
規
定
す
る
権
限

二
十
六

第
十
五
条
第
十
六
号
に
規
定
す
る
権
限

附

則

附

則

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）

１
～
３

（
略
）

１
～
３

（
略
）

（
地
種
区
分
未
定
の
特
別
地
域
内
に
お
け
る
森
林
施
業
の
許
可
基
準
）

（
地
種
区
分
未
定
の
特
別
地
域
内
に
お
け
る
森
林
施
業
の
許
可
基
準
）

４

第
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
特
別
地
域
の
区
分
が
行
わ
れ
て
い
な
い
特
別
地
域
内

４

第
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
特
別
地
域
の
区
分
が
行
わ
れ
て
い
な
い
特
別
地
域
内

の
民
有
林
に
お
い
て
森
林
施
業
と
し
て
行
わ
れ
る
法
第
十
三
条
第
三
項
第
二
号
に
掲

の
民
有
林
に
お
い
て
森
林
施
業
と
し
て
行
わ
れ
る
法
第
二
十
条
第
三
項
第
二
号
に
掲

げ
る
行
為
に
係
る
同
条
第
四
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
第
十
一
条
第
十
四

げ
る
行
為
に
係
る
同
条
第
四
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
第
十
一
条
第
十
四

項
及
び
第
三
十
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
森
林
法
第
五
条
第
一
項
の
地
域
森
林

項
及
び
第
三
十
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
森
林
法
第
五
条
第
一
項
の
地
域
森
林

計
画
に
定
め
る
伐
採
に
関
す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

計
画
に
定
め
る
伐
採
に
関
す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
事
務
の
報
告
）

（
事
務
の
報
告
）

５

令
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
事
務
の
処
理
後
速
や
か
に
、
次
の
各
号

５

令
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
事
務
の
処
理
後
速
や
か
に
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
事
務
の
種
類
ご
と
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
提

に
掲
げ
る
事
務
の
種
類
ご
と
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
提

出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

令
附
則
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
三
号
に
掲

一

令
附
則
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
三
号
に
掲

げ
る
事
務
の
う
ち
届
出
の
受
理
に
関
す
る
も
の

げ
る
事
務
の
う
ち
届
出
の
受
理
に
関
す
る
も
の

イ

法
第
十
三
条
第
三
項
若
し
く
は
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
若

イ

法
第
二
十
条
第
三
項
若
し
く
は
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
若

し
く
は
不
許
可
の
処
分
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
処
分
」
と
い
う
。
）
又
は

し
く
は
不
許
可
の
処
分
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
処
分
」
と
い
う
。
）
又
は

法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
届
出

法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
届
出

」
と
い
う
。
）
の
受
理
の
別

」
と
い
う
。
）
の
受
理
の
別

ロ

処
分
を
受
け
た
者
又
は
届
出
を
し
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
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ロ

処
分
を
受
け
た
者
又
は
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に

は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
）

法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

ハ
～
ヘ

（
略
）

ハ
～
ヘ

（
略
）

二

令
附
則
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
（
前
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

二

令
附
則
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
（
前
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

及
び
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務

及
び
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務

イ

法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

イ

法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

期
間
の
延
長
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
期
間
の
短
縮
又
は
法
第
二
十
七
条

期
間
の
延
長
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
期
間
の
短
縮
又
は
法
第
三
十
四
条

の
規
定
に
よ
る
命
令
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
命
令
等
」
と
い
う
。
）
の
別

の
規
定
に
よ
る
命
令
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
命
令
等
」
と
い
う
。
）
の
別

ロ

命
令
等
の
相
手
方
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
主
た
る
事
務
所

ロ

命
令
等
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、

の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
）

そ
の
代
表
者
の
氏
名

ハ
～
ホ

（
略
）

ハ
～
ホ

（
略
）

三

令
附
則
第
三
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務

三

令
附
則
第
三
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務

イ

法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
又
は
同
条
第
二
項
の
規

イ

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
徴
収
又
は
同
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
立
入
り
、
検
査
若
し
く
は
調
査
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
報
告
徴

定
に
よ
る
立
入
検
査
若
し
く
は
立
入
調
査
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
報
告
徴

収
等
」
と
い
う
。
）
の
別

収
等
」
と
い
う
。
）
の
別

ロ

報
告
徴
収
等
の
相
手
方
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
主
た
る
事

ロ

報
告
徴
収
等
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て

務
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
）

は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

（
証
明
書
の
様
式
）

（
証
明
書
の
様
式
）

６

令
附
則
第
三
項
第
五
号
に
規
定
す
る
立
入
り
、
検
査
及
び
調
査
に
係
る
法
第
二
十

６

令
附
則
第
三
項
第
五
号
に
規
定
す
る
立
入
検
査
及
び
立
入
調
査
に
係
る
法
第
三
十

八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
の
携
帯
す
る
証
明
書
は
、
様
式
第
六
に
よ
る

五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
の
携
帯
す
る
証
明
書
は
、
様
式
第
六
に
よ
る

。

。
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様
式
第
一

（
表
）

こ
の
証
明
書
を
携
帯
す
る
者
は
、
自
然
公
園
法
第
十
七
条
に
規
定

す
る
立
入
検
査
等
を
行
う
職
員
で
あ
る
。

第

号

官
職

氏

名

身

分

証

明

書
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年

月

日
交
付

環
境
大
臣
（
都
道
府
県
知
事
）

印

（
裏
）

自
然
公
園
法
（
抄
）

（
報
告
徴
収
及
び
立
入
検
査
）

第
十
七
条

環
境
大
臣
は
第
十
条
第
三
項
の
認
可
を
受
け
た
者
に
対
し
、
都
道
府
県

知
事
は
前
条
第
三
項
の
認
可
を
受
け
た
者
に
対
し
、
こ
の
節
の
規
定
の
施
行
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
国
立
公
園
事
業
若
し
く
は
国
定
公
園
事
業
の
執
行
状

況
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
関
し
報
告
を
求
め
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
そ
の
国
立
公

園
事
業
若
し
く
は
国
定
公
園
事
業
に
係
る
施
設
に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
、
書

類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
を
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を

携
帯
し
、
関
係
者
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解

釈
し
て
は
な
ら
な
い
。
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第
八
十
六
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金

に
処
す
る
。

一

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を

し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し

、
若
し
く
は
質
問
に
対
し
て
陳
述
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
者

（
以
下
省
略
）

備
考

こ
の
用
紙
は
、

列
六
番
と
し
、
厚
紙
を
用
い
、
中
央
の
点
線
の
所
か
ら
二
つ

A

折
り
と
す
る
。
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様
式
第
二

様
式
第
一

（
表
）

（
表
）

こ
の
証
明
書
を
携
帯
す
る
者
は
、
自
然
公
園
法
第
三
十
条
第
一
項

こ
の
証
明
書
を
携
帯
す
る
者
は
、
自
然
公
園
法
第
二
十
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
立
入
検
査
等
を
行
う
職
員
で
あ
る
。

に
規
定
す
る
立
入
検
査
等
を
行
う
職
員
で
あ
る
。

第

号

第

号

所

属

庁

所

属

庁

官
職
（
職
名
）

氏

名

官
職
（
職
名
）

氏

名

身

分

証

明

書

身

分

証

明

書

年

月

日
交
付

年

月

日
交
付
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環
境
大
臣
（
都
道
府
県
知
事
）
印

環
境
大
臣
（
都
道
府
県
知
事
）
印

（
裏
）

（
裏
）

自
然
公
園
法
（
抄
）

自
然
公
園
法
（
抄
）

（
報
告
徴
収
及
び
立
入
検
査
）

（
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査
）

第
三
十
条

環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
第
二
十
四
条
か
ら
第
三
十
一
条
ま

第
二
十
二
条

環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
第
十
六
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま

で
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
指
定
認
定
機
関
に
対
し
、
そ
の
認

で
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
指
定
認
定
機
関
に
対
し
、
そ
の
認

定
関
係
事
務
に
関
し
報
告
を
求
め
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
指
定
認
定
機
関
の
事
務

定
関
係
事
務
に
関
し
報
告
を
求
め
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
指
定
認
定
機
関
の
事
務

所
に
立
ち
入
り
、
指
定
認
定
機
関
の
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
必
要
な
物
件
を
検
査
さ

所
に
立
ち
入
り
、
指
定
認
定
機
関
の
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
必
要
な
物
件
を
検
査
さ

せ
、
若
し
く
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

せ
、
若
し
く
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
を
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
を
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を

携
帯
し
、
関
係
者
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

携
帯
し
、
関
係
者
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解

釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
八
十
六
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金

第
七
十
三
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金

に
処
す
る
。

に
処
す
る
。

一
～
三

（
省
略
）

一
・
二

（
省
略
）

四

第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を

三

第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を

し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し

し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し

、
若
し
く
は
質
問
に
対
し
て
陳
述
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
者

、
若
し
く
は
質
問
に
対
し
て
陳
述
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
者

（
以
下
省
略
）

（
以
下
省
略
）
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備
考

こ
の
用
紙
は
、
Ａ
列
六
番
と
し
、
厚
紙
を
用
い
、
中
央
の
点
線
の
所
か
ら
二
つ

備
考

こ
の
用
紙
は
、
Ａ
列
六
番
と
し
、
厚
紙
を
用
い
、
中
央
の
点
線
の
所
か
ら
二
つ

折
り
と
す
る
。

折
と
す
る
。
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様
式
第
三

様
式
第
二

（
表
）

（
表
）

こ
の
証
明
書
を
携
帯
す
る
者
は
、
自
然
公
園
法
第
三
十
五
条
に
規
定

こ
の
証
明
書
を
携
帯
す
る
者
は
、
自
然
公
園
法
第
二
十
八
条
に
規
定

す
る
立
入
検
査
等
を
行
う
職
員
で
あ
る
。

す
る
立
入
検
査
等
を
行
う
職
員
で
あ
る
。

第

号

第

号

所

属

庁

所

属

庁

官
職
（
職
名
）

氏

名

官
職
（
職
名
）

氏

名

身

分

証

明

書

身

分

証

明

書
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年

月

日
交
付

年

月

日
交
付

環
境
大
臣
（
都
道
府
県
知
事
）
印

環
境
大
臣
（
都
道
府
県
知
事
）
印

（
裏
）

（
裏
）

自
然
公
園
法
（
抄
）

自
然
公
園
法
（
抄
）

（
報
告
徴
収
及
び
立
入
検
査
）

（
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査
）

第
三
十
五
条

環
境
大
臣
は
国
立
公
園
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
は
国
定
公
園
に

第
二
十
八
条

環
境
大
臣
は
国
立
公
園
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
は
国
定
公
園
に

つ
い
て
、
当
該
公
園
の
保
護
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
二
十

つ
い
て
、
当
該
公
園
の
保
護
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
十
三

条
第
三
項
、
第
二
十
一
条
第
三
項
、
第
二
十
二
条
第
三
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条

条
第
三
項
、
第
十
四
条
第
三
項
、
第
十
五
条
第
三
項
第
六
号
若
し
く
は
第
二
十
四

第
三
項
第
七
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
又
は
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
又
は
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に

定
に
よ
り
行
為
を
制
限
さ
れ
、
若
し
く
は
必
要
な
措
置
を
執
る
べ
き
旨
を
命
ぜ
ら

よ
り
行
為
を
制
限
さ
れ
、
若
し
く
は
必
要
な
措
置
を
執
る
べ
き
旨
を
命
ぜ
ら
れ
た

れ
た
者
に
対
し
て
、
当
該
行
為
の
実
施
状
況
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
報
告

者
に
対
し
て
、
当
該
行
為
の
実
施
状
況
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
報
告
を
求

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

環
境
大
臣
は
国
立
公
園
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
は
国
定
公
園
に
つ
い
て
、

２

環
境
大
臣
は
国
立
公
園
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
は
国
定
公
園
に
つ
い
て
、

第
二
十
条
第
三
項
、
第
二
十
一
条
第
三
項
、
第
二
十
二
条
第
三
項
、
第
二
十
三
条

第
十
三
条
第
三
項
、
第
十
四
条
第
三
項
、
第
十
五
条
第
三
項
第
六
号
、
第
二
十
四

第
三
項
第
七
号
、
第
三
十
三
条
第
二
項
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
す
る
た

条
第
三
項
、
第
二
十
六
条
第
二
項
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
す
る
た
め
に

め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
職
員

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
当
該
職
員
を
し

に
、
当
該
公
園
の
区
域
内
の
土
地
若
し
く
は
建
物
内
に
立
ち
入
り
、
第
二
十
条
第

て
、
当
該
公
園
の
区
域
内
の
土
地
若
し
く
は
建
物
内
に
立
ち
入
ら
せ
、
又
は
第
十

第
三
項
各
号
、
第
二
十
一
条
第
三
項
各
号
、
第
二
十
二
条
第
三
項
各
号
若
し
く
は

三
条
第
三
項
各
号
、
第
十
四
条
第
三
項
各
号
、
第
十
五
条
第
三
項
第
六
号
、
第
二
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第
二
十
三
条
第
三
項
第
七
号
若
し
く
は
第
三
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為

十
四
条
第
三
項
各
号
若
し
く
は
第
二
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
の
実
施

の
実
施
状
況
を
検
査
さ
せ
、
又
は
こ
れ
ら
の
行
為
の
風
景
に
及
ぼ
す
影
響
を
調
査

状
況
を
検
査
さ
せ
、
又
は
こ
れ
ら
の
行
為
の
風
景
に
及
ぼ
す
影
響
を
調
査
さ
せ
る

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
又
は
立
入
調
査
を
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を

３

前
項
に
規
定
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者
の

示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者
に
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
及
び
第
二
項
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解

４

第
一
項
及
び
第
二
項
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解

し
て
は
な
ら
な
い
。

し
て
は
な
ら
な
い
。

第
八
十
六
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金

第
七
十
三
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金

に
処
す
る
。

に
処
す
る
。

一
～
七

（
省
略
）

一
～
六

（
省
略
）

八

第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
又
は
立
入
調
査
を
拒
み
、
妨

七

第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
又
は
立
入
調
査
を
拒
み
、
妨

げ
、
又
は
忌
避
し
た
者

げ
、
又
は
忌
避
し
た
者

（
以
下
省
略
）

（
以
下
省
略
）

備
考

（
略
）

備
考

（
略
）
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様
式
第
四

様
式
第
三

（
表
）

（
表
）

こ
の
証
明
書
を
携
帯
す
る
者
は
、
自
然
公
園
法
第
三
十
七
条
に
規
定
す

こ
の
証
明
書
を
携
帯
す
る
者
は
、
自
然
公
園
法
第
三
十
条
に
規
定

る
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
職
員
で
あ
る
。

す
る
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
職
員
で
あ
る
。

第

号

第

号

所

属

庁

所

属

庁

官
職
（
職
名
）

氏

名

官
職
（
職
名
）

氏

名

身

分

証

明

書

身

分

証

明

書

年

月

日
交
付

年

月

日
交
付
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環
境
大
臣
（
都
道
府
県
知
事
）
印

環
境
大
臣
（
都
道
府
県
知
事
）
印

（
裏
）

（
裏
）

自
然
公
園
法
（
抄
）

自
然
公
園
法
（
抄
）

（
利
用
の
た
め
の
規
制
）

（
利
用
の
た
め
の
規
制
）

第
三
十
七
条

国
立
公
園
又
は
国
定
公
園
の
特
別
地
域
、
海
域
公
園
地
区
又
は
集
団

第
三
十
条

国
立
公
園
又
は
国
定
公
園
の
特
別
地
域
、
海
中
公
園
地
区
又
は
集
団
施

施
設
地
区
内
に
お
い
て
は
、
何
人
も
、
み
だ
り
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し

設
地
区
内
に
お
い
て
は
、
何
人
も
、
み
だ
り
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て

て
は
な
ら
な
い
。

は
な
ら
な
い
。

一

当
該
国
立
公
園
又
は
国
定
公
園
の
利
用
者
に
著
し
く
不
快
の
念
を
起
こ
さ
せ

一

当
該
国
立
公
園
又
は
国
定
公
園
の
利
用
者
に
著
し
く
不
快
の
念
を
起
こ
さ
せ

る
よ
う
な
方
法
で
、
ご
み
そ
の
他
の
汚
物
又
は
廃
物
を
捨
て
、
又
は
放
置
す
る

る
よ
う
な
方
法
で
、
ご
み
そ
の
他
の
汚
物
又
は
廃
物
を
捨
て
、
又
は
放
置
す
る

こ
と
。

こ
と
。

二

著
し
く
悪
臭
を
発
散
さ
せ
、
拡
声
機
、
ラ
ジ
オ
等
に
よ
り
著
し
く
騒
音
を
発

二

著
し
く
悪
臭
を
発
散
さ
せ
、
拡
声
機
、
ラ
ジ
オ
等
に
よ
り
著
し
く
騒
音
を
発

し
、
展
望
所
、
休
憩
所
等
を
ほ
し
い
ま
ま
に
占
拠
し
、
嫌
悪
の
情
を
催
さ
せ
る

し
、
展
望
所
、
休
憩
所
等
を
ほ
し
い
ま
ま
に
占
拠
し
、
嫌
悪
の
情
を
催
さ
せ
る

よ
う
な
仕
方
で
客
引
き
を
し
、
そ
の
他
当
該
国
立
公
園
又
は
国
定
公
園
の
利
用

よ
う
な
仕
方
で
客
引
き
を
し
、
そ
の
他
当
該
国
立
公
園
又
は
国
定
公
園
の
利
用

者
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
。

者
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
。

２

国
又
は
都
道
府
県
の
当
該
職
員
は
、
特
別
地
域
、
海
域
公
園
地
区
又
は
集
団
施

２

国
又
は
都
道
府
県
の
当
該
職
員
は
、
特
別
地
域
、
海
中
公
園
地
区
又
は
集
団
施

設
地
区
内
に
お
い
て
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
い
る
者
が
あ
る
と
き
は

設
地
区
内
に
お
い
て
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
い
る
者
が
あ
る
と
き
は

、
そ
の
行
為
を
や
め
る
べ
き
こ
と
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

、
そ
の
行
為
を
や
め
る
べ
き
こ
と
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者
に

３

前
項
に
規
定
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者
の
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提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
十
六
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金

第
七
十
三
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金

に
処
す
る
。

に
処
す
る
。

一
～
八

（
省
略
）

一
～
七

（
省
略
）

九

国
立
公
園
又
は
国
定
公
園
の
特
別
地
域
、
海
域
公
園
地
区
又
は
集
団
施
設
地

八

国
立
公
園
又
は
国
定
公
園
の
特
別
地
域
、
海
中
公
園
地
区
又
は
集
団
施
設
地

区
内
に
お
い
て
、
み
だ
り
に
第
三
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し

区
内
に
お
い
て
、
み
だ
り
に
第
三
十
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
た

た
者

者

十

国
立
公
園
又
は
国
定
公
園
の
特
別
地
域
、
海
域
公
園
地
区
又
は
集
団
施
設
地

九

国
立
公
園
又
は
国
定
公
園
の
特
別
地
域
、
海
中
公
園
地
区
又
は
集
団
施
設
地

区
内
に
お
い
て
、
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
指
示
に
従

区
内
に
お
い
て
、
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
指
示
に
従
わ

わ
な
い
で
、
み
だ
り
に
同
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
た
者

な
い
で
、
み
だ
り
に
同
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
た
者

十
一

（
省
略
）

十

（
省
略
）

備
考

（
略
）

備
考

（
略
）
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様
式
第
五

様
式
第
四

（
表
）

（
表
）

こ
の
証
明
書
を
携
帯
す
る
者
は
、
自
然
公
園
法
第
六
十
二
条
に
規
定
す

こ
の
証
明
書
を
携
帯
す
る
者
は
、
自
然
公
園
法
第
五
十
条
に
規
定
す

る
実
地
調
査
の
た
め
の
立
入
り
、
標
識
の
設
置
等
を
行
う
職
員
で
あ

る
実
地
調
査
の
た
め
の
立
入
り
、
標
識
の
設
置
等
を
行
う
職
員
で
あ

る
。

る
。

第

号

第

号

所

属

庁

所

属

庁

官
職
（
職
名
）

氏

名

官
職
（
職
名
）

氏

名

身

分

証

明

書

身

分

証

明

書

年

月

日
交
付

年

月

日
交
付
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環
境
大
臣
（
都
道
府
県
知
事
）
印

環
境
大
臣
（
都
道
府
県
知
事
）
印

（
裏
）

自
然
公
園
法
（
抄
）

自
然
公
園
法
（
抄
）

（
実
地
調
査
）

（
実
地
調
査
）

第
六
十
二
条

環
境
大
臣
は
国
立
公
園
若
し
く
は
国
定
公
園
の
指
定
、
公
園
計
画
の

第
五
十
条

環
境
大
臣
は
国
立
公
園
若
し
く
は
国
定
公
園
の
指
定
、
公
園
計
画
の
決

決
定
若
し
く
は
公
園
事
業
の
執
行
又
は
国
立
公
園
の
公
園
事
業
の
決
定
に
関
し
、

定
若
し
く
は
公
園
事
業
の
執
行
又
は
国
立
公
園
の
公
園
事
業
の
決
定
に
関
し
、
都

都
道
府
県
知
事
は
国
定
公
園
の
指
定
若
し
く
は
そ
の
区
域
の
拡
張
に
係
る
申
出
、

道
府
県
知
事
は
国
定
公
園
の
指
定
若
し
く
は
そ
の
区
域
の
拡
張
に
係
る
申
出
、
公

公
園
計
画
の
決
定
若
し
く
は
追
加
に
係
る
申
出
若
し
く
は
公
園
事
業
の
決
定
又
は

園
計
画
の
決
定
若
し
く
は
追
加
に
係
る
申
出
若
し
く
は
公
園
事
業
の
決
定
又
は
公

公
園
事
業
の
執
行
に
関
し
、
環
境
大
臣
以
外
の
国
の
機
関
は
公
園
事
業
の
執
行
に

園
事
業
の
執
行
に
関
し
、
環
境
大
臣
以
外
の
国
の
機
関
は
公
園
事
業
の
執
行
に
関

関
し
、
実
地
調
査
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
職
員
を
し
て
、

し
、
実
地
調
査
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
職
員
を
し
て
、
他

他
人
の
土
地
に
立
ち
入
ら
せ
、
標
識
を
設
置
さ
せ
、
測
量
さ
せ
、
又
は
実
地
調
査

人
の
土
地
に
立
ち
入
ら
せ
、
標
識
を
設
置
さ
せ
、
測
量
さ
せ
、
又
は
実
地
調
査
の

の
障
害
と
な
る
木
竹
若
し
く
は
垣
、
さ
く
等
を
伐
採
さ
せ
、
若
し
く
は
除
去
さ
せ

障
害
と
な
る
木
竹
若
し
く
は
垣
、
さ
く
等
を
伐
採
さ
せ
、
若
し
く
は
除
去
さ
せ
る

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
道
路
法
そ
の
他
他
の
法
律
に
実
地
調
査
に
関
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
道
路
法
そ
の
他
他
の
法
律
に
実
地
調
査
に
関
す
る
規

規
定
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
規
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

定
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
規
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

国
の
機
関
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
職
員
を
し
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
行

２

国
の
機
関
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
職
員
を
し
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
行

為
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
土
地
の
所
有
者
（
所
有
者
の
住

為
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
土
地
の
所
有
者
（
所
有
者
の
住

所
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
占
有
者
。
こ
の
条
に
お
い
て
以
下
同
じ
。
）

所
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
占
有
者
。
こ
の
条
に
お
い
て
以
下
同
じ
。
）

及
び
占
有
者
並
び
に
木
竹
又
は
垣
、
さ
く
等
の
所
有
者
に
そ
の
旨
を
通
知
し
、
意

及
び
占
有
者
並
び
に
木
竹
又
は
垣
、
さ
く
等
の
所
有
者
に
そ
の
旨
を
通
知
し
、
意
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見
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

見
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
職
員
は
、
日
出
前
及
び
日
没
後
に
お
い
て
は
、
宅
地
又
は
垣
、
さ
く

３

第
一
項
の
職
員
は
、
日
出
前
及
び
日
没
後
に
お
い
て
は
、
宅
地
又
は
垣
、
さ
く

等
で
囲
ま
れ
た
土
地
に
立
ち
入
つ
て
は
な
ら
な
い
。

等
で
囲
ま
れ
た
土
地
に
立
ち
入
つ
て
は
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者
に
提
示
し

４

第
一
項
の
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者
の
請
求
が

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

土
地
の
所
有
者
若
し
く
は
占
有
者
又
は
木
竹
若
し
く
は
垣
、
さ
く
等
の
所
有
者

５

土
地
の
所
有
者
若
し
く
は
占
有
者
又
は
木
竹
若
し
く
は
垣
、
さ
く
等
の
所
有
者

は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
又
は
標
識
の
設

は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
又
は
標
識
の
設

置
そ
の
他
の
行
為
を
拒
み
、
又
は
妨
げ
て
は
な
ら
な
い
。

置
そ
の
他
の
行
為
を
拒
み
、
又
は
妨
げ
て
は
な
ら
な
い
。

第
八
十
六
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金

第
七
十
三
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金

に
処
す
る
。

に
処
す
る
。

一
～
十

（
省
略
）

一
～
九

（
省
略
）

十
一

第
六
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

十

第
五
十
条
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入

立
入
り
又
は
標
識
の
設
置
そ
の
他
の
行
為
を
拒
み
、
又
は
妨
げ
た
者

り
又
は
標
識
の
設
置
そ
の
他
の
行
為
を
拒
み
、
又
は
妨
げ
た
者

備
考

（
略
）

備
考

（
略
）
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[
削]

様
式
第
五
（
一
）

（
表
）

こ
の
証
明
書
を
携
帯
す
る
者
は
、
自
然
公
園
法
施
行
令
第
十
二
条
（

第
十
六
条
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す

る
立
入
検
査
等
を
行
う
職
員
で
あ
る
。

第

号

官
職

氏

名

身

分

証

明

書

年

月

日
交
付
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環
境
大
臣

印

（
裏
）

自
然
公
園
法
施
行
令
（
抄
）

（
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査
）

第
十
二
条

環
境
大
臣
は
、
国
立
公
園
事
業
者
に
対
し
、
国
立
公
園
事
業
の
執
行
に

関
し
報
告
を
命
じ
、
又
は
当
該
職
員
に
国
立
公
園
事
業
に
係
る
施
設
に
立
ち
入
ら

せ
、
そ
の
設
備
及
び
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
国
立
公

園
事
業
の
執
行
に
関
し
質
問
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者
の
請
求
が
あ

る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

国
立
公
園
事
業
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立

入
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に

対
し
、
虚
偽
の
陳
述
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
公
共
団
体
の
行
う
国
立
公
園
事
業
）

第
十
六
条

第
三
条
か
ら
第
八
条
ま
で
、
第
十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
及
び
第
十
四

条
第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
共
団
体
が
行
う
国
立

公
園
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
第
一
項
中
「
執

行
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
執
行
の
同
意
を
得
よ
う
と
す
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る
者
」
と
、
同
項
及
び
同
条
第
二
項
中
「
申
請
書
」
と
あ
る
の
は
「
協
議
書
」
と

、
同
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
、
第
五
条
及
び
第
六
条
第
一
項
中
「
運
輸
施
設

」
と
あ
る
の
は
「
運
輸
施
設
又
は
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）

に
よ
る
道
路
」
と
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法

人
に
あ
つ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
）

」
と
あ
る
の
は
「
公
共
団
体
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表

者
の
氏
名
」
と
、
第
四
条
第
一
項
、
第
五
条
及
び
第
六
条
第
一
項
中
「
執
行
の
認

可
を
受
け
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
執
行
の
同
意
を
得
た
者
」
と
、
同
項
中
「
環
境

大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
環
境
大
臣
に
協
議
し

、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
承
認
を
受
け
た

者
」
と
あ
る
の
は
「
同
意
を
得
た
者
」
と
、
第
七
条
中
「
環
境
大
臣
の
承
認
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
環
境
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
、
第
八
条
第
一
項
中
「
環
境
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
と
き
」
と
あ
る
の
は

「
環
境
大
臣
に
届
け
出
た
と
き
」
と
、
第
十
条
中
「
承
認
の
申
請
」
と
あ
る
の
は

「
協
議
の
申
出
又
は
届
出
」
と
、
第
十
四
条
第
一
項
中
「
執
行
の
認
可
」
と
あ
る

の
は
「
執
行
の
同
意
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

備
考

（
略
）
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[
削]

様
式
第
五
（
二
）

（
表
）

こ
の
証
明
書
を
携
帯
す
る
者
は
、
自
然
公
園
法
施
行
令
第
十
七
条
の

規
定
に
よ
り
準
用
す
る
同
令
第
十
二
条
（
第
十
六
条
の
規
定
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
立
入
検
査
等
を
行
う
職

員
で
あ
る
。

第

号

所

属

庁

職
名

氏

名

身

分

証

明

書

年

月

日
交
付
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都

道

府

県

知

事

印

（
裏
）

自
然
公
園
法
施
行
令
（
抄
）

（
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査
）

第
十
二
条

環
境
大
臣
は
、
国
立
公
園
事
業
者
に
対
し
、
国
立
公
園
事
業
の
執
行
に

関
し
報
告
を
命
じ
、
又
は
当
該
職
員
に
国
立
公
園
事
業
に
係
る
施
設
に
立
ち
入
ら

せ
、
そ
の
設
備
及
び
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
国
立
公

園
事
業
の
執
行
に
関
し
質
問
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者
の
請
求
が
あ

る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

国
立
公
園
事
業
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立

入
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に

対
し
、
虚
偽
の
陳
述
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
公
共
団
体
の
行
う
国
立
公
園
事
業
）

第
十
六
条

第
三
条
か
ら
第
八
条
ま
で
、
第
十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
及
び
第
十
四

条
第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
共
団
体
が
行
う
国
立

公
園
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
第
一
項
中
「
執

行
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
執
行
の
同
意
を
得
よ
う
と
す

る
者
」
と
、
同
項
及
び
同
条
第
二
項
中
「
申
請
書
」
と
あ
る
の
は
「
協
議
書
」
と
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、
同
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
、
第
五
条
及
び
第
六
条
第
一
項
中
「
運
輸
施
設

」
と
あ
る
の
は
「
運
輸
施
設
又
は
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）

に
よ
る
道
路
」
と
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法

人
に
あ
つ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
）

」
と
あ
る
の
は
「
公
共
団
体
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表

者
の
氏
名
」
と
、
第
四
条
第
一
項
、
第
五
条
及
び
第
六
条
第
一
項
中
「
執
行
の
認

可
を
受
け
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
執
行
の
同
意
を
得
た
者
」
と
、
同
項
中
「
環
境

大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
環
境
大
臣
に
協
議
し

、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
承
認
を
受
け
た

者
」
と
あ
る
の
は
「
同
意
を
得
た
者
」
と
、
第
七
条
中
「
環
境
大
臣
の
承
認
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
環
境
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
、
第
八
条
第
一
項
中
「
環
境
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
と
き
」
と
あ
る
の
は

「
環
境
大
臣
に
届
け
出
た
と
き
」
と
、
第
十
条
中
「
承
認
の
申
請
」
と
あ
る
の
は

「
協
議
の
申
出
又
は
届
出
」
と
、
第
十
四
条
第
一
項
中
「
執
行
の
認
可
」
と
あ
る

の
は
「
執
行
の
同
意
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
国
定
公
園
に
関
す
る
公
園
事
業
）

第
十
七
条

第
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
国
及
び
公
共
団
体
以
外
の
者
が
行
う
国
定
公
園
に
関
す
る
公
園
事
業
に
つ
い

て
、
前
条
の
規
定
は
、
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
以
外
の
公
共

団
体
が
行
う
国
定
公
園
に
関
す
る
公
園
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
環
境
大
臣
」
と
あ
る
の
は
、
「
都
道
府
県
知
事
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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備
考

（
略
）
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様
式
第
六

様
式
第
六

（
表
）

（
表
）

こ
の
証
明
書
を
携
帯
す
る
者
は
、
自
然
公
園
法
施
行
令
附
則
第
三
項

こ
の
証
明
書
を
携
帯
す
る
者
は
、
自
然
公
園
法
施
行
令
附
則
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
自
然
公
園
法
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
立
入
検
査
等

の
規
定
に
よ
り
自
然
公
園
法
第
二
十
八
条
に
規
定
す
る
立
入
検
査
等

を
行
う
職
員
で
あ
る
。

を
行
う
職
員
で
あ
る
。

第

号

第

号

所

属

庁

所

属

庁

職
名

氏

名

職
名

氏

名

身

分

証

明

書

身

分

証

明

書

年

月

日
交
付

年

月

日
交
付
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都

道

府

県

知

事

印

都

道

府

県

知

事

印

（
裏
）

（
裏
）

自
然
公
園
法
（
抄
）

自
然
公
園
法
（
抄
）

（
報
告
徴
収
及
び
立
入
検
査
）

（
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査
）

第
三
十
五
条

環
境
大
臣
は
国
立
公
園
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
は
国
定
公
園
に

第
二
十
八
条

環
境
大
臣
は
国
立
公
園
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
は
国
定
公
園
に

つ
い
て
、
当
該
公
園
の
保
護
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
二
十

つ
い
て
、
当
該
公
園
の
保
護
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
十
三

条
第
三
項
、
第
二
十
一
条
第
三
項
、
第
二
十
二
条
第
三
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条

条
第
三
項
、
第
十
四
条
第
三
項
、
第
十
五
条
第
三
項
第
六
号
若
し
く
は
第
二
十
四

第
三
項
第
七
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
又
は
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
又
は
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に

定
に
よ
り
行
為
を
制
限
さ
れ
、
若
し
く
は
必
要
な
措
置
を
執
る
べ
き
旨
を
命
ぜ
ら

よ
り
行
為
を
制
限
さ
れ
、
若
し
く
は
必
要
な
措
置
を
執
る
べ
き
旨
を
命
ぜ
ら
れ
た

れ
た
者
に
対
し
て
、
当
該
行
為
の
実
施
状
況
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
報
告

者
に
対
し
て
、
当
該
行
為
の
実
施
状
況
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
報
告
を
求

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

環
境
大
臣
は
国
立
公
園
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
は
国
定
公
園
に
つ
い
て
、

２

環
境
大
臣
は
国
立
公
園
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
は
国
定
公
園
に
つ
い
て
、

第
二
十
条
第
三
項
、
第
二
十
一
条
第
三
項
、
第
二
十
二
条
第
三
項
、
第
二
十
三
条

第
十
三
条
第
三
項
、
第
十
四
条
第
三
項
、
第
十
五
条
第
三
項
第
六
号
、
第
二
十
四

第
三
項
第
七
号
、
第
三
十
三
条
第
二
項
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
す
る
た

条
第
三
項
、
第
二
十
六
条
第
二
項
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
す
る
た
め
に

め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
職
員

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
当
該
職
員
を
し

に
、
当
該
公
園
の
区
域
内
の
土
地
若
し
く
は
建
物
内
に
立
ち
入
り
、
第
二
十
条
第

て
、
当
該
公
園
の
区
域
内
の
土
地
若
し
く
は
建
物
内
に
立
ち
入
ら
せ
、
又
は
第
十

三
項
各
号
、
第
二
十
一
条
第
三
項
各
号
、
第
二
十
二
条
第
三
項
各
号
、
第
二
十
三

三
条
第
三
項
各
号
、
第
十
四
条
第
三
項
各
号
、
第
十
五
条
第
三
項
第
六
号
、
第
二

条
第
三
項
第
七
号
若
し
く
は
第
三
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
の
実
施
状

十
四
条
第
三
項
各
号
若
し
く
は
第
二
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
の
実
施

況
を
検
査
さ
せ
、
又
は
こ
れ
ら
の
行
為
の
風
景
に
及
ぼ
す
影
響
を
調
査
さ
せ
る
こ

状
況
を
検
査
さ
せ
、
又
は
こ
れ
ら
の
行
為
の
風
景
に
及
ぼ
す
影
響
を
調
査
さ
せ
る
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と
が
で
き
る
。

こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
又
は
立
入
調
査
を
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を

３

前
項
に
規
定
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者
の

示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
及
び
第
二
項
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解

４

第
一
項
及
び
第
二
項
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解

し
て
は
な
ら
な
い
。

し
て
は
な
ら
な
い
。

第
八
十
六
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金

第
七
十
三
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金

に
処
す
る
。

に
処
す
る
。

一
～
七

（
省
略
）

一
～
六

（
省
略
）

八

第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
又
は
立
入
調
査
を
拒
み
、
妨

七

第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
又
は
立
入
調
査
を
拒
み
、
妨

げ
、
又
は
忌
避
し
た
者
（
以
下
省
略
）

げ
、
又
は
忌
避
し
た
者
（
以
下
省
略
）

附

則

附

則

（
都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務
）

（
都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務
）

９

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
環
境
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
は
、
政
令
で

９

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
環
境
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
は
、
政
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
分
の
間
、
政
令
で
定
め
る
都
道
府
県
の
知
事
が
行
う

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
分
の
間
、
政
令
で
定
め
る
都
道
府
県
の
知
事
が
行
う

こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

自
然
公
園
法
施
行
令
（
抄
）

自
然
公
園
法
施
行
令
（
抄
）

（
都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務
）

（
都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務
）

３

法
に
規
定
す
る
環
境
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
で

３

法
に
規
定
す
る
環
境
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
で

、
指
定
区
域
（
別
表
に
掲
げ
る
都
道
府
県
の
区
域
に
属
す
る
国
立
公
園
の
区
域
内

、
指
定
区
域
（
別
表
に
掲
げ
る
都
道
府
県
の
区
域
に
属
す
る
国
立
公
園
の
区
域
内

の
区
域
の
う
ち
当
該
都
道
府
県
の
知
事
の
申
出
に
係
る
も
の
で
、
環
境
大
臣
が
指

の
区
域
の
う
ち
当
該
都
道
府
県
の
知
事
の
申
出
に
係
る
も
の
で
、
環
境
大
臣
が
指

定
す
る
も
の
を
い
う
。
附
則
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
は
、
当
該

定
す
る
も
の
を
い
う
。
附
則
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
は
、
当
該
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都
道
府
県
の
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
中
前
段
に

都
道
府
県
の
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
中
前
段
に

規
定
す
る
事
務
に
係
る
環
境
大
臣
に
関
す
る
規
定
（
法
第
六
十
四
条
第
二
項
、
第

規
定
す
る
事
務
に
係
る
環
境
大
臣
に
関
す
る
規
定
（
法
第
五
十
二
条
第
二
項
、
第

三
項
及
び
第
五
項
を
除
く
。
）
は
、
当
該
都
道
府
県
の
知
事
に
関
す
る
規
定
と
し

三
項
及
び
第
五
項
を
除
く
。
）
は
、
当
該
都
道
府
県
の
知
事
に
関
す
る
規
定
と
し

て
当
該
都
道
府
県
の
知
事
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

て
当
該
都
道
府
県
の
知
事
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
省
略
）

一
～
四

（
省
略
）

五

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
徴
収
（
第
一
号
及
び
第
二
号

五

法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
（
第
一
号
及
び
第
二
号

に
規
定
す
る
許
可
を
受
け
た
者
並
び
に
第
三
号
に
規
定
す
る
命
令
を
受
け
た
者

に
規
定
す
る
許
可
を
受
け
た
者
並
び
に
第
三
号
に
規
定
す
る
命
令
を
受
け
た
者

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
及
び

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
、
検
査

立
入
調
査
（
前
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
処
理
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関

及
び
調
査
（
前
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
処
理
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関

す
る
事
務

す
る
事
務

備
考

（
略
）

備
考

（
略
）
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◎
自
然
環
境
保
全
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
総
理
府
令
第
六
十
二
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

（
特
別
地
区
及
び
海
域
特
別
地
区
内
に
お
け
る
行
為
の
許
可
申
請
書
）

（
特
別
地
区
及
び
海
中
特
別
地
区
内
に
お
け
る
行
為
の
許
可
申
請
書
）

第
十
六
条

（
略
）

第
十
六
条

（
略
）

（
特
別
地
区
内
の
行
為
の
許
可
基
準
）

（
特
別
地
区
内
の
行
為
の
許
可
基
準
）

第
十
七
条

法
第
二
十
五
条
第
六
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲

第
十
七
条

法
第
二
十
五
条
第
六
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
行
為
の
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

げ
る
行
為
の
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一

工
作
物
を
新
築
す
る
こ
と
。

一

工
作
物
を
新
築
す
る
こ
と
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

次
に
掲
げ
る
工
作
物

ハ

次
に
掲
げ
る
工
作
物

～

（
略
）

～

（
略
）

(ｲ)

(ﾇ)

(ｲ)

(ﾇ)

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

(ﾙ)

(ﾙ)

る
道
路
、
農
道
、
林
道
そ
の
他
の
道
（
以
下
第
十
三
号
及
び
第
十
九
条
第
十

る
道
路
、
農
道
、
林
道
そ
の
他
の
道
（
以
下
第
十
号
及
び
第
十
九
条
第
八
号

一
号
を
除
き
「
道
路
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
自
動
車
の
み
の
交
通
の
用

を
除
き
「
道
路
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
自
動
車
の
み
の
交
通
の
用
に
供

に
供
し
、
か
つ
、
主
と
し
て
観
光
の
用
に
供
す
る
も
の
以
外
の
も
の

し
、
か
つ
、
主
と
し
て
観
光
の
用
に
供
す
る
も
の
以
外
の
も
の

～

（
略
）

～

（
略
）

(ｦ)

(ﾃ)

(ｦ)

(ﾃ)

ニ
・
ホ

（
略
）

ニ
・
ホ

（
略
）

二
～
八

（
略
）

二
～
八

（
略
）

九

環
境
大
臣
が
指
定
す
る
区
域
内
に
お
い
て
木
竹
を
損
傷
す
る
こ
と
。

当
該
木
竹
の
損
傷
の
方
法
及
び
規
模
が
、
損
傷
の
行
わ
れ
る
土
地
の
木
竹
の
生

育
状
況
に
照
ら
し
て
、
そ
れ
ら
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
少
な
い
こ
と
。
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十

環
境
大
臣
が
指
定
す
る
区
域
内
に
お
い
て
当
該
区
域
が
本
来
の
生
育
地
で
な
い

植
物
で
、
当
該
区
域
に
お
け
る
自
然
環
境
の
保
全
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が

あ
る
も
の
と
し
て
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
植
栽
し
、
又
は
当
該
植
物
の

種
子
を
ま
く
こ
と
。

当
該
行
為
の
方
法
及
び
規
模
が
、
行
為
を
行
う
土
地
及
び
周
辺
の
土
地
の
区
域

内
に
お
け
る
自
然
環
境
の
保
全
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
少
な
い
こ
と
。

十
一

環
境
大
臣
が
指
定
す
る
区
域
内
に
お
い
て
当
該
区
域
が
本
来
の
生
息
地
で
な

い
動
物
で
、
当
該
区
域
に
お
け
る
自
然
環
境
の
保
全
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が

あ
る
も
の
と
し
て
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
放
つ
こ
と
（
当
該
指
定
す
る
動

物
が
家
畜
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
家
畜
で
あ
る
動
物
の
放
牧
を
含
む
。
）
。

当
該
行
為
の
方
法
及
び
規
模
が
、
行
為
を
行
う
土
地
及
び
周
辺
の
土
地
の
区
域

内
に
お
け
る
自
然
環
境
の
保
全
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
少
な
い
こ
と
。

十
二
～
十
四

（
略
）

九
～
十
一

（
略
）

（
特
別
地
区
内
に
お
け
る
行
為
の
制
限
の
対
象
と
な
ら
な
い
国
又
は
地
方
公
共
団
体

（
特
別
地
区
内
に
お
け
る
行
為
の
制
限
の
対
象
と
な
ら
な
い
国
又
は
地
方
公
共
団
体

の
行
為
）

の
行
為
）

第
十
八
条

法
第
二
十
五
条
第
十
項
第
三
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
の
各

第
十
八
条

法
第
二
十
五
条
第
十
項
第
二
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十

八
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
鳥
獣
保
護

区
内
に
お
い
て
、
同
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
が
行
う
保
全

事
業
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
た
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保
全
事
業
と
し
て
木
竹
を
損
傷
す
る
こ
と
。

十

国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
法
令
に
基
づ
き
そ
の
任
務
と
さ
れ
て
い
る
遭
難
者
を

救
助
す
る
た
め
の
業
務
（
当
該
業
務
及
び
非
常
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
業
務
に

係
る
訓
練
を
含
む
。
）
、
犯
罪
の
予
防
又
は
捜
査
そ
の
他
の
公
共
の
秩
序
を
維
持

す
る
た
め
の
業
務
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
業
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
範
囲
内

で
木
竹
を
損
傷
す
る
こ
と
。

十
一
・
十
二

（
略
）

九
・
十

（
略
）

（
特
別
地
区
内
に
お
け
る
許
可
等
を
要
し
な
い
行
為
）

（
特
別
地
区
内
に
お
け
る
許
可
等
を
要
し
な
い
行
為
）

第
十
九
条

法
第
二
十
五
条
第
十
項
第
四
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
の
各

第
十
九
条

法
第
二
十
五
条
第
十
項
第
三
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

環
境
大
臣
が
指
定
す
る
区
域
内
に
お
い
て
木
竹
を
損
傷
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
次

に
掲
げ
る
も
の

イ

建
築
物
の
存
す
る
敷
地
内
に
お
い
て
、
木
竹
を
損
傷
す
る
こ
と
。

ロ

自
家
の
生
活
の
用
に
充
て
る
た
め
に
木
竹
を
損
傷
す
る
こ
と
。

ハ

生
業
の
維
持
の
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
で
木
竹
を
損
傷
す
る
こ
と
。

ニ

枯
損
し
た
木
竹
又
は
危
険
な
木
竹
を
損
傷
す
る
こ
と
。

ホ

病
害
虫
の
防
除
の
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
で
木
竹
を
損
傷
す
る
こ
と
。

ヘ

災
害
か
ら
の
避
難
、
災
害
復
旧
又
は
防
災
の
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
で
木
竹

を
損
傷
す
る
こ
と
。

ト

施
設
又
は
設
備
の
維
持
管
理
を
行
う
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
で
木
竹
を
損
傷

す
る
こ
と
。
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チ

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四

年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
大
臣
の
許
可
に
係

る
木
竹
で
あ
つ
て
、
同
法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
内
希
少
野
生
動
植
物

種
又
は
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
緊
急
指
定
種
に
係
る
も
の
を
損
傷
す

る
こ
と
。

リ

環
境
の
保
全
の
た
め
の
意
欲
の
増
進
及
び
環
境
教
育
の
推
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
三
十
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
環
境
教
育
を

行
う
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
で
木
竹
を
損
傷
す
る
こ
と
。

ヌ

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三

章
の
規
定
に
よ
る
防
除
に
係
る
特
定
外
来
生
物
で
あ
る
木
竹
を
損
傷
す
る
こ
と

。
ル

土
地
又
は
木
竹
の
所
有
者
又
は
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
を
有
す

る
者
が
そ
の
所
有
又
は
権
利
に
係
る
土
地
の
維
持
管
理
を
行
う
た
め
に
必
要
な

範
囲
内
で
木
竹
を
損
傷
す
る
こ
と
（
土
地
又
は
木
竹
の
所
有
者
又
は
使
用
及
び

収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
を
有
す
る
者
の
同
意
を
得
て
行
う
場
合
を
含
む
。
）

。
ヲ

法
令
の
規
定
に
よ
る
検
査
、
調
査
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
行
為
を
行
う
た

め
に
必
要
な
範
囲
内
で
木
竹
を
損
傷
す
る
こ
と
。

八

環
境
大
臣
が
指
定
す
る
区
域
内
に
お
い
て
当
該
区
域
が
本
来
の
生
育
地
で
な
い

植
物
で
、
当
該
区
域
に
お
け
る
自
然
環
境
の
保
全
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ

る
も
の
と
し
て
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
植
栽
し
、
又
は
当
該
植
物
の
種
子

を
ま
く
こ
と
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

森
林
の
整
備
及
び
保
全
を
図
る
た
め
に
法
第
二
十
五
条
第
四
項
第
四
号
の
規
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定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
植
物
を
植
栽
し
、
又
は
当
該
植
物
の
種
子
を

ま
く
こ
と
（
法
第
二
十
五
条
第
四
項
第
四
号
の
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
区
域
内

に
お
い
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）
。

九

環
境
大
臣
が
指
定
す
る
区
域
内
に
お
い
て
当
該
区
域
が
本
来
の
生
息
地
で
な
い

動
物
で
、
当
該
区
域
に
お
け
る
自
然
環
境
の
保
全
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ

る
も
の
と
し
て
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
放
つ
こ
と
（
当
該
指
定
す
る
動
物

が
家
畜
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
家
畜
で
あ
る
動
物
の
放
牧
を
含
む
。
）
で
あ

つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

遭
難
者
の
救
助
に
係
る
業
務
を
行
う
た
め
に
犬
（
法
第
二
十
五
条
第
四
項
第

五
号
の
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
を
放
つ
こ
と
（
法
第
二
十
五
条
第
四
項
第
五
号
の
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
区

域
内
に
お
い
て
放
つ
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
。

ロ

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三

章
の
規
定
に
よ
る
防
除
に
係
る
特
定
外
来
生
物
で
あ
る
動
物
を
捕
獲
す
る
た
め

に
犬
を
放
つ
こ
と
。

ハ

人
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
に
危
害
を
加
え
、
自
然
環
境
保
全
上
の
問
題
を

生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
が
な
い
犬
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

警
察
犬
、
狩
猟
犬
そ
の
他
こ
れ
ら
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の

(1)
目
的
の
た
め
に
放
つ
こ
と
。

野
生
鳥
獣
に
よ
る
人
、
家
畜
、
農
作
物
に
対
す
る
被
害
を
防
ぐ
た
め
に
犬

(2)
を
放
つ
こ
と
。

十
～
十
二

（
略
）

七
～
九

（
略
）

十
三

前
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
付
帯
す
る
行
為
又
は
法
第
二
十
五
条
第
四
項
第
一

十

前
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
付
帯
す
る
行
為
又
は
法
第
二
十
五
条
第
四
項
第
一
号
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号
若
し
く
は
第
六
号
に
掲
げ
る
行
為
で
森
林
法
第
二
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第

若
し
く
は
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
で
森
林
法
第
二
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二

二
項
若
し
く
は
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定

項
若
し
く
は
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ

さ
れ
た
保
安
林
の
区
域
若
し
く
は
同
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た

れ
た
保
安
林
の
区
域
若
し
く
は
同
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
保

保
安
施
設
地
区
内
に
お
い
て
同
法
第
三
十
四
条
第
二
項
（
同
法
第
四
十
四
条
に
お

安
施
設
地
区
内
に
お
い
て
同
法
第
三
十
四
条
第
二
項
（
同
法
第
四
十
四
条
に
お
い

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
許
可
を
受
け
た
者
が
行
う
当
該
許
可
に
係
る

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
許
可
を
受
け
た
者
が
行
う
当
該
許
可
に
係
る
も

も
の
に
付
帯
す
る
行
為
若
し
く
は
法
第
二
十
五
条
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為

の
に
付
帯
す
る
行
為
若
し
く
は
法
第
二
十
五
条
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
で

で
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
方
法
に
よ
り
当
該
限
度
内

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
方
法
に
よ
り
当
該
限
度
内
に

に
お
い
て
行
う
も
の
に
付
帯
す
る
行
為

お
い
て
行
う
も
の
に
付
帯
す
る
行
為

（
野
生
動
植
物
の
捕
獲
等
の
制
限
の
対
象
と
な
ら
な
い
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
行

（
野
生
動
植
物
の
捕
獲
等
の
制
限
の
対
象
と
な
ら
な
い
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
行

為
）

為
）

第
二
十
条

法
第
二
十
六
条
第
三
項
第
五
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
第
十
八

第
二
十
条

法
第
二
十
六
条
第
三
項
第
四
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
第
十
八

条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

（
野
生
動
植
物
の
捕
獲
等
の
制
限
の
対
象
と
な
ら
な
い
行
為
）

（
野
生
動
植
物
の
捕
獲
等
の
制
限
の
対
象
と
な
ら
な
い
行
為
）

第
二
十
一
条

法
第
二
十
六
条
第
三
項
第
六
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
の

第
二
十
一
条

法
第
二
十
六
条
第
三
項
第
五
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

第
十
九
条
第
一
号
、
第
五
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
、
又
は
第
十
二
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で

一

第
十
九
条
第
一
号
、
第
五
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
、
又
は
第
九
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
、

、
チ
若
し
く
は
リ
に
掲
げ
る
行
為
（
同
条
第
一
号
又
は
第
十
二
号
ハ
に
あ
つ
て
は

チ
若
し
く
は
リ
に
掲
げ
る
行
為
（
同
条
第
一
号
又
は
第
九
号
ハ
に
あ
つ
て
は
、
工

、
工
作
物
を
新
築
す
る
こ
と
を
除
く
。
）

作
物
を
新
築
す
る
こ
と
を
除
く
。
）

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

（
野
生
動
植
物
の
捕
獲
等
の
許
可
申
請
書
）

（
野
生
動
植
物
の
捕
獲
等
の
許
可
申
請
書
）
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第
二
十
二
条

第
二
条
第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
二
十
六
条
第
三
項
第
七
号
の
規
定
に

第
二
十
二
条

第
二
条
第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
二
十
六
条
第
三
項
第
六
号
の
規
定
に

よ
る
許
可
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
第
一
項
第

よ
る
許
可
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
第
一
項
第

二
号
中
「
行
為
の
種
類
」
と
あ
る
の
は
「
捕
獲
し
、
若
し
く
は
殺
傷
し
、
又
は
採
取

二
号
中
「
行
為
の
種
類
」
と
あ
る
の
は
「
捕
獲
し
、
若
し
く
は
殺
傷
し
、
又
は
採
取

し
、
若
し
く
は
損
傷
す
る
動
植
物
の
種
類
及
び
数
量
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

し
、
若
し
く
は
損
傷
す
る
動
植
物
の
種
類
及
び
数
量
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

。

。

２

法
第
二
十
六
条
第
三
項
第
七
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
書
に
は
、
位
置
図
及

２

法
第
二
十
六
条
第
三
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
書
に
は
、
位
置
図
及

び
捕
獲
し
、
若
し
く
は
殺
傷
し
、
又
は
採
取
し
、
若
し
く
は
損
傷
す
る
範
囲
そ
の
他

び
捕
獲
し
、
若
し
く
は
殺
傷
し
、
又
は
採
取
し
、
若
し
く
は
損
傷
す
る
範
囲
そ
の
他

行
為
の
方
法
を
明
ら
か
に
し
た
図
面
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

行
為
の
方
法
を
明
ら
か
に
し
た
図
面
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
海
域
特
別
地
区
内
の
行
為
の
許
可
基
準
）

（
海
中
特
別
地
区
内
の
行
為
の
許
可
基
準
）

第
二
十
三
条

法
第
二
十
七
条
第
五
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に

第
二
十
三
条

法
第
二
十
七
条
第
五
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
行
為
の
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

掲
げ
る
行
為
の
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

環
境
大
臣
が
指
定
す
る
区
域
内
に
お
い
て
、
熱
帯
魚
、
さ
ん
ご
、
海
藻
そ
の
他

七

熱
帯
魚
、
さ
ん
ご
、
海
そ
う
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
動
植
物
で
環
境
大
臣
が

の
動
植
物
で
、
当
該
区
域
ご
と
に
環
境
大
臣
が
農
林
水
産
大
臣
の
同
意
を
得
て
指

指
定
す
る
も
の
を
捕
獲
し
、
若
し
く
は
殺
傷
し
、
又
は
採
取
し
、
若
し
く
は
損
傷

定
す
る
も
の
を
捕
獲
し
、
若
し
く
は
殺
傷
し
、
又
は
採
取
し
、
若
し
く
は
損
傷
す

す
る
こ
と
。

る
こ
と
。

当
該
行
為
が
、
教
育
又
は
試
験
研
究
の
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ

当
該
行
為
が
、
教
育
又
は
試
験
研
究
の
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ

、
行
為
の
方
法
及
び
規
模
が
、
行
為
を
行
う
海
域
の
動
植
物
の
生
育
状
況
に
照
ら

、
行
為
の
方
法
及
び
規
模
が
、
行
為
を
行
う
海
域
の
動
植
物
の
生
育
状
況
に
照
ら

し
て
、
そ
れ
ら
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
少
な
い
こ
と
。

し
て
、
そ
れ
ら
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
少
な
い
こ
と
。

八

（
略
）

八

（
略
）

九

環
境
大
臣
が
指
定
す
る
区
域
内
に
お
い
て
当
該
区
域
ご
と
に
指
定
す
る
期
間
内

に
動
力
船
を
使
用
す
る
こ
と
。
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当
該
動
力
船
の
使
用
の
方
法
及
び
規
模
が
、
使
用
の
行
わ
れ
る
海
域
及
び
そ
の

周
辺
の
海
域
に
お
け
る
自
然
環
境
の
保
全
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
少
な
い
こ

と
。

十

（
略
）

九

（
略
）

（
海
域
特
別
地
区
内
に
お
け
る
行
為
の
制
限
の
対
象
と
な
ら
な
い
国
又
は
地
方
公
共

（
海
中
特
別
地
区
内
に
お
け
る
行
為
の
制
限
の
対
象
と
な
ら
な
い
国
又
は
地
方
公
共

団
体
の
行
為
）

団
体
の
行
為
）

第
二
十
四
条

法
第
二
十
七
条
第
九
項
第
三
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
の

第
二
十
四
条

法
第
二
十
七
条
第
九
項
第
二
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

港
湾
法
第
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
港
湾
施
設
と
み
な
さ
れ
た
施
設
で
あ
つ

二

港
湾
法
第
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
港
湾
施
設
と
み
な
さ
れ
た
施
設
で
あ
つ

て
、
海
域
特
別
地
区
が
指
定
さ
れ
、
若
し
く
は
そ
の
区
域
が
拡
張
さ
れ
た
際
現
に

て
、
海
中
特
別
地
区
が
指
定
さ
れ
、
若
し
く
は
そ
の
区
域
が
拡
張
さ
れ
た
際
現
に

同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
又
は
法
第
三
十
条
に
お
い
て
準

同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
又
は
法
第
三
十
条
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
二
十
一
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
了
し
て
設
置
さ
れ
た

用
す
る
法
第
二
十
一
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
了
し
て
設
置
さ
れ
た

も
の
を
改
築
し
、
又
は
増
築
す
る
こ
と
。

も
の
を
改
築
し
、
又
は
増
築
す
る
こ
と
。

三

自
衛
隊
が
そ
の
任
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
動
力
船
を
使
用
す
る
こ
と
。

四

国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
法
令
に
基
づ
き
そ
の
任
務
と
さ
れ
て
い
る
遭
難
者
を

救
助
す
る
た
め
の
業
務
（
当
該
業
務
及
び
非
常
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
業
務
に

係
る
訓
練
を
含
む
。
）
、
犯
罪
の
予
防
又
は
捜
査
そ
の
他
の
公
共
の
秩
序
を
維
持

す
る
た
め
の
業
務
、
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
業
務
、
水
路
業
務
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
業
務
を
行
う
た
め
に
動
力
船
を
使
用
す
る
こ
と
。

五

前
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
付
帯
す
る
行
為

三

前
二
号
に
掲
げ
る
行
為
に
付
帯
す
る
行
為
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（
海
域
特
別
地
区
内
に
お
け
る
許
可
等
を
要
し
な
い
行
為
）

（
海
中
特
別
地
区
内
に
お
け
る
許
可
等
を
要
し
な
い
行
為
）

第
二
十
五
条

法
第
二
十
七
条
第
九
項
第
四
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
の

第
二
十
五
条

法
第
二
十
七
条
第
九
項
第
三
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

漁
港
漁
場
整
備
法
第
三
条
第
一
号
に
掲
げ
る
施
設
、
海
域
特
別
地
区
が
指
定
さ

一

漁
港
漁
場
整
備
法
第
三
条
第
一
号
に
掲
げ
る
施
設
、
海
中
特
別
地
区
が
指
定
さ

れ
、
若
し
く
は
そ
の
区
域
が
拡
張
さ
れ
た
際
現
に
同
法
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
り

れ
、
若
し
く
は
そ
の
区
域
が
拡
張
さ
れ
た
際
現
に
同
法
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
り

漁
港
施
設
と
み
な
さ
れ
て
い
る
施
設
又
は
同
条
の
規
定
に
よ
り
漁
港
施
設
と
み
な

漁
港
施
設
と
み
な
さ
れ
て
い
る
施
設
又
は
同
条
の
規
定
に
よ
り
漁
港
施
設
と
み
な

さ
れ
た
施
設
で
あ
つ
て
法
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
設

さ
れ
た
施
設
で
あ
つ
て
法
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
設

置
さ
れ
た
も
の
（
法
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
一
条
第
一
項
後
段

置
さ
れ
た
も
の
（
法
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
一
条
第
一
項
後
段

の
規
定
に
よ
る
協
議
に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
を
改
築
し
、
又
は
増
築
す
る
こ
と

の
規
定
に
よ
る
協
議
に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
を
改
築
し
、
又
は
増
築
す
る
こ
と

。

。

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

五

海
域
特
別
地
区
外
か
ら
掘
さ
く
し
て
当
該
海
域
特
別
地
区
内
の
海
底
下
に
至
る

五

海
中
特
別
地
区
外
か
ら
掘
さ
く
し
て
当
該
海
中
特
別
地
区
内
の
海
底
下
に
至
る

鉱
物
の
掘
採
の
た
め
の
試
す
い
を
行
う
こ
と
。

鉱
物
の
掘
採
の
た
め
の
試
す
い
を
行
う
こ
と
。

六
～
十
三

（
略
）

六
～
十
三

（
略
）

十
四

森
林
施
業
の
た
め
に
動
力
船
を
使
用
す
る
こ
と
。

十
五

漁
港
漁
場
整
備
法
第
四
条
に
規
定
す
る
漁
港
漁
場
整
備
事
業
を
実
施
す
る
た

め
に
動
力
船
を
使
用
す
る
こ
と
。

十
六

漁
港
漁
場
整
備
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
漁
港
管
理
者
が
、
適
正
に
、

漁
港
の
維
持
、
保
全
及
び
運
営
そ
の
他
漁
港
の
維
持
管
理
を
行
う
た
め
に
動
力
船

を
使
用
す
る
こ
と
。

十
七

遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
九
号
）

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
遊
漁
船
業
の
登
録
を
受
け
た
者
が
、
同
法
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
遊
漁
船
業
を
行
う
た
め
に
動
力
船
を
使
用
す
る
こ
と
。
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十
八

港
湾
運
送
事
業
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
四
条
の
規
定

に
よ
り
一
般
港
湾
運
送
事
業
、
は
し
け
運
送
事
業
又
は
い
か
だ
運
送
事
業
の
許
可

を
受
け
た
者
が
そ
れ
ぞ
れ
一
般
港
湾
運
送
事
業
、
は
し
け
運
送
事
業
又
は
い
か
だ

運
送
事
業
を
行
う
た
め
に
動
力
船
を
使
用
す
る
こ
と
。

十
九

港
湾
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
港
湾
区
域
、
同
法
第
三
十
七
条
第
一
項

に
規
定
す
る
港
湾
隣
接
地
域
又
は
同
法
第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道

府
県
知
事
が
公
告
し
た
水
域
に
お
い
て
動
力
船
を
使
用
す
る
こ
と
。

二
十

海
岸
法
第
三
条
に
規
定
す
る
海
岸
保
全
区
域
の
管
理
の
た
め
に
動
力
船
を
使

用
す
る
こ
と
。

二
十
一

美
し
く
豊
か
な
自
然
を
保
護
す
る
た
め
の
海
岸
に
お
け
る
良
好
な
景
観
及

び
環
境
の
保
全
に
係
る
海
岸
漂
着
物
等
の
処
理
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

二
十
一
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
海
岸
漂
着
物
等
及
び

海
域
に
お
け
る
ご
み
そ
の
他
の
汚
物
又
は
不
要
物
の
収
集
又
は
運
搬
を
行
う
た
め

に
動
力
船
を
使
用
す
る
こ
と
。

二
十
二

外
国
船
舶
が
海
洋
法
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
第
十
九
条
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
無
害
通
航
で
あ
る
航
行
と
し
て
動
力
船
を
使
用
す
る
こ
と
。

二
十
三

船
舶
又
は
積
荷
の
急
迫
し
た
危
難
を
避
け
る
た
め
に
動
力
船
を
使
用
す
る

こ
と
。

二
十
四

郵
便
物
の
取
集
、
運
送
及
び
配
達
を
行
う
た
め
に
動
力
船
を
使
用
す
る
こ

と
。

二
十
五

国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
試
験
研
究
機
関
が
、
試
験
研
究
の
た
め
に
動
力

船
を
使
用
す
る
こ
と
（
あ
ら
か
じ
め
、
環
境
大
臣
に
通
知
し
た
も
の
に
限
る
。
）

。
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二
十
六
・
二
十
七

（
略
）

十
四
・
十
五

（
略
）

（
普
通
地
区
内
に
お
け
る
行
為
の
制
限
の
対
象
と
な
ら
な
い
国
又
は
地
方
公
共
団
体

（
普
通
地
区
内
に
お
け
る
行
為
の
制
限
の
対
象
と
な
ら
な
い
国
又
は
地
方
公
共
団
体

の
行
為
）

の
行
為
）

第
二
十
八
条

法
第
二
十
八
条
第
六
項
第
四
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
第
十

第
二
十
八
条

法
第
二
十
八
条
第
六
項
第
三
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
第
十

八
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

八
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

（
普
通
地
区
内
に
お
け
る
届
出
等
を
要
し
な
い
行
為
）

（
普
通
地
区
内
に
お
け
る
届
出
等
を
要
し
な
い
行
為
）

第
二
十
九
条

法
第
二
十
八
条
第
六
項
第
五
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
の

第
二
十
九
条

法
第
二
十
八
条
第
六
項
第
四
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
行
為

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
行
為

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

第
十
九
条
第
十
二
号
ニ
か
ら
リ
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
（
同
号
ヘ
に
掲
げ
る
行

ニ

第
十
九
条
第
九
号
ニ
か
ら
リ
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
（
同
号
ヘ
に
掲
げ
る
行
為

為
に
あ
つ
て
は
、
建
築
物
の
新
築
を
含
む
。
）

に
あ
つ
て
は
、
建
築
物
の
新
築
を
含
む
。
）

ホ

（
略
）

ホ

（
略
）

七

（
略
）

七

（
略
）

（
証
明
書
の
様
式
）

（
証
明
書
の
様
式
）

第
三
十
条

（
略
）

第
三
十
条

（
略
）

（
生
態
系
維
持
回
復
事
業
の
確
認
）

第
三
十
条
の
二

地
方
公
共
団
体
が
、
法
第
三
十
条
の
三
第
二
項
の
確
認
を
受
け
る
場
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合
は
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
環
境
大
臣
の
確
認
を
受
け
る
も
の

と
す
る
。

一

そ
の
行
う
生
態
系
維
持
回
復
事
業
が
自
然
環
境
保
全
地
域
に
お
け
る
生
態
系
維

持
回
復
事
業
計
画
に
適
合
す
る
こ
と
。

二

そ
の
行
う
生
態
系
維
持
回
復
事
業
の
内
容
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と

。イ

生
態
系
の
状
況
の
把
握
及
び
監
視

ロ

生
態
系
の
維
持
又
は
回
復
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
動
植
物
の
防
除

ハ

動
植
物
の
生
息
環
境
又
は
生
育
環
境
の
維
持
又
は
改
善

ニ

生
態
系
の
維
持
又
は
回
復
に
必
要
な
動
植
物
の
保
護
増
殖

ホ

生
態
系
の
維
持
又
は
回
復
に
資
す
る
普
及
啓
発

ヘ

前
各
号
に
掲
げ
る
事
業
に
必
要
な
調
査
等

（
生
態
系
維
持
回
復
事
業
の
認
定
）

第
三
十
条
の
三

国
及
び
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
が
、
法
第
三
十
条
の
三
第
三
項
の

認
定
を
受
け
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
環
境
大
臣
の
認

定
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

一

そ
の
者
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

イ

成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人

ロ

こ
の
法
の
規
定
に
よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行

を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者

二

そ
の
行
う
生
態
系
維
持
回
復
事
業
が
自
然
環
境
保
全
地
域
に
お
け
る
生
態
系
維

持
回
復
事
業
計
画
に
適
合
す
る
こ
と
。
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三

そ
の
行
う
生
態
系
維
持
回
復
事
業
の
内
容
が
前
条
第
二
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

（
生
態
系
維
持
回
復
事
業
の
確
認
又
は
認
定
の
申
請
）

第
三
十
条
の
四

法
第
三
十
条
の
三
第
四
項
の
生
態
系
維
持
回
復
事
業
の
確
認
又
は
認

定
の
申
請
は
、
書
面
を
提
出
す
る
方
法
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法

を
も
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
三
十
条
の
三
第
四
項
第
四
号
に
規
定
す
る
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
生

態
系
維
持
回
復
事
業
を
行
う
期
間
と
す
る
。

３

法
第
三
十
条
の
三
第
五
項
に
規
定
す
る
環
境
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

生
態
系
維
持
回
復
事
業
を
行
う
区
域
を
明
ら
か
に
し
た
縮
尺
二
万
五
千
分
の
一

以
上
の
地
形
図

二

生
態
系
維
持
回
復
事
業
の
実
施
方
法
等
を
記
載
し
た
生
態
系
維
持
回
復
事
業
実

施
計
画
書

４

前
項
の
書
類
の
添
付
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

（
変
更
の
確
認
又
は
認
定
を
要
し
な
い
軽
微
な
変
更
）

第
三
十
条
の
五

法
第
三
十
条
の
三
第
六
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
環
境
省
令
で
定
め

る
軽
微
な
変
更
は
、
同
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
と
す
る
。

（
生
態
系
維
持
回
復
事
業
の
内
容
の
変
更
の
確
認
又
は
認
定
の
申
請
）

第
三
十
条
の
六

法
第
三
十
条
の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
確
認
又
は
認
定
を
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受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
環
境
大

臣
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

氏
名
又
は
名
称
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

変
更
の
内
容

三

変
更
を
必
要
と
す
る
理
由

（
協
議
書
、
許
可
の
申
請
書
又
は
届
出
書
の
添
付
図
書
の
省
略
等
）

（
協
議
書
、
許
可
の
申
請
書
又
は
届
出
書
の
添
付
図
書
の
省
略
等
）

第
三
十
四
条

法
第
十
六
条
第
二
項
若
し
く
は
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同

第
三
十
四
条

法
第
十
六
条
第
二
項
若
し
く
は
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同

意
を
得
た
行
為
、
法
第
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
十
九
条
第
三
項
第
五
号
、
第

意
を
得
た
行
為
、
法
第
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
十
九
条
第
三
項
第
五
号
、
第

二
十
五
条
第
四
項
、
第
二
十
六
条
第
三
項
第
七
号
若
し
く
は
第
二
十
七
条
第
三
項
の

二
十
五
条
第
四
項
、
第
二
十
六
条
第
三
項
第
六
号
若
し
く
は
第
二
十
七
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
行
為
又
は
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
行
為
又
は
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

を
了
し
た
行
為
の
変
更
に
係
る
協
議
の
申
出
、
許
可
の
申
請
又
は
届
出
に
あ
つ
て
は

を
了
し
た
行
為
の
変
更
に
係
る
協
議
の
申
出
、
許
可
の
申
請
又
は
届
出
に
あ
つ
て
は

、
第
一
条
第
二
項
（
第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
条
第

、
第
一
条
第
二
項
（
第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
条
第

二
項
（
第
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
条
第
二
項
、
第
二

二
項
（
第
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
条
第
二
項
、
第
二

十
二
条
第
二
項
又
は
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
書
、
申
請
書
又
は
届

十
二
条
第
二
項
又
は
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
書
、
申
請
書
又
は
届

出
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
及
び
図
面
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
添
付

出
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
及
び
図
面
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
添
付

図
書
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
そ
の
変
更
に
関
す
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
を

図
書
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
そ
の
変
更
に
関
す
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
を

添
え
れ
ば
足
り
る
。

添
え
れ
ば
足
り
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
に
該
当
す
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
十
六
条
第
二
項
若
し
く
は
第
二
十
四
条

３

第
一
項
に
該
当
す
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
十
六
条
第
二
項
若
し
く
は
第
二
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
の
申
出
、
法
第
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
十
九
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
の
申
出
、
法
第
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
十
九
条

第
三
項
第
五
号
、
第
二
十
五
条
第
四
項
、
第
二
十
六
条
第
三
項
第
七
号
若
し
く
は
第

第
三
項
第
五
号
、
第
二
十
五
条
第
四
項
、
第
二
十
六
条
第
三
項
第
六
号
若
し
く
は
第

二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
又
は
法
第
二
十
五
条
第
九
項
、
第
二

二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
又
は
法
第
二
十
五
条
第
九
項
、
第
二



- 111 -

十
七
条
第
八
項
若
し
く
は
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
行
為
が

十
七
条
第
八
項
若
し
く
は
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
行
為
が

、
軽
易
な
も
の
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
添
付
図
書
の
全
部
を
添
え
る
必

、
軽
易
な
も
の
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
添
付
図
書
の
全
部
を
添
え
る
必

要
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
添
付
図
書
の
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で

要
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
添
付
図
書
の
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

き
る
。

（
権
限
の
委
任
）

（
権
限
の
委
任
）

第
三
十
七
条

法
及
び
こ
の
省
令
に
規
定
す
る
環
境
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ

第
三
十
七
条

法
及
び
こ
の
省
令
に
規
定
す
る
環
境
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ

る
も
の
は
、
地
方
環
境
事
務
所
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
、
第
九
号
及
び

る
も
の
は
、
地
方
環
境
事
務
所
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
、
第
九
号
及
び

第
十
号
（
法
第
三
十
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
第
一
項
に
係

第
十
号
（
法
第
三
十
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
第
一
項
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
権
限
に
つ
い
て
は
、
環
境
大
臣
が
自
ら
行
う
こ
と
を

る
部
分
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
権
限
に
つ
い
て
は
、
環
境
大
臣
が
自
ら
行
う
こ
と
を

妨
げ
な
い
。

妨
げ
な
い
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

法
第
二
十
六
条
第
三
項
第
七
号
及
び
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十

六

法
第
二
十
六
条
第
三
項
第
六
号
及
び
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十

七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限

七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限

七
～
十

（
略
）

七
～
十

（
略
）

十
一

法
第
三
十
条
の
三
第
二
項
、
第
三
項
、
第
六
項
及
び
第
九
項
に
規
定
す
る
権

限
十
二

法
第
三
十
条
の
四
に
規
定
す
る
権
限

十
三

法
第
三
十
条
の
五
に
規
定
す
る
権
限

十
四
～
十
六

（
略
）

十
一
～
十
三

（
略
）

十
七

第
十
九
条
第
三
号
ハ
及
び
ニ
並
び
に
第
十
一
号
リ
に
規
定
す
る
権
限

十
四

第
十
九
条
第
三
号
ハ
及
び
ニ
並
び
に
第
八
号
リ
に
規
定
す
る
権
限

十
八

（
略
）

十
五

（
略
）

十
九

第
二
十
五
条
第
六
号
、
第
七
号
及
び
第
十
九
号
に
規
定
す
る
権
限

十
六

第
二
十
五
条
第
六
号
及
び
第
七
号
に
規
定
す
る
権
限



- 112 -

様
式
第
一
（
第
四
条
関
係
）

様
式
第
一
（
第
四
条
関
係
）

（
表
）

（
略
）

（
表
）

（
略
）

（
裏
）

（
裏
）

自
然
環
境
保
全
法
（
抄
）

自
然
環
境
保
全
法
（
抄
）

（
中
止
命
令
等
）

（
中
止
命
令
等
）

第
十
八
条

（
略
）

第
十
八
条

（
略
）

（
準
用
）

（
準
用
）

第
三
十
条

第
十
八
条
の
規
定
は
自
然
環
境
保
全
地
域
の
区
域
内
に
お
け
る
行
為

第
三
十
条

第
十
八
条
の
規
定
は
自
然
環
境
保
全
地
域
の
区
域
内
に
お
け
る
行
為
に

に
対
す
る
命
令
に
つ
い
て
、
第
二
十
一
条
の
規
定
は
当
該
区
域
内
に
お
い
て
国

対
す
る
命
令
に
つ
い
て
、
第
二
十
一
条
の
規
定
は
当
該
区
域
内
に
お
い
て
国
の
機

の
機
関
又
は
地
方
公
共
団
体
が
行
う
行
為
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

関
又
は
地
方
公
共
団
体
が
行
な
う
行
為
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

（
以
下
略
）

（
以
下
略
）

第
五
十
三
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又

第
五
十
三
条

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万

は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

自
然
環
境
保
全
施
行
令
（
抄
）

自
然
環
境
保
全
施
行
令
（
抄
）

（
自
然
保
護
取
締
官
の
資
格
及
び
権
限
）

（
自
然
保
護
取
締
官
の
資
格
及
び
権
限
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
自
然
保
護
取
締
官
に
行
わ
せ
る
権
限
は
、

２

法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
自
然
保
護
取
締
官
に
行
わ
せ
る
権
限
は
、

法
第
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
、
そ
の
中
止
を
命
じ
、
又
は

法
第
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
、
そ
の
中
止
を
命
じ
、
又
は

同
項
第
三
号
及
び
第
五
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て

、
相

同
項
第
三
号
及
び
第
五
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
、
相
当
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当
の
期
限
を
定
め
て
、
原
状
回
復
を
命
じ
、
若
し
く
は
原
状
回
復
が
著
し
く
困
難

の
期
限
を
定
め
て
、
原
状
回
復
を
命
じ
、
若
し
く
は
原
状
回
復
が
著
し
く
困
難
で

で
あ
る
場
合
に
、
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
必
要
な
措
置
を
執
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
こ

あ
る
場
合
に
、
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
こ
と

と
と
す
る
。

と
す
る
。

３

法
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
自
然
保

３

法
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
自
然
保

護
取
締
官
に
行
わ
せ
る
権
限
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
、
そ
の
中
止
を
命

護
取
締
官
に
行
わ
せ
る
権
限
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
、
そ
の
中
止
を
命

じ
、
又
は
次
に
掲
げ
る
行
為
（
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
に
あ
つ
て
は
法
第
二
十
五

じ
、
又
は
次
に
掲
げ
る
行
為
（
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
に
あ
つ
て
は
法
第
二
十
五

条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
の
う
ち
法
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号

条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
の
う
ち
法
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号

及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
き
、
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
に
あ
つ
て
は
法
第

及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
き
、
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
に
あ
つ
て
は
法
第

二
十
七
条
第
三
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
き
、
第
四

二
十
七
条
第
三
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
き
、
第
四

号
に
掲
げ
る
行
為
に
あ
つ
て
は
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第

号
に
掲
げ
る
行
為
に
あ
つ
て
は
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第

四
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
相
当
の
期
限
を
定
め
て
、
原
状
回

四
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
相
当
の
期
限
を
定
め
て
、
原
状
回

復
を
命
じ
、
若
し
く
は
原
状
回
復
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
場
合
に
、
こ
れ
に
代
わ

復
を
命
じ
、
若
し
く
は
原
状
回
復
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
場
合
に
、
こ
れ
に
代
わ

る
べ
き
必
要
な
措
置
を
執
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
こ
と
と
す
る
。

る
べ
き
必
要
な
措
置
を
執
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
こ
と
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

海
域
特
別
地
区
内
に
お
け
る
行
為
で
、
法
第
二
十
七
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ

三

海
中
特
別
地
区
内
に
お
け
る
行
為
で
、
法
第
二
十
七
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ

る
も
の

る
も
の

四

（
略
）

四

（
略
）
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様
式
第
二
（
第
三
十
条
関
係
）

様
式
第
二
（
第
三
十
条
関
係
）

（
表
）

（
略
）

（
表
）

（
略
）

（
裏
）

（
裏
）

自
然
環
境
保
全
法
（
抄
）

自
然
環
境
保
全
法
（
抄
）

（
報
告
及
び
検
査
等
）

（
報
告
及
び
検
査
等
）

第
二
十
九
条

環
境
大
臣
は
、
自
然
環
境
保
全
地
域
に
お
け
る
自
然
環
境
の
保
全
の

第
二
十
九
条

環
境
大
臣
は
、
自
然
環
境
保
全
地
域
に
お
け
る
自
然
環
境
の
保
全
の

た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
第
二
十
五
条
第
四
項
、
第
二
十
六
条
第
三
項
第

た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
第
二
十
五
条
第
四
項
、
第
二
十
六
条
第
三
項
第

七
号
若
し
く
は
第
二
十
七
条
第
三
項
の
許
可
を
受
け
た
者
若
し
く
は
前
条
第
二
項

六
号
若
し
く
は
第
二
十
七
条
第
三
項
の
許
可
を
受
け
た
者
若
し
く
は
前
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
行
為
を
制
限
さ
れ
、
若
し
く
は
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
旨
を
命

の
規
定
に
よ
り
行
為
を
制
限
さ
れ
、
若
し
く
は
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
旨
を
命

ぜ
ら
れ
た
者
に
対
し
、
当
該
行
為
の
実
施
状
況
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
報

ぜ
ら
れ
た
者
に
対
し
、
当
該
行
為
の
実
施
状
況
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
報

告
を
求
め
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
自
然
環
境
保
全
地
域
の
区
域
内
の
土
地
若
し
く

告
を
求
め
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
自
然
環
境
保
全
地
域
の
区
域
内
の
土
地
若
し
く

は
建
物
内
に
立
ち
入
り
、
第
二
十
五
条
第
四
項
各
号
、
第
二
十
六
条
第
三
項
本
文

は
建
物
内
に
立
ち
入
り
、
第
二
十
五
条
第
四
項
各
号
、
第
二
十
六
条
第
三
項
本
文

、
第
二
十
七
条
第
三
項
各
号
若
し
く
は
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
の
実
施

、
第
二
十
七
条
第
三
項
各
号
若
し
く
は
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
の
実
施

状
況
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
行
為
の
自
然
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
を
調

状
況
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
行
為
の
自
然
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
を
調

査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

第
五
十
六
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金

第
五
十
六
条

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す

に
処
す
る
。

る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）
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様
式
第
三
（
第
三
十
条
関
係
）

様
式
第
三
（
第
三
十
条
関
係
）

（
表
）

（
略
）

（
表
）

（
略
）

（
裏
）

（
裏
）

自
然
環
境
保
全
法
（
抄
）

自
然
環
境
保
全
法
（
抄
）

（
報
告
及
び
検
査
等
）

（
実
地
調
査
）

第
三
十
一
条

（
略
）

第
三
十
一
条

（
略
）

第
五
十
六
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金

第
五
十
六
条

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す

に
処
す
る
。

る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）
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◎
国
立
公
園
集
団
施
設
地
区
等
管
理
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
厚
生
省
令
第
四
十
九
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
目
的
）

（
目
的
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

２

前
項
の
国
立
公
園
集
団
施
設
地
区
等
と
は
、
環
境
省
所
管
の
公
共
用
財
産
で
あ
る

２

前
項
の
国
立
公
園
集
団
施
設
地
区
等
と
は
、
環
境
省
所
管
の
公
共
用
財
産
で
あ
る

土
地
で
あ
つ
て
、
自
然
公
園
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
三
十
六

土
地
で
あ
つ
て
、
自
然
公
園
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
二
十
九

条
第
一
項
の
指
定
に
係
る
部
分
そ
の
他
国
立
公
園
内
に
存
す
る
も
の
の
う
ち
、
環
境

条
第
一
項
の
指
定
に
係
る
部
分
そ
の
他
国
立
公
園
内
に
存
す
る
も
の
の
う
ち
、
環
境

大
臣
の
定
め
る
も
の
の
区
域
を
い
う
。

大
臣
の
定
め
る
も
の
の
区
域
を
い
う
。
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◎
湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
総
理
府
令
第
七
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
湖
辺
環
境
保
護
地
区
内
に
お
け
る
届
出
等
を
要
し
な
い
行
為
）

（
湖
辺
環
境
保
護
地
区
内
に
お
け
る
届
出
等
を
要
し
な
い
行
為
）

第
十
五
条

法
第
三
十
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、

第
十
五
条

法
第
三
十
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

自
然
環
境
保
全
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
十
六
条
若
し
く
は

四

自
然
環
境
保
全
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
十
六
条
若
し
く
は

第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
保
全
事
業
と
し
て
行
う
行
為
、
同
法
第
三
十
条
の
三
第

第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
保
全
事
業
と
し
て
行
う
行
為
又
は
同
法
第
十
七
条
第
一

一
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
生
態
系
維
持
回
復
事
業
及
び
同
条
第
二
項
の
確
認

項
た
だ
し
書
、
第
二
十
五
条
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
六
条
第
三
項
第
六
号
の
規

又
は
同
条
第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
生
態
系
維
持
回
復
事
業
と
し
て
行
う
行
為
又

定
に
よ
る
許
可
、
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
（
同
法
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す

は
同
法
第
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
二
十
五
条
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
六

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
協
議
若
し
く
は
同
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の

条
第
三
項
第
七
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
、
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
（
同
法
第
三

規
定
に
よ
る
届
出
を
要
す
る
行
為

十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
協
議
若
し
く
は
同
法

第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
要
す
る
行
為

五

自
然
公
園
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
十
条
若
し
く
は
第
十

五

自
然
公
園
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
九
条
若
し
く
は
第
十

六
条
に
規
定
す
る
公
園
事
業
と
し
て
行
う
行
為
、
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
又
は

条
に
規
定
す
る
公
園
事
業
と
し
て
行
う
行
為
、
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定

第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
生
態
系
維
持
回
復
事
業
及
び
第
三

に
よ
り
締
結
さ
れ
た
風
景
地
保
護
協
定
に
基
づ
き
同
項
第
一
号
の
風
景
地
保
護
協

十
九
条
第
二
項
若
し
く
は
第
四
十
一
条
第
二
項
の
確
認
又
は
第
三
十
九
条
第
三
項

定
区
域
内
で
同
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
従
っ
て
環
境
省
、

若
し
く
は
第
四
十
一
条
第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
生
態
系
維
持
回
復
事
業
と
し
て

地
方
公
共
団
体
若
し
く
は
同
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た

行
う
行
為
、
同
法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
締
結
さ
れ
た
風
景
地
保
護

公
園
管
理
団
体
が
行
う
行
為
又
は
同
法
第
十
三
条
第
三
項
若
し
く
は
第
十
四
条
第

協
定
に
基
づ
き
同
項
第
一
号
の
風
景
地
保
護
協
定
区
域
内
で
同
項
第
二
号
若
し
く

三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
、
同
法
第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
、
同
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は
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
従
っ
て
環
境
省
、
地
方
公
共
団
体
若
し
く
は
同
法
第

法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
若
し
く
は
同
法
第
五
十
六
条
第
三
項

四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
公
園
管
理
団
体
が
行
う
行
為
又
は

の
規
定
に
よ
る
通
知
を
要
す
る
行
為

同
法
第
二
十
条
第
三
項
若
し
く
は
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
、
同

法
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
、
同
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
届
出
若
し
く
は
同
法
第
六
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
要
す
る

行
為

六
～
十
八

（
略
）

六
～
十
八

（
略
）

十
九

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規

十
九

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
農
用
地
の
災
害
復
旧
事
業
と
し
て
行
う
行
為
又
は
同
条
第
二
項
第
一
号
に

定
す
る
農
用
地
の
災
害
復
旧
事
業
と
し
て
行
う
行
為
又
は
同
法
第
二
項
第
一
号
に

規
定
す
る
土
地
改
良
施
設
の
管
理
、
廃
止
若
し
く
は
変
更
す
る
行
為
若
し
く
は
災

規
定
す
る
土
地
改
良
施
設
の
管
理
、
廃
止
若
し
く
は
変
更
す
る
行
為
若
し
く
は
災

害
復
旧
事
業
と
し
て
行
う
行
為

害
復
旧
事
業
と
し
て
行
う
行
為

二
十
～
二
十
二

（
略
）

二
十
～
二
十
二

（
略
）
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◎
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評
価
の
項
目
並
び
に
当
該
項
目
に
係
る
調
査
、
予
測
及
び
評
価
を
合
理
的
に
行
う
た
め
の
手
法
を
選
定
す
る
た
め
の
指
針
、
環
境
の

保
全
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
指
針
等
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
六
十
一
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
第
二
種
事
業
の
判
定
の
基
準
）

（
第
二
種
事
業
の
判
定
の
基
準
）

第
一
条
の
二

第
二
種
最
終
処
分
場
事
業
に
係
る
法
第
四
条
第
三
項
（
同
条
第
四
項
及

第
一
条
の
二

第
二
種
最
終
処
分
場
事
業
に
係
る
法
第
四
条
第
三
項
（
同
条
第
四
項
及

び
法
第
二
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
判

び
法
第
二
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
判

定
に
つ
い
て
は
、
当
該
第
二
種
最
終
処
分
場
事
業
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か

定
に
つ
い
て
は
、
当
該
第
二
種
最
終
処
分
場
事
業
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
と
き
は
、
環
境
影
響
の
程
度
が
著
し
い
も
の
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と

に
該
当
す
る
と
き
は
、
環
境
影
響
の
程
度
が
著
し
い
も
の
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と

認
め
る
も
の
と
す
る
。

認
め
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

当
該
第
二
種
最
終
処
分
場
事
業
が
実
施
さ
れ
る
べ
き
区
域
又
は
そ
の
周
囲
に
次

三

当
該
第
二
種
最
終
処
分
場
事
業
が
実
施
さ
れ
る
べ
き
区
域
又
は
そ
の
周
囲
に
次

に
掲
げ
る
対
象
そ
の
他
の
一
以
上
の
環
境
要
素
に
係
る
環
境
の
保
全
を
目
的
と
し

に
掲
げ
る
対
象
そ
の
他
の
一
以
上
の
環
境
要
素
に
係
る
環
境
の
保
全
を
目
的
と
し

て
、
法
令
、
条
例
又
は
法
第
五
十
三
条
の
行
政
指
導
等
（
以
下
「
法
令
等
」
と
い

て
、
法
令
、
条
例
又
は
法
第
五
十
三
条
の
行
政
指
導
等
（
以
下
「
法
令
等
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
対
象
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
存
在
し
、
か
つ

う
。
）
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
対
象
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
存
在
し
、
か
つ

、
当
該
第
二
種
最
終
処
分
場
事
業
の
内
容
が
当
該
環
境
要
素
に
係
る
相
当
程
度
の

、
当
該
第
二
種
最
終
処
分
場
事
業
の
内
容
が
当
該
環
境
要
素
に
係
る
相
当
程
度
の

環
境
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

環
境
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

イ
～
ヘ

（
略
）

イ
～
ヘ

（
略
）

ト

自
然
公
園
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規

ト

自
然
公
園
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
国
立
公
園
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た

定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
国
立
公
園
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た

国
定
公
園
又
は
同
法
第
七
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
都
道
府
県
立
自

国
定
公
園
又
は
同
法
第
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
都
道
府
県
立
自
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然
公
園
の
区
域

然
公
園
の
区
域

チ
～
ソ

（
略
）

チ
～
ソ

（
略
）

四

（
略
）

四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）



- 121 -

◎
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
八
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
捕
獲
等
又
は
採
取
等
の
許
可
の
申
請
等
）

（
捕
獲
等
又
は
採
取
等
の
許
可
の
申
請
等
）

第
七
条

法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

第
七
条

法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
申
請
書
に
、
鳥
獣
の
捕
獲
等
又
は
鳥
類
の
卵
の
採
取
等
を
し
よ
う
と
す
る
事

載
し
た
申
請
書
に
、
鳥
獣
の
捕
獲
等
又
は
鳥
類
の
卵
の
採
取
等
を
し
よ
う
と
す
る
事

由
を
証
す
る
書
面
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
証
明
書
」
と
い
う
。
）
を
添
え
て
、

由
を
証
す
る
書
面
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
証
明
書
」
と
い
う
。
）
を
添
え
て
、

こ
れ
を
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

こ
れ
を
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

自
ら
飼
養
す
る
た
め
、
鳥
獣
の
捕
獲
又
は
鳥
類
の
卵
の
採
取
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

自
ら
飼
養
す
る
た
め
、
鳥
獣
の
捕
獲
又
は
鳥
類
の
卵
の
採
取
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

は
、
証
明
書
を
添
え
な
く
て
も
よ
い
。

は
、
証
明
書
を
添
え
な
く
て
も
よ
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

次
に
掲
げ
る
場
所
、
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
、
特
定
猟
具
使
用
制
限
区
域
又

七

次
に
掲
げ
る
場
所
、
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
、
特
定
猟
具
使
用
制
限
区
域
又

は
猟
区
内
に
お
い
て
捕
獲
等
又
は
採
取
等
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

は
猟
区
内
に
お
い
て
捕
獲
等
又
は
採
取
等
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
旨

そ
の
旨

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

自
然
公
園
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項

ニ

自
然
公
園
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の

の
特
別
保
護
地
区

特
別
保
護
地
区

ホ
～
チ

（
略
）

ホ
～
チ

（
略
）

八
・
九

（
略
）

八
・
九

（
略
）

２
～

（
略
）

２
～

（
略
）

19

19
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◎
地
方
環
境
事
務
所
組
織
規
則
（
平
成
十
七
年
環
境
省
令
第
十
九
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
国
立
公
園
・
保
全
整
備
課
の
所
掌
事
務
）

（
国
立
公
園
・
保
全
整
備
課
の
所
掌
事
務
）

第
六
条

国
立
公
園
・
保
全
整
備
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
六
条

国
立
公
園
・
保
全
整
備
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

原
生
自
然
環
境
保
全
地
域
の
区
域
内
に
お
け
る
立
入
制
限
地
区
（
自
然
環
境
保

三

原
生
自
然
環
境
保
全
地
域
の
区
域
内
に
お
け
る
立
入
制
限
地
区
（
自
然
環
境
保

全
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
立
入
制
限
地
区
を
い
う
。
）
並
び
に
自
然
環

全
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
立
入
制
限
地
区
を
い
う
。
）
並
び
に
自
然
環

境
保
全
地
域
の
区
域
内
に
お
け
る
特
別
地
区
（
同
法
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定

境
保
全
地
域
の
区
域
内
に
お
け
る
特
別
地
区
（
同
法
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定

す
る
特
別
地
区
を
い
う
。
）
、
野
生
動
植
物
保
護
地
区
（
同
法
第
二
十
六
条
第
一

す
る
特
別
地
区
を
い
う
。
）
、
野
生
動
植
物
保
護
地
区
（
同
法
第
二
十
六
条
第
一

項
に
規
定
す
る
野
生
動
植
物
保
護
地
区
を
い
う
。
）
及
び
海
域
特
別
地
区
（
同
法

項
に
規
定
す
る
野
生
動
植
物
保
護
地
区
を
い
う
。
）
及
び
海
中
特
別
地
区
（
同
法

第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
海
域
特
別
地
区
を
い
う
。
）
の
指
定
に
関
す
る

第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
海
中
特
別
地
区
を
い
う
。
）
の
指
定
に
関
す
る

こ
と
。

こ
と
。

四

（
略
）

四

（
略
）

五

自
然
環
境
保
全
地
域
に
お
け
る
生
態
系
維
持
回
復
事
業
計
画
（
自
然
環
境
保
全

法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
生
態
系
維
持
回
復
事
業
計
画
を
い
う
。
）

の
決
定
及
び
生
態
系
維
持
回
復
事
業
（
同
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
行
わ
れ
る
生
態
系
維
持
回
復
事
業
を
い
う
。
）
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

六

世
界
の
文
化
遺
産
及
び
自
然
遺
産
の
保
護
に
関
す
る
条
約
第
十
一
条
２
に
規
定

五

世
界
の
文
化
遺
産
及
び
自
然
遺
産
の
保
護
に
関
す
る
条
約
第
十
一
条
２
に
規
定

す
る
一
覧
表
に
記
載
さ
れ
て
い
る
国
内
の
自
然
遺
産
（
第
十
五
条
に
お
い
て
「
世

す
る
一
覧
表
に
記
載
さ
れ
て
い
る
国
内
の
自
然
遺
産
（
第
十
四
条
に
お
い
て
「
世

界
自
然
遺
産
」
と
い
う
。
）
の
保
護
、
保
存
及
び
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

界
自
然
遺
産
」
と
い
う
。
）
の
保
護
、
保
存
及
び
整
備
に
関
す
る
こ
と
。
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七
～
九

（
略
）

六
～
八

（
略
）

十

国
立
公
園
の
区
域
内
に
お
け
る
特
別
地
域
（
自
然
公
園
法
第
二
十
条
第
一
項
に

九

国
立
公
園
の
区
域
内
に
お
け
る
特
別
地
域
（
自
然
公
園
法
第
十
三
条
第
一
項
に

規
定
す
る
特
別
地
域
を
い
う
。
）
、
特
別
保
護
地
区
（
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項

規
定
す
る
特
別
地
域
を
い
う
。
）
、
特
別
保
護
地
区
（
同
法
第
十
四
条
第
一
項
に

に
規
定
す
る
特
別
保
護
地
区
を
い
う
。
）
、
海
域
公
園
地
区
（
同
法
第
二
十
二
条

規
定
す
る
特
別
保
護
地
区
を
い
う
。
）
、
利
用
調
整
地
区
（
同
法
第
十
五
条
第
一

第
一
項
に
規
定
す
る
海
域
公
園
地
区
を
い
う
。
）
、
利
用
調
整
地
区
（
同
法
第
二

項
に
規
定
す
る
利
用
調
整
地
区
を
い
う
。
）
、
海
中
公
園
地
区
（
同
法
第
二
十
四

十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
調
整
地
区
を
い
う
。
）
及
び
集
団
施
設
地
区
（

条
第
一
項
に
規
定
す
る
海
中
公
園
地
区
を
い
う
。
）
及
び
集
団
施
設
地
区
（
同
法

同
法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
集
団
施
設
地
区
を
い
う
。
）
（
次
号
に
お

第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
集
団
施
設
地
区
を
い
う
。
）
（
次
号
に
お
い
て

い
て
「
特
別
地
域
等
」
と
い
う
。
）
の
指
定
に
関
す
る
こ
と
。

「
特
別
地
域
等
」
と
い
う
。
）
の
指
定
に
関
す
る
こ
と
。

十
一
・
十
二

（
略
）

十
・
十
一

（
略
）

十
三

国
立
公
園
に
お
け
る
生
態
系
維
持
回
復
事
業
計
画
（
自
然
公
園
法
第
三
十
八

条
第
一
項
に
規
定
す
る
生
態
系
維
持
回
復
事
業
計
画
を
い
う
。
）
の
決
定
及
び
生

態
系
維
持
回
復
事
業
（
同
法
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
生
態
系
維
持
回
復
事
業

を
い
う
。
）
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

風
景
地
保
護
協
定
（
自
然
公
園
法
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
風
景
地

十
二

風
景
地
保
護
協
定
（
自
然
公
園
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
風
景
地

保
護
協
定
を
い
う
。
）
の
締
結
並
び
に
公
園
管
理
団
体
（
同
法
第
四
十
九
条
第
一

保
護
協
定
を
い
う
。
）
の
締
結
並
び
に
公
園
管
理
団
体
（
同
法
第
三
十
七
条
第
一

項
に
規
定
す
る
公
園
管
理
団
体
を
い
う
。
）
の
指
定
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

項
に
規
定
す
る
公
園
管
理
団
体
を
い
う
。
）
の
指
定
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

（
略
）

十
三

（
略
）

十
六

第
八
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
国
立
公
園
の
保
護
及
び
整

十
四

第
七
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
国
立
公
園
の
保
護
及
び
整

備
に
関
す
る
事
務
及
び
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

備
に
関
す
る
事
務
及
び
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

十
七
～
二
十

（
略
）

十
五
～
十
八

（
略
）


